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日本年金機構令和８年度計画（案）

中 期 計 画 （ 第 ４ 期 ） 令 和 ７ 年 度 計 画 令 和 ８ 年 度 計 画 （ 案 ）

前文

日本年金機構（以下「機構」という。）は、厚生労働

大臣の監督の下、公的年金事業に関する業務運営を行

うことにより、公的年金事業及び公的年金制度に対す

るお客様である国民の皆様の信頼を確保し、もって国

民生活の安定に寄与することを、その使命とする。

この使命を果たすため、機構が設立された経緯や日

本年金機構法に定める基本理念を十分に踏まえ、正確・

確実な業務遂行や提供するサービスの質の向上を図

り、厚生労働大臣から示された中期目標の達成を図る

とともに、業務についてお客様目線に立って不断の改

善を行う。

第３期中期目標期間（平成 31 年４月～令和６年３

月）においては、同目標の達成に向けた機構の計画で

ある第３期中期計画を「日本年金機構の未来づくり計

画」と位置付け、制度を実務とする機関として、現場

を中心とした組織改革、ビジネスプロセス改革、業務

改革等をベースとして、適用・徴収・給付・記録管理・

相談等といった基幹業務について、継続的に再構築に

取り組むことにより、

・国民年金保険料の納付率について、現年度納付率

は 11 年、最終納付率は 10 年連続で前年度実績を

上回り（令和４年度実績時点）、特に最終納付率は、

機構設立後初めて、令和４年度に 80％台到達

・厚生年金保険の適用に関しては、平成 27 年当時 97

万事業所あった国税源泉徴収義務者に基づく適用

の蓋然性のある適用調査対象事業所を約 16.9 万

事業所まで減少

・厚生年金保険の徴収に関しては、コロナ禍におけ

前文

日本年金機構（以下「機構」という。）は、厚生労働

大臣の監督の下、公的年金事業に関する業務運営を行

うことにより、公的年金事業及び公的年金制度に対す

るお客様である国民の皆様の信頼を確保し、もって国

民生活の安定に寄与することを、その使命とする。

令和６年度は、向こう５年間の第４期中期計画の初

年度に当たり、「更なる高みへの挑戦－信頼され続ける

組織であるために－」を組織目標に掲げ、複雑な年金

制度を実務として執行する機関として、基幹業務の安

定的かつ着実な推進、年金制度改正等への着実な対応、

デジタル化への積極的な対応、「女性の活躍推進」「働

き方改革の推進」の取組を通じた安定的な業務運営を

支える組織作り等に取り組んできた。

第４期中期目標期間の２年度目となる令和７年度に

おいても当機構の使命を果たすべく、複雑な年金制度

を実務にする機関として、無年金・低年金の発生を防

止し、制度の公平性を維持し、正確に給付するための

基幹業務の更なる推進に取り組むとともに、お客様

サービスの一層の向上に取り組む。

これらの事項に取り組むに当たっては、社会のデジ

タル化の動向を踏まえつつ、お客様の利便性向上、事

務の効率化・正確性の確保の観点から業務処理のデジ

タル化を更に推進する。そして、その上で業務執行体

制の見直しやお客様チャネルの再構築に取り組み、こ

れらの内容を踏まえた業務プロセスの改善等の各種改

革にも着手する。

このような趣旨を踏まえ、組織目標を「挑戦と改革

－お客様サービスの一層の向上のためデジタル化を推

前文

日本年金機構（以下「機構」という。）は、厚生労働

大臣の監督の下、公的年金事業に関する業務運営を行

うことにより、公的年金事業及び公的年金制度に対す

るお客様である国民の皆様の信頼を確保し、もって国

民生活の安定に寄与することを、その使命とする。

令和７年度においては、複雑な年金制度を実務とし

て執行する機関として、基幹業務の安定的かつ着実な

推進に取り組むとともに、お客様サービスの一層の向

上及び事務の効率化・正確性の確保の観点から、業務

処理のデジタル化の推進や、お客様チャネルの再構築

等、各チャネルの到達すべき姿（ビジョン）の実現に

向けた取組を着実に進めたところ。

第４期中期目標期間の折り返し地点（３年度目）と

なる令和８年度においては、社会全体におけるデジタ

ル技術の進展、老齢年金の相談・請求件数の増加、年

金制度改正の施行、その他社会環境の変化等の動向を

踏まえつつ、下記の施策に重点的に取り組み、基幹業

務の推進及びお客様サービスの一層の向上を図る。
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る政策的要請である「厚生年金保険料の納付猶予

特例」等の迅速かつ適切な運用・管理

等に示されるように、着実に実績を積み重ねてきた。

また、社会のデジタル化の加速度的な進展も踏まえ

ながら、事業所・個人それぞれのお客様ニーズと申請

手続等の特性に応じた「オンラインビジネスモデル」

の実現・推進に取り組むことにより、お客様の利便性

及び事務の正確性・効率性の向上についても着実に成

果を挙げている。

加えて、当機構が安定的に業務を継続していくため

「働き方改革・女性活躍の促進」の取組等を進め、女

性管理職比率の向上、女性・男性とも働きやすい職場

環境の整備、時間外勤務の縮減、男性の育児休業取得

率の向上等に関する諸施策は、組織内に浸透し、大き

な成果を挙げている。

第４期中期目標期間において、我が国は、総人口や

生産年齢人口の減少が進行していく一方で、年金制度

を取り巻く環境としては、年金受給者や老齢年金請求

件数等の増加が見込まれるとともに、人々の働き方の

多様化等による厚生年金保険被保険者の増加や、これ

らに加えて外国人の増加等も見込まれている。

このような状況に対応していく観点からも、政府全

体の取組も踏まえつつ一層のデジタル化を進めるとと

もに、「制度を実務に」という機構の基本コンセプトの

下、機構の果たすべき役割に即して、安定的に各種施

策を進めていく必要がある。

具体的には、現場である拠点と本部が一体となり、

第３期中期目標期間に取り組んできた組織改革、ビジ

ネスプロセス改革、人事改革、業務改革等について、

絶えざる改革を実行するとともに、適切な業務体制を

進－」とし、この組織目標の達成に向け、「業務処理の

オンライン化の推進」、「お客様チャネルの再構築」、「基

幹業務の更なる推進」、「柔軟で多様な働き方の実現」

を重点取組施策と位置付け、取り組む。

○ 「業務処理のオンライン化の推進」については、

お客様の手続負担の軽減と機構内部の事務処理の効

率化等を図るため、これまで構築してきた各種オン

ラインサービスの利用率向上、更なるオンライン

サービスの拡充、ＡＩの活用等について不断の検討

及びその実現に向けた取組を進めることとし、具体

的には

・ 事業所向けとして、お客様からの届出や照会、

機構からの通知や情報提供に関するオンライン

サービスの拡充と利用促進

・ 個人向けとして、拡充を進めてきたオンライン

サービスの更なる拡充及び利用促進

・ 電子データによる「紙をなくす・紙を移動させ

ない」事務処理の推進に引き続き取り組むととも

に、ＩＣＴの活用等による機構内部の事務処理の

効率化

等について取り組む。

○ 「お客様チャネルの再構築」については、次期中

期計画終了時点を見据え、各チャネルの到達すべき

姿（ビジョン）の実現に向け、具体的な取組方針・取

組事項を策定する。

○ 「基幹業務の更なる推進」については、

・ 国民年金保険料の納付率について、効果的・効

率的な施策を実施し、現年度納付率の 14年連続の

前年比向上、最終納付率の 80％台半ばへの到達

・ 厚生年金保険適用調査対象事業所の効率的かつ

○オンラインサービスの進展を踏まえたチャネル戦略

の着実な実行

・ チャネル戦略について、お客様が実感できるサー

ビスの質の向上を図るとともに、機構の業務を正

確で効率的なものにするため、次期中期計画終了

時点に到達すべきチャネルの姿（ビジョン）の実

現に向けた取組事項を着実に実行

・ 年金制度改正の施行や老齢年金の相談・請求件

数の増加等の環境変化にも対応するため、各種オ

ンラインサービスの更なる利用促進、オンライン

による年金相談サービスの拡充

・ 電子データによる「紙をなくす・紙を移動させ

ない」事務処理を一層推進し、電子申請された老

齢年金請求書のデジタルワークフローの構築や、

生成ＡＩ等のＩＣＴ活用による機構内部の業務効

率化の拡大

○基幹業務の更なる高みへの挑戦

・ 国民年金保険料の納付率について、効果的・効

率的な施策を実施し、現年度納付率の前年度実績

以上の確保、最終納付率の 80％台半ば（前年度実

績以上）の確保

・ 厚生年金保険適用調査対象事業所の効率的かつ

的確な把握及び加入指導等による未適用事業所の

更なる解消

・ 事業所の実情に即した適正な納付計画策定と履

行管理により、厚生年金保険等の保険料収納率に
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構築し、質の高いオンラインサービス等のデジタル化

を一層拡充させ、これまで積み上げてきた基幹業務の

実績を更に安定的かつ確実に向上させる。また、効率

的な基幹システムの実現を目指す。

さらに、正確かつ効率的に実務を行うという観点か

ら、年金制度の在り方について、厚生労働省に必要な

提案を行うとともに、制度改正については、体制面や

システム面などで十全な準備をした上で、制度を実務

にする組織として、円滑かつ正確な事務遂行に責任の

ある対応を行う。

こうした取組の前提として、役職員一人ひとりが、

国民のニーズを把握し、現場の実務に精通するととも

に、社会経済情勢の変化に的確に対応できる年金実務

のプロとしての自覚・矜恃・気概をもって、研鑽を重

ねながら日々の職務に当たることが肝要である。

複雑化した年金制度を実務として正確かつ公正に運

営し、無年金・低年金を防止し、年金受給者に正しく

確実に年金をお支払いすることにより、国民から信頼

される効率的で安定した業務運営を行う社会経済イン

フラとして、お客様の現在、未来の生活を支え続ける

組織を目指す。

的確な把握及び加入指導等による未適用事業所の

更なる解消、事業所の実情に即した適正な納付計

画の策定と履行管理による厚生年金保険等の収納

率の前年度と同等以上水準の確保

・ 年金給付について、相談件数が増加する令和８

年度に向け、お客様相談室の体制整備、正確な年

金給付の実現に向けた各種対応、年金給付業務の

システム化の推進

等に取り組む。

○ 「柔軟で多様な働き方の実現」については、職員

全員が性別を問わず働きやすい環境を整備するた

め、働き方改革の更なる促進の取組を進めるほか、

育児・介護休業法等に基づく各種休暇制度について、

引き続き制度周知及び取得促進の取組を進める。

また、女性の一層の定着と活躍の推進を図るため、

引き続き女性管理職比率の更なる向上等に取り組

む。

これらの施策を含む以下に掲げる事項について、計

画的に取り組むに当たっては、本部及び全国の拠点に

対し、年度計画の背景、趣旨を含めて確実な周知・浸

透を図るとともに、実施に当たっての組織としての方

針を示し、この方針に基づいてそれぞれの部署におい

て目標達成に向けて具体的な取組を実施する。

各施策を実施する役職員全員はこの計画の達成のた

め、不動の決意をもって取り組む。

ついて、令和元年度徴収実績 99.1％（厚生年金保

険料）への回復を見据えた前年度と同等以上の水

準確保

・ 老齢年金の相談・請求件数の増加に向け、安定

した窓口体制・審査体制を維持するための年金事

務所（お客様相談室）、事務センター及び中央年金

センターの組織体制・人員体制の整備

・ 段階的に施行される年金制度改正を着実に実施

するため、改正内容や施行時期に応じた計画的か

つ効果的な周知・広報等の実施

○職員一人ひとりが活躍できる職場環境の整備

・ 職員全員が性別を問わず働きやすい環境を整備

するための、働き方改革の更なる促進の取組、育

児・介護休業法等に基づく各種休暇制度の引き続

きの取得促進

・ 特に、女性の一層の定着と活躍の推進を図るた

めの女性管理職比率の更なる向上に向けた取組実

施、多様な雇用形態への対応として、障害者雇用、

高年齢者層の活躍を推進

これらの施策を含む以下に掲げる事項について、計

画的に取り組むに当たっては、本部及び全国の拠点に

対し、年度計画の背景、趣旨を含めて確実な周知・浸

透を図るとともに、実施に当たっての組織としての方

針を示し、この方針に基づいてそれぞれの部署におい

て目標達成に向けて具体的な取組を実施する。

各施策を実施する役職員全員はこの計画の達成のた

め、不動の決意をもって取り組む。
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Ⅰ 提供するサービスその他の業務の質の向上に関す

る事項

１．国民年金の適用促進対策

以下の取組により、国民年金の適正な適用を図る。

(1) 確実な適用の実施

① 地方公共団体情報システム機構（Ｊ－ＬＩＳ）

から提供される住民基本台帳情報を基に、20歳到

達者及び海外からの転入者については、第１号被

保険者として速やかに資格取得の手続を実施す

る。

② 法務省出入国在留管理庁から提供される特定技

能外国人（在留資格「特定技能第１号」又は「特定

技能第２号」により日本に滞在する外国人材）及

びその帯同家族の情報を基に、第１号被保険者と

して速やかに資格取得の手続を実施する。

③ 厚生年金保険の資格喪失等の情報に基づく国民

年金第１号被保険者の資格取得・種別変更手続に

かかる勧奨及び資格取得等の手続を確実に実施す

る。また、当該手続に係る事務処理の効率的・効

果的な在り方について検討を行う。

(2) 制度周知及び制度理解の促進

① 若年者向けの年金セミナー等を通じて国民年金

制度周知や適正な手続などの情報提供を行うとと

Ⅰ 提供するサービスその他の業務の質の向上に関す

る事項

１．国民年金の適用促進対策

以下の取組により、国民年金の適正な適用を図る。

(1) 確実な適用の実施

① 地方公共団体情報システム機構（以下「Ｊ－Ｌ

ＩＳ」という。）から提供される本人確認情報を

基に、海外から転入された方等を早期に適用する

仕組みにより、確実な適用を実施する。

② Ｊ－ＬＩＳから提供される本人確認情報を基

に、20歳到達者のうち、第１号被保険者に該当す

る方に対し、速やかに職権による適用を実施する。

③ 法務省出入国在留管理庁から提供される特定技

能外国人（在留資格「特定技能第１号」又は「特定

技能第２号」により日本に滞在する外国人材）及

びその帯同家族情報と機構が保有する記録の突合

せを行い、年金制度に未加入の場合の職権による

適用を確実に実施する。

④ 厚生年金保険の資格喪失等の情報に基づく国民

年金第１号被保険者の資格取得・種別変更手続に

ついて、届出勧奨及び届出がない場合の資格取得

等の手続を効率的・効果的かつ確実に実施する。

(2) 制度周知及び制度理解の促進

制度周知及び制度理解促進を図るため、以下の事

項に取り組む。

・ 若年者向けの年金セミナー等を実施するととも

に、20歳到達月の前月に前納制度、口座振替及び

Ⅰ 提供するサービスその他の業務の質の向上に関す

る事項

１．国民年金の適用促進対策

以下の取組により、国民年金の適正な適用を図る。

(1) 確実な適用の実施

① 地方公共団体情報システム機構（以下「Ｊ－Ｌ

ＩＳ」という。）から提供される本人確認情報を

基に、海外から転入された方等を早期に適用する

仕組みにより、確実な適用を実施する。

② Ｊ－ＬＩＳから提供される本人確認情報を基

に、20歳到達者のうち、第１号被保険者に該当す

る方に対し、速やかに職権による適用を実施する。

③ 出入国在留管理庁から提供される特定技能外国

人（在留資格「特定技能第１号」又は「特定技能第

２号」により日本に滞在する外国人材）及びその

帯同家族情報と機構が保有する記録の突合せを行

い、年金制度に未加入の場合の職権による適用を

確実に実施する。

④ 厚生年金保険の資格喪失等の情報に基づく国民

年金第１号被保険者の資格取得・種別変更手続に

ついて、届出勧奨及び届出がない場合の資格取得

等の手続を効率的・効果的かつ確実に実施する。

(2) 制度周知及び制度理解の促進

制度周知及び制度理解促進を図るため、以下の事

項に取り組む。

① 若年者向けの年金セミナー等を実施するととも

に、20歳到達月の前月に前納制度、口座振替及び
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もに、20歳到達月の前月に前納制度や口座振替及

びクレジットカードによる納付の案内を記載した

お知らせなど送付し、制度周知を図る。

② ハローワ－クとの連携を強化し、被保険者種別

変更届の届出勧奨などの取組と合わせて失業特例

免除制度の周知を図る。

③ 市区町村との連携を強化し、市区町村職員の研

修等の取組や細やかな情報共有により、国民年金

関係届書の適正かつ円滑な届出を促進する。

④ 外国人支援・交流団体等との連携体制を構築し、

国民年金制度の理解及び適正な届出の促進を図

る。

⑤ 国民年金加入時における制度理解の促進のた

め、効果的なチラシ・パンフレット及びSNSや機構

ホームページ等を活用した国民年金制度の周知を

図る。

特に、外国人に対しては多言語及び分かりやす

い日本語を用いたパンフレット等を活用し、日本

の年金制度への周知の徹底を図る。

⑥ 妊娠期、出産期における被保険者に対し、国民

年金産前産後免除制度の更なる周知を図る。

クレジットカードによる納付を案内した加入前の

お知らせを送付する。

・ 引き続き、ハローワ－クと連携し、雇用保険説

明会における被保険者種別変更届の届出勧奨や失

業特例免除制度の説明などの取組を進める。

・ マイナポータルを利用した国民年金の加入手

続、保険料の免除申請手続など、引き続き市区町

村と連携し国民年金の加入手続の改善を図り、適

正な届出を促進する。

・ 市区町村職員向け研修を実施し、市区町村と連

携した国民年金の加入手続の改善を図り、適正な

届出を促進する。

・ 厚生労働省と連携し、出入国在留管理庁及び外

国人支援・交流団体等との連携体制の強化を図り、

外国人被保険者に対する制度周知及び収納対策を

推進する。

・ 国民年金加入時に使用する効果的なチラシ・パ

ンフレット及びＳＮＳや機構ホームページ等を活

用し、制度案内を充実させる。特に、外国人に対

しては多言語及び分かりやすい日本語を用いたパ

ンフレット等を活用し、日本の年金制度への周知

の徹底を図る。

・ 市区町村、関係機関・団体等と連携し、国民年金

産前産後免除制度の更なる周知を図る。

クレジットカードによる納付の案内を記載した加

入前のお知らせを送付する。

② 引き続き、ハローワ－クと連携し、雇用保険説

明会における被保険者種別変更届の届出勧奨や失

業特例免除制度の説明などの取組を進める。

③ マイナポータルを利用した国民年金の加入手

続、保険料の免除申請手続など、引き続き市区町

村と連携し国民年金の加入手続の改善を図り、適

正な届出を促進する。

④ 市区町村職員向け研修を実施し、市区町村と連

携した国民年金の加入手続の改善を図り、適正な

届出を促進する。

⑤ 厚生労働省と連携し、出入国在留管理庁及び外

国人支援・交流団体等との連携体制の強化を図る

ことで、外国人被保険者に対する制度周知を推進

し、適正な届出を促進する。

⑥ 国民年金加入時に使用する効果的なチラシ・パ

ンフレット及びＳＮＳや機構ホームページ等を活

用した制度案内を充実させる。特に、外国人に対

しては多言語及び分かりやすい日本語を用いたパ

ンフレット等を活用し、日本の年金制度への周知

の徹底を図る。

⑦ 市区町村、関係機関・団体等と連携し、国民年

金産前産後免除制度及び国民年金育児免除制度に

係る周知を図る。

⑧ 申請書の提出の促進及びデジタル化の推進のた

め、電子申請等に係る既存の取組の検証を行い、

申請しやすい環境の整備を図る。
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２．国民年金の保険料収納対策

以下の取組により、国民年金保険料の納付率の更

なる向上を図り、次の目標を達成する。

現年度納付率については、行動計画に基づき、効

果的・効率的に収納対策を実施し、中期目標期間中

に 80％台前半を目指す。

また、国民年金保険料の最終納付率については、

中期目標期間中に 80％台後半を目指す。

(1) 行動計画の策定

本部及び年金事務所ごとの果たすべき役割に応じ

た以下の取組を実施する。

① 未納者の属性に応じた効果的・効率的な納付督

励の実施

② 口座振替、クレジットカード納付及び前納制度

の利用促進

③ 滞納処分に関する法令や徴収ルールに基づく滞

納処分の着実な実施

④ 免除・猶予対象者への申請勧奨

⑤ 外部委託事業者と連携した効果的な収納対策

また、毎年度、取組に係る数値目標や具体的なス

ケジュールを定めた行動計画を本部及び年金事務所

ごとに策定し、当該計画に基づき収納対策を効果的・

効率的に実施する。

２．国民年金の保険料収納対策

以下の取組により、国民年金保険料の納付率の更

なる向上を図る。

(1) 行動計画の策定

未納者の年金受給権を確保するため、国民年金の

納付率の向上に向けた機構全体及び年金事務所ごと

に令和７年度行動計画を策定し、収納対策を効果的・

効率的に推進する。外国人及び若年層を中心として

納付に重点を置いた施策を実施し、納付月数の確保

に注力することで納付率の向上を図る。

なお、行動計画の策定に当たっては、機構全体と

して、現年度納付率については 14 年連続の向上を図

る。

具体的には以下のとおりとする。

① 令和７年度分保険料の現年度納付率について

は、令和６年度実績から 1.0 ポイント程度の伸び

幅を目指す。

② 令和６年度分保険料の過年度１年目納付率及び

令和５年度分保険料の最終納付率については、

80％台半ば（前年度実績以上）を目指す。

③ 口座振替及びクレジットカード納付の実施率に

２．国民年金の保険料収納対策

以下の取組により、国民年金保険料の納付率の更

なる向上を図る。

(1) 行動計画の策定

未納者の年金受給権を確保するため、国民年金の

納付率の向上に向けた機構全体及び年金事務所ごと

に令和８年度行動計画を策定し、収納対策を効果的・

効率的に推進する。外国人及び若年層を中心として

納付に重点を置いた施策を実施し、納付月数の確保

に注力することで納付率の向上を図る。

なお、行動計画の策定に当たっては、機構全体と

して、現年度納付率については 15 年連続の向上を図

る。

具体的には以下のとおりとする。

① 令和８年度分保険料の現年度納付率について

は、前年度実績以上の確保を目指すものとし、地

域の実情を踏まえつつ、外国人、若年者、免除等

対象者、新規未納者などに対して、きめ細かな対

策が進むよう重点的に取組を進める。

② 令和７年度分保険料の過年度１年目納付率及び

令和６年度分保険料の最終納付率については、

80％台半ば（前年度実績以上）の確保を目指す。

③ 口座振替・クレジットカード及びインターネッ
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(2) 収納対策の具体的な取組

① 納付率の更なる向上を図るため、本部は年金事

務所の納付率水準、未納者の属性及び地域の状況

等を分析し、効率的・効果的な収納対策を検討の

上、納付督励及び免除勧奨を実施するとともに、

各種催告文書の内容の見直しを行う。

ついて、更なる納付月数の獲得のため利用促進を

図り、前年度を上回る水準を確保する。

(2) 目標達成に向けた進捗管理の徹底等

目標達成に向け、厚生労働省と連携を密にすると

ともに、本部、年金事務所のそれぞれの役割に応じ

て、未納者の属性ごとにきめ細かな対策を講じるな

ど更なる収納対策の強化を図るため、取組の効果測

定結果に基づく計画を策定し、確実に実施するため

の進捗管理を徹底する。

具体的な進捗管理方法については、計画に基づき、

以下のとおり行う。

① 本部においては、機構全体の年度目標を設定し、

目標を確実に達成するために年金事務所でそれぞ

れの目標を設定するとともに、行動計画を策定す

る。

② 年金事務所は、行動計画に基づき実行するとと

もに進捗状況を適切に管理する。

③ 本部は、納付状況、督励効果等について、早期

に詳細な情報を把握し、年金事務所の進捗状況、

課題等を分析の上、対応策を早期に立案し、年金

事務所とともに実行する。

(3) 収納対策の具体的な取組

未納者の属性及び地域の状況等を分析し、年齢、

所得、未納月数等に応じた納付督励及び免除勧奨を

実施するとともに、各種催告文書の内容の見直しを

検討する。具体的には、以下の対象者に着目して取

組を実施する。

トバンキング等による電子納付の実施率につい

て、更なる納付月数の獲得のため利用促進を図り、

前年度を上回る水準を確保する。

(2) 目標達成に向けた進捗管理の徹底等

目標達成に向け、厚生労働省と連携を密にすると

ともに、本部、年金事務所のそれぞれの役割に応じ

て、未納者の属性ごとにきめ細かな対策を講じるな

ど更なる収納対策の強化を図るため、取組の効果測

定結果に基づく計画を策定し、確実に実施するため

の進捗管理を徹底する。

具体的な進捗管理方法については、計画に基づき、

以下のとおり行う。

① 本部においては、機構全体の年度目標を設定し、

目標を確実に達成するため、年金事務所でそれぞ

れの目標を設定するとともに、行動計画を策定す

る。

② 年金事務所は、行動計画に基づき着実に実行す

るとともに進捗状況を適切に管理する。

③ 本部は、納付状況、督励効果等について、早期

に詳細な情報を把握し、年金事務所の進捗状況、

課題等を分析の上、ＰＤＣＡを意識した対応策を

早期に立案し、年金事務所とともに実行する。

(3) 収納対策の具体的な取組

未納者の属性及び地域の状況等を分析し、年齢、

所得、未納月数等に応じた納付督励及び免除勧奨を

実施するとともに、各種催告文書の内容の見直しを

検討する。具体的には、以下の対象者に着目して取

組を実施する。
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② 本部が実施する収納対策等を踏まえ、大都市圏

の未納者数の多い年金事務所については、必要な

体制を構築し、大都市圏以外の年金事務所におい

ても、地域の実情を踏まえた収納対策を実施し、

納付率の向上に取り組む。

③ 若年層については将来的な納付行動に及ぼす影

響が大きいことから、年金制度への理解を求める

とともに早期の収納対策を実施する。

④ 外国人については今後増加が見込まれることか

ら、市区町村、出入国在留管理庁及び外国人支援・

交流団体等と連携し、未納を防ぐための効果的な

収納対策を実施する。

⑤ 外部委託事業者による取組については、本部及

び年金事務所との連携を強化し、効果的な納付督

励の手法等を検討するとともに、それぞれの役割

を明確にし、目標の実現に向けた取組を実施する。

⑥ 未納者属性のデータ分析により地域特性等を考

慮したきめ細やかな対策を講じるとともに、事務

処理の効率化に資する施策を実施する。

① 新規未納者への納付督励

新たに未納となった方（学卒者、退職者）につ

いて、納付することのメリットを記載した催告文

書及び納付書を早期に送付し、納付につなげると

ともに、口座振替、前納等の届出勧奨を実施する。

② 一部免除承認者への納付督励

一部免除が承認されながら未納となっている方

については、専用の催告文書を活用する等により

効果的に納付督励を行う。

③ 免除等対象者への勧奨

所得が低い等の事情により、本来は保険料免除

や納付猶予、学生納付特例の対象となり得る方で

あるにもかかわらず、免除等の申請手続を行って

いないために未納状態となっている方に、申請勧

奨を行う。

また、社会福祉協議会等と連携し、生活困窮者

等の被保険者に対する保険料免除制度の活用に向

けた周知等を実施する。

④ 長期未納者への納付督励

・ 24か月未納者について属性分析を行い、24か

月未納者の解消に向けた取組を検討し、実施す

る。

・ 一定の納付月を有する受給資格を得ていない

方に対し、任意加入制度で受給資格期間を増や

せることや追納制度による納付することのメ

リットを周知し、納付督励及び免除勧奨を実施

する。

⑤ 地域の実情を踏まえた対策

・ 年金事務所別の納付率水準に応じた分析に基

づくきめ細かな施策を講じることにより、納付

① 新規未納者への納付督励

新たに未納となった方（学卒者、退職者）につ

いて、納付することのメリットを記載した催告文

書及び納付書を早期に送付し、納付につなげると

ともに、口座振替、前納等の届出勧奨を実施する。

② 一部免除承認者への納付督励

一部免除が承認されながら未納となっている方

については、専用の催告文書を活用する等により

効果的に納付督励を行う。

③ 免除等対象者への勧奨

所得が低い等の事情により、本来は保険料免除

や納付猶予、学生納付特例の対象となり得る方で

あるにもかかわらず、免除等の申請手続を行って

いないために未納の状況となっている方に、申請

勧奨を行う。

また、社会福祉協議会等と連携し、生活困窮者

等の被保険者に対する保険料免除制度の活用に向

けた周知等を実施する。

④ 長期未納者への納付督励

・ 24か月未納者について属性分析を行い、24か

月未納者の解消に向けた取組を検討し、実施す

る。

・ 一定の納付月を有する受給資格を得ていない

方に対し、任意加入制度で受給資格期間を増や

せることや追納制度による納付することのメ

リットを周知し、納付督励及び免除勧奨を実施

する。

⑤ 地域の実情を踏まえた対策

・ 年金事務所別の納付率水準に応じた分析に基

づくきめ細かな施策を講じることにより、納付
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率の向上に取り組む。

・ 催告状文書送付後の督励効果を分析し、地域

属性による収納対策の効果を検証した上で、年

金事務所ごとの未納者属性に基づく納付者、免

除者の割合を踏まえた取組を実施する。

・ 大都市圏の未納者数の多い年金事務所につい

て、好調拠点と低調拠点の傾向の比較・分析を

行い、低調拠点に対しては、不足している取組

等を把握し、必要な収納対策を実施する。

・ 沖縄県については、無年金及び低年金の増加

を防止するため、これまでも必要な体制整備及

び支援策を講じ、納付率の向上に努めていると

ころであり、今後は継続した取組に加え、未納

者属性に応じた取組を強化することにより、更

なる納付率向上を目指す。

⑥ 若年者に対する納付督励

・ 20 歳到達前の事前お知らせについて、本人に

加え、特に世帯主に対しても納付することのメ

リットを訴求するパンフレットを同封する。

・ 若年層の未納者に、納付書及び年金制度の有

用性を訴求する専用チラシを送付する。その際、

連帯納付義務者である世帯主に対しても訴求す

る納付督励を行う。

⑦ 外国人に対する納付督励・免除申請勧奨

外国人納付率の改善等に向けて、以下の取組を

実施する。

ア 機構ホームページやパンフレットの充実化に

より多言語対応等の環境を整備する。

率の向上（前年度実績以上）に取り組む。

・ 催告状文書送付後の督励効果を分析し、地域

属性による収納対策の効果を検証した上で、年

金事務所ごとの未納者属性に基づく納付者、免

除者の割合を踏まえた取組を実施する。

・ 大都市圏の未納者数の多い年金事務所につい

て、好調拠点と低調拠点の傾向の比較・分析を

行い、低調拠点に対しては、不足している取組

等を把握し、必要な収納対策を実施する。

・ 沖縄県については、無年金及び低年金の増加

を防止するため、これまでも必要な体制整備及

び支援策を講じ、納付率の向上に努めていると

ころであり、今後は継続した取組に加え、未納

者属性に応じた取組を強化することにより、更

なる納付率向上（前年度実績以上）を目指す。

⑥ 若年者に対する納付督励

・ 20 歳到達前の事前お知らせについて、本人に

加え、特に世帯主に対しても納付することのメ

リットを訴求するパンフレットを同封する。

・ 若年層の未納者に、納付書及び年金制度の有

用性を訴求する専用チラシを送付する。その際、

連帯納付義務者である世帯主に対しても訴求す

る納付督励を行う。

⑦ 外国人に対する納付督励・免除申請勧奨

外国人納付率の改善等に向けて、以下の取組を

実施する。

ア 多言語対応等の環境整備を推進する。

・ 多言語や分かりやすい日本語を用いた納付

及び免除申請に係る制度周知を推進するとと
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・ 外国人が未納とならないよう、納付及び免

除申請をすることのメリットを訴求した、多

言語による制度説明や、免除ＴＡの記載例を

分かりやすく記載したパンフレット等を作成

する。

・ 外国人の未納者に対し、英語及び分かりや

すい日本語を用いた専用の催告文書を送付す

るとともに、多言語により作成した催告文書

を機構ホームページに掲載し、二次元コード

により誘導するなど、外国人向けの周知媒体

等の充実を図るとともに、窓口対応において

も対応方法の拡充について検討する。

イ 本部・年金事務所においてそれぞれの関係機

関と連携を図り、外国人に対する適用・収納対

策を実施する。

・ 市区町村や外国人支援団体等の関係機関と

連携し、外国人に対して公的年金制度や納付

義務・免除制度等の理解が進むよう取り組む。

・ 大学及び専門学校等と連携し、外国人留学

生における納付義務の理解、学生納付特例制

度の活用が進むよう取り組む。

・ 留学や技能実習、永住者・定住者、国籍など

の属性に応じ、外部データなども活用して、

各年金事務所において地域の実情に応じた対

策を講じる。

・ 本部において、各地域での好事例の収集・

展開を図る。

もに、翻訳機を導入することで外国人に係る

窓口対応の充実、円滑化を図る。

・ 外国人の未納者に対し、英語及び分かりや

すい日本語を用いた専用の催告文書を送付す

るとともに、多言語により作成した催告文書

を機構ホームページに掲載し、二次元コード

により誘導するなど、外国人向けの周知媒体

等の充実を図る。

イ 本部・年金事務所においてそれぞれの関係機

関と連携を図り、外国人に対する適用・収納対

策を実施する。

・ 市区町村、外国人を雇用する企業や業界団

体及び外国人支援団体等の関係機関と連携

し、外国人に対して公的年金制度や納付義務・

免除制度等の理解が進むよう取り組む。

・ 大学及び専門学校等と連携し、外国人留学

生における納付義務の理解、学生納付特例制

度の活用が進むよう取り組む。

・ 留学や技能実習、永住者・定住者、国籍など

の属性に応じ、外部データなども活用して、

各年金事務所において地域の実情に応じた対

策を講じる。

・ 本部において、各地域での好事例の収集・

展開を図る。
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(3) 無年金及び低年金の発生を抑止する観点から、納

付結果に応じた年金見込額を通知する対策を実施す

る。

また、受給要件の確保及び受給金額の増加を図る

ため、任意加入制度の加入勧奨及び追納勧奨を確実

に実施する。

⑧ 外部委託事業者の効果的な活用

・ 外部委託事業者と本部及び年金事務所が連携

を強化し、設定した目標の実現に向けた取組を

実施する。

・ 外部委託事業者の取組が不十分な場合には、

督励件数増や接触件数及び納付約束件数増のた

め夜間及び土日祝日の実施体制整備等の必要な

要請及び指導を行う。

・ 現状の分析を十分に行い、設定した目標の実

現に向けた効果的な督励方法等の検討を行う。

・ 外部委託事業者は、強制徴収対象者以外の方

に対する納付督励を実施する。

⑨ 無年金及び低年金への取組

・ 任意加入制度の勧奨について、引き続き任意

加入し納付することで受給要件を満たす方への

勧奨を確実に実施する。

・ 追納勧奨について、２年目、９年目の期間を

有する方への勧奨を実施する。

・ 追納勧奨について、これまで実施した２年目、

９年目承認者への勧奨に対する効果を検証し、

検証内容を踏まえてより効率的・効果的な対策

について検討を行う。

・ また、検討の結果を踏まえ、追納に関するメ

リット等、制度について周知・案内するための

勧奨状に係る記載内容の見直しや勧奨に対する

効果の検証を踏まえた新たな取組を実施する。

・ これらの取組の実施により、追納制度の利用

・ 厚生年金に加入する前後の国民年金加入期

間について着実に納付等に結び付けるため、

制度周知や納付勧奨を積極的に行う。

⑧ 外部委託事業者の効果的な活用

・ 外部委託事業者と本部及び年金事務所が連携

を強化し、設定した目標の実現に向けた取組を

実施する。

・ 外部委託事業者の取組が不十分な場合には、

督励件数増や接触件数及び納付約束件数増のた

め夜間及び土日祝日の実施体制整備等の必要な

要請及び指導を行う。

・ 現状の分析を十分に行い、設定した目標の実

現に向けた効果的な督励方法等の検討を行う。

・ 外部委託事業者は、強制徴収対象者以外の方

に対する納付督励を実施する。

⑨ 無年金及び低年金への取組

・ 任意加入制度の勧奨について、引き続き任意

加入し納付することで受給要件を満たす方への

勧奨を確実に実施する。

・ 追納勧奨について、２年目、９年目の期間を

有する方への勧奨を実施する。

・ 追納勧奨について、これまで実施した２年目、

９年目及び 10年目承認者への勧奨、機構ホーム

ページに追納に関する特設ページの設置や勧奨

状に係る記載内容の見直しの効果を検証し、検

証内容を踏まえてより効率的・効果的な対策に

ついて検討を行う。

・ これらの取組の実施により、追納制度の利用



12

中 期 計 画 （ 第 ４ 期 ） 令 和 ７ 年 度 計 画 令 和 ８ 年 度 計 画 （ 案 ）

(4) 強制徴収の着実な実施

① 負担能力がありながら納付督励に応じない滞納

者に対し、法令及び徴収ルール（滞納処分等の実

施時期等事務処理手順）に基づいた滞納処分を確

実に実施する。

② 徴収が困難な事案については、本部において年

金事務所の進捗状況、課題等の情報を早期に把握

し、そのうち悪質な滞納者に係る事案については

国税庁に委任する仕組みを積極的に活用する等確

実な滞納の解消に務める。

③ 保険料収納対策の現場において、公正かつ公平

な対応ができる徴収職員を育成するとともに、債

権管理に係るマネジメントを確実に実施できる管

理職の育成に取り組む。

(5) 納めやすい環境の整備

① 口座振替、クレジットカード、コンビニエンス

ストア、インターネットバンキング及びスマホ決

済アプリによる納付方法の周知及び、利用促進を

図る。特に口座振替及びクレジットカード納付の

者の増加を目指す。

・ このままでは無年金、低年金となることが見

込まれる方に対する納付結果に応じた年金見込

額を記載した催告文書を送付する。

(4) 強制徴収の着実な実施

① 控除後所得が 300 万円以上かつ７月以上保険料

を滞納している場合は、全員を強制徴収対象者と

位置付けた上で、納付の状況などを踏まえつつ、

最終催告状を確実に送付し、督促しても自主的に

納付しない方について、滞納処分を行う。

また、悪質な滞納者に係る保険料の徴収が困難

な事案については、国税庁へ滞納処分等の権限を

委任する仕組みを活用する。

② 対象者に対する着実な徴収と債権管理及び本部

における進捗管理等の徹底を図る。

③ 効率的かつ着実に滞納処分を実施するため、徴

収ルール（滞納処分等に係る事務処理手順）に基

づく事務処理を的確に実施する。

④ 高い専門性を有する徴収職員、債権管理に係る

マネジメントを確実に実施できる管理職を育成す

るため、研修体系の整備・充実強化や蓄積された

ノウハウの共有により、効果的な実務研修に取り

組む。

(5) 納めやすい環境の整備

① 口座振替及びクレジットカードによる納付につ

いて、被保険者属性に応じた勧奨を実施するとと

もに、勧奨後の申出がない方に対しフォローアッ

プを実施することで実施率の向上に取り組む。

者の増加を目指す。

・ このままでは無年金、低年金となることが見

込まれる方に対する納付結果に応じた年金見込

額を記載した催告文書を送付する。

(4) 強制徴収の着実な実施

① 控除後所得が 300 万円以上かつ７月以上保険料

を滞納している場合は、全員を強制徴収対象者と

位置付けた上で、納付の状況などを踏まえつつ、

最終催告状を確実に送付し、督促しても自主的に

納付しない方について、滞納処分を行う。

また、悪質な滞納者に係る保険料の徴収が困難

な事案については、国税庁へ滞納処分等の権限を

委任する。

② 対象者に対する着実な徴収と債権管理及び本部

における進捗管理等の徹底を図る。

③ 効率的かつ着実に滞納処分を実施するため、滞

納整理関係事務処理要領に基づく事務処理を的確

に実施する。

④ 高い専門性を有する徴収職員、債権管理に係る

マネジメントを確実に実施できる管理職を育成す

るため、研修体系の整備・充実強化や蓄積された

ノウハウの共有により、効果的な実務研修に取り

組む。

(5) 納めやすい環境の整備

① 口座振替及びクレジットカードによる納付につ

いて、被保険者属性に応じた勧奨を実施するとと

もに、勧奨後の申出がない方に対しフォローアッ

プを実施することで実施率の向上に取り組む。
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実施率については、中期目標期間中、毎年度の実

施率が前年度を上回る水準を確保することを目指

す。

② マイナポータル等を利用した口座振替の申出、

任意の月から前納を利用できる仕組みや、ねんき

んネットを活用した納付書によらない納付方法に

ついて周知・利用促進を図る。

③ 保険料から割引額が控除される前納制度につい

て、分かりやすい広報を実施し、利用促進を図る。

④ 国民年金保険料の納付環境について、今後の

キャッシュレス化の動向を踏まえ、納めやすい環

境の整備を進める。

② 口座振替及びクレジットカード、コンビニエン

スストア、インターネットバンキング及びスマホ

決済アプリによる納付並びにねんきんネットを活

用した納付書によらない納付といった多様な納付

方法の周知を行い、納めやすい環境の整備に努め

る。

また、マイナポータル等を利用した口座振替の

申出について、広報の充実を図り、利用促進に努

める。

③ 保険料の前納制度及び申出月から前納が開始さ

れる制度について、分かりやすい広報を実施し、

利用促進を図る。

④ 今後のキャッシュレス化、税・他の公金の納付

方法の動向を踏まえ、必要な納付方法の導入や申

出手続の検討を厚生労働省と連携して進める。

② 口座振替及びクレジットカード、コンビニエン

スストア、インターネットバンキング及びスマホ

決済アプリによる納付並びにねんきんネットを活

用した納付書によらない納付といった多様な納付

方法の周知を行い、納めやすい環境の整備に努め

る。

また、マイナポータル等を利用した口座振替の

申出について、広報の充実を図り、利用促進に努

めるとともに、利用しやすい環境整備や改善の検

討を行う。

あわせて、口座振替に対応可能なインターネッ

ト銀行の拡大に向けた対応を進める。

③ 保険料の前納制度及び申出月から前納が開始さ

れる制度について、分かりやすい広報を実施し、

利用促進を図る。

④ 今後のキャッシュレス化、税・他の公金の納付

方法の動向を踏まえ、必要な納付方法の導入や申

出手続の検討を厚生労働省と連携して進める。
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３．厚生年金保険・健康保険等の適用促進対策

被保険者の年金受給権や年金額を確保するため、

厚生年金保険・健康保険等の適用の促進については、

国税源泉徴収義務者情報を中心に活用し、適用調査

対象事業所に対する加入指導に取り組む。

また、届出の適正化については、調査対象事業所

を的確に選定し、重点的に取り組むことで、効率的

かつ効果的な事業所調査を行うとともに、適用事業

所の事業主に対する効果的な制度周知、届出の指導

を実施する。

なお、毎年度、数値目標や具体的なスケジュール

を定めた行動計画を策定し、当該計画に基づき効果

的・効率的に推進する。

(1) 適用調査対象事業所の適用の促進

① 国税源泉徴収義務者情報を中心に活用し、法人

登記簿情報、雇用保険情報も活用したシステムに

よる突き合わせにより、適用調査対象事業所の効

率的かつ的確な把握に努めるとともに、適用すべ

き事業所を適用することにより、適用調査対象事

業所について着実な減少を図る。

② 従業員５人以上を雇用している蓋然性が高い事

業所については、最優先で加入指導に取り組む（法

人でより少数を雇用している事業所についても、

適用を進める効率的な手法について検討を進め

る。）。

③ 適用調査対象事業所に対しては、文書、来所要

請、訪問などの手法を効果的に実施し着実に適用

に結び付ける。また、必要に応じて加入指導手順

書を見直す。

３．厚生年金保険・健康保険等の適用促進対策

(1) 未適用事業所の適用促進対策

国税源泉徴収義務者情報等を活用した取組を進

め、適用調査対象事業所は着実に減少してきたとこ

ろであるが、適用調査対象事業所の効率的かつ的確

な把握に努めるとともに、従業員を雇用している蓋

然性が高い事業所を最優先で加入指導を行い、未適

用事業所の更なる解消に向けて、令和７年度におい

ても、継続的に取り組む。

① 行動計画の策定

数値目標や具体的なスケジュールを定めた令和

７年度行動計画を策定する。

行動計画の策定に当たっては、国税源泉徴収義

務者情報を活用した適用調査対象事業所の着実な

適用を基本とする。

② 適用促進に向けた施策

ア 令和７年度においては、国税源泉徴収義務者

３．厚生年金保険・健康保険等の適用促進対策

(1) 未適用事業所の適用促進対策

国税源泉徴収義務者情報等を活用した取組を進

め、適用調査対象事業所は着実に減少してきたとこ

ろであるが、適用調査対象事業所の効率的かつ的確

な把握に努めるとともに、従業員を雇用している蓋

然性が高い事業所を最優先で加入指導を行い、未適

用事業所の更なる解消に向けて、令和８年度におい

ても、継続的に取り組む。

① 行動計画の策定

数値目標や具体的なスケジュールを定めた令和

８年度行動計画を策定する。

行動計画の策定に当たっては、国税源泉徴収義

務者情報を活用した適用調査対象事業所の着実な

適用を基本とする。

② 適用促進に向けた施策

ア 令和８年度においては、国税源泉徴収義務者
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④ 加入指導後においても届出を行わない事業所に

対して、立入検査等を行い、確実な適用に努める。

⑤ 立入検査、物件提出命令権限の実効ある活用を

図るため、本部の特別法人対策部において、全国

の困難性の高い事案に対応する。

⑥ 厚生年金保険の加入義務に係る周知等を行うた

めに外部委託を活用する。

情報により把握した適用調査対象事業所につい

て、引き続き雇用保険被保険者情報等を活用し

て効果的な対策を講じ適用を進める。

イ 特に、令和７年度行動計画策定時に５人以上

の従業員を雇用している蓋然性が高い適用調査

対象事業所については、最優先で取り組み、令

和７年度末までの適用を目指す（法人でより少

数を雇用している事業所についても、効率的に

適用を進める。）。

なお、これらの事業所への対応に当たっては、

適用すべき事業所である蓋然性が高い適用調査

対象事業所であって、加入指導によっても適用

に応じない事業所に対する立入検査の効果的な

活用を図る。

ウ 上記イ以外の法人事業所等についても、引き

続き、加入指導を進め、適用につなげる。なお、

取組の強化を図るため、関係機関等と連携し、

制度周知・適用勧奨に重点的に取り組む。

③ 困難事案への対応

ア 立入検査、物件提出命令権限の実効ある活用

を図るため、本部の特別法人対策部において、

全国の困難性の高い事案に対応する。

イ 立入検査の結果に応じて職権適用を実施す

る。

ウ 加入指導、更に立入検査によっても適用に至

らない悪質な事業所については、告発も視野に

入れた対応を検討する。

エ 事業実態が把握できない事業所（バーチャル

オフィス（登記上の住所に事業主・従業員がい

ない事業所）、オートロックマンション等）に対

情報により把握した適用調査対象事業所につい

て、引き続き雇用保険被保険者情報等を活用し

て効果的な対策を講じ適用を進める。

イ 特に、令和８年度行動計画策定時に５人以上

の従業員を雇用している蓋然性が高い適用調査

対象事業所については、最優先で取り組み、令

和８年度末までの適用を目指す（法人でより少

数を雇用している事業所についても、効率的に

適用を進める。）。

なお、これらの事業所への対応に当たっては、

適用すべき事業所である蓋然性が高い適用調査

対象事業所であって、加入指導によっても適用

に応じない事業所に対する立入検査の効果的な

活用を図る。

ウ 上記イ以外の法人事業所等についても、引き

続き、加入指導を進め、適用につなげる。なお、

取組の強化を図るため、関係機関等と連携し、

制度周知・適用勧奨に重点的に取り組む。

③ 困難事案への対応

ア 立入検査、物件提出命令権限の実効ある活用

を図るため、本部の特別法人対策部において、

全国の困難性の高い事案に対応する。

イ 立入検査の結果に応じて職権適用を実施す

る。

ウ 加入指導、更に立入検査によっても適用に至

らない悪質な事業所については、告発も視野に

入れた対応を検討する。

エ 事業実態が把握できない事業所（バーチャル

オフィス（登記上の住所に事業主・従業員がい

ない事業所）、オートロックマンション等）に対
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(2) 事業所調査の徹底による届出の適正化

① 事業所調査においては、事業所規模に応じ、郵

送調査、呼出調査、臨場調査を組み合わせ、事業

主に対する適正な届出の指導を実施する。

また、関係機関から情報提供があった事業所及

び短時間労働者の適用拡大対象事業所について最

優先に実施する。

② 被保険者１万人以上の大規模事業所について

は、本部の特別法人対策部と年金事務所等の協働

により、効果的・効率的な調査を実施する。

③ 被保険者 10 人以上１万人未満の事業所（約 50

万事業所）については、本部から優先して調査す

べき対象を提供し、年金事務所において年間 10 万

する実態把握を行うための調査手法について検

討を進める。

オ 事業主が外国人である事業所の適用を進める

ため、すでに実施している英語表記の加入指導

文書の活用に加え、多言語表記の加入指導文書

の検討を進める。

④ 目標達成に向けた進捗管理の徹底

目標達成に向け、本部において各年金事務所の

進捗を管理・指導するとともに、定期的に本部・

年金事務所合同の会議を開催し、行動計画の確実

な達成を図る。

⑤ 外部委託の検討

厚生年金保険の加入義務に係る周知等を行うた

めの外部委託の活用方法について検討する。

(2) 事業所調査による適用の適正化対策

適用事業所の従業員に係る適用漏れの防止及び届

出の適正化を推進するため、以下により実効性のあ

る事業所調査を実施する。

① 行動計画の策定

数値目標や具体的なスケジュールを定めた令和

７年度行動計画を策定する。

行動計画は、年金事務所において年間 10万事業

所を目標として、優先度等を踏まえつつ、更なる

適用の適正化に重点を置く、効果的・効率的な事

業所調査を実施する計画とする。

② 調査対象の選定

ア 令和７年度においては、令和６年度から引き

する実態把握を行うため、新設された厚生年金

保険法第 100 条の２第６項に基づく、金融機関

や不動産管理会社等への具体的な調査手法につ

いて検討し、速やかに実施する。

オ 事業主が外国人である事業所の適用を進める

ため、すでに実施している多言語表記の加入指

導文書の活用に加え、翻訳機の導入を進める。

④ 目標達成に向けた進捗管理の徹底

目標達成に向け、本部において各年金事務所の

進捗を管理・指導するとともに、定期的に本部・

年金事務所合同の会議を開催し、行動計画の確実

な達成を図る。

⑤ 外部委託の検討

厚生年金保険の加入義務に係る周知等を行うた

めの外部委託の活用方法について検討する。

(2) 事業所調査による適用の適正化対策

適用事業所の従業員に係る適用漏れの防止及び届

出の適正化を推進するため、以下により実効性のあ

る事業所調査を実施する。

① 行動計画の策定

数値目標や具体的なスケジュールを定めた令和

８年度行動計画を策定する。

行動計画は、年金事務所において年間 10万事業

所を目標として、優先度等を踏まえつつ、更なる

適用の適正化に重点を置く、効果的・効率的な事

業所調査を実施する計画とする。

② 調査対象の選定
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事業所を目標として、優先度を踏まえた効率的か

つ効果的な事業所調査を実施する。

④ 被保険者 10 人未満の小規模事業所（約 190 万事

業所）に対しては、年金事務所で調査する事業所

を除いた全ての事業所に、調査票を送付し、簡易

的な手法により、効果的・効率的に調査を実施す

る。

⑤ 外国人の適用対策について、法務省から提供さ

れる外国人及び受入機関の情報を活用し、未加入

者への加入指導等に適切に取り組む。

また、年金事務所等の窓口での多言語による相

談対応や制度周知などを適切に実施することを通

じ、外国人への分かりやすい説明により、適用を

促進する。

続き、令和６年 10 月の制度改正により短時間労

働者の適用拡大の対象となった適用事業所につ

いて、適正な届出が行われているかを確認する

ことを最優先に取り組む。そのため、当該適用

事業所に対して必ず事業所調査を実施するとと

もに、引き続き、短時間労働者の適用拡大につ

いて専門家（社会保険労務士）と連携し、事業

主及び従業員の方に対する分かりやすい周知広

報の取組を行う。

イ 上記アの事業所のほか、次の事業所は最優先

の対象として、必ず実施する。

・ 一定期間以上の遡及又は大幅な報酬変更等

の届出があり特に確認が必要な事業所

・ 被保険者等から通報が行われた事業所

・ 法務省出入国在留管理庁から提供される特

定技能外国人情報により判明した未適用の外

国人就労者を使用する事業所

・ 雇用保険被保険者情報により未加入者がい

ると見込まれる事業所

・ 労働基準監督署から提供される、労働基準

監督署の監督指導時に「労働者性がある」と

認められた未加入者がいると見込まれる事業

所

ウ 調査対象を次の対象事業所から優先して選定

する。

・ 一定期間以上の遡及又は大幅な報酬変更等

の届出があった事業所（上記イを除く。）

・ 算定基礎届及び賞与支払届が未提出であっ

て文書による届出勧奨を行うも提出のない事

業所

ア 次の事業所は最優先の対象として、必ず実施

する。

・ 一定期間以上の遡及又は大幅な報酬変更等

の届出があり特に確認が必要な事業所

・ 被保険者等から通報が行われた事業所

・ 出入国在留管理庁から提供される特定技能

外国人情報により判明した未適用の外国人就

労者を使用する事業所

・ 雇用保険被保険者情報により未加入者がい

ると見込まれる事業所

・ 労働基準監督署から提供される、労働基準

監督署の監督指導時に「労働者性がある」と

認められた未加入者がいると見込まれる事業

所

イ 調査対象を次の対象事業所から優先して選定

する。

・ 一定期間以上の遡及又は大幅な報酬変更等

の届出があった事業所（上記アを除く。）

・ 算定基礎届及び賞与支払届が未提出であっ

て文書による届出勧奨を行うも提出のない事

業所
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③ 効果的な事業所調査の実施

ア 雇用保険被保険者情報を有効に活用する。

イ 被保険者１万人以上の大規模事業所等につい

ては、本部の特別法人対策部と年金事務所等の

協働により、効果的・効率的な調査を実施する。

ウ 大規模事業所の調査手法のうち、電子データ

等を活用した調査手法の年金事務所での活用を

更に進める。

エ 小規模事業所に対しては、調査票を送付する

簡易的な手法により効果的・効率的に調査を実

施する。

オ 新規適用事業所については、制度周知を兼ね

た呼出調査を実施する。

カ 事業所の利便性向上及び調査業務効率化のた

め、調査資料のオンライン提出の活用について

積極的に案内する。

キ 調査結果のデータ管理をしている適用業務支

援システムと、統計分析サブシステムの連携か

ら、調査対象事業所を効率的に抽出する。

④ 目標達成に向けた進捗管理の徹底

目標達成に向け、本部において各年金事務所の

進捗を管理・指導するとともに、定期的に本部・

年金事務所合同の会議を開催し、行動計画の確実

な達成を図る。

・ 短時間労働者を有する特定適用事業所等※

※厚生年金保険被保険者（短時間労働者を除

く。）の総数が 51 人以上となることが見込ま

れる適用事業所及び国、地方公共団体の適用

事業所

③ 効果的な事業所調査の実施

ア 雇用保険被保険者情報を有効に活用する。

イ 被保険者１万人以上の大規模事業所等につい

ては、本部の特別法人対策部と年金事務所等の

協働により、効果的・効率的な調査を実施する。

ウ 電子データ等を活用した調査手法の年金事務

所での活用を更に進めるとともに、事業所の利

便性向上のため、電子データのオンライン提出

のための環境を整備する。

エ 小規模事業所に対しては、調査票を送付する

簡易的な手法により効果的・効率的に調査を実

施する。

オ 新規適用事業所については、制度周知を兼ね

た呼出調査を実施する。

カ 事業所の利便性向上及び調査業務効率化のた

め、調査資料のオンライン提出の活用について

積極的に案内する。

キ 調査結果のデータ管理をしている適用業務支

援システムと、統計分析サブシステムの連携か

ら、調査対象事業所を効率的に抽出する。

④ 目標達成に向けた進捗管理の徹底

目標達成に向け、本部において各年金事務所の

進捗を管理・指導するとともに、定期的に本部・

年金事務所合同の会議を開催し、行動計画の確実

な達成を図る。
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(3) その他

① 「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の

特例等に関する法律（以下「厚生年金特例法」と

いう。）」への対応

年金事務所は、厚生年金特例法の事務処理マ

ニュアルに従って、特例納付保険料の納付勧奨等

を確実に実施し、進捗管理の徹底を図る。

② 船員保険制度への対応

船員保険制度に関する事務処理要領等の整備や

人材育成を行う。

(3) その他

① 短時間労働者の更なる適用拡大への対応

短時間労働者の適用拡大に関し、令和９年 10月

からは、被保険者数 35 人超規模の企業まで対象事

業所が拡大することから、対象となる可能性のあ

る事業所に対し、訪問等による事前の周知を行う

とともに、引き続き、専門家（社会保険労務士）と

連携し、事業主及び従業員の方に対する分かりや

すい周知広報の取組を行う。

② 事業所調査によらない適用の適正化への対応

各種広報媒体や事業主説明会の機会等を活用し

た届出誤りの事例の周知等により、事業所調査に

よらない適用の適正化を促進する。

③ 「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の

特例等に関する法律（以下「厚生年金特例法」と

いう。）」への対応

年金事務所は、厚生年金特例法の事務処理マ

ニュアルに従って、特例納付保険料の納付勧奨等

を確実に実施し、進捗管理の徹底を図る。

④ 船員保険制度への対応

船員保険制度に関する事務処理要領等の整備や

人材育成を行う。
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４．厚生年金保険・健康保険等の保険料徴収対策

厚生年金保険・健康保険等の保険料徴収対策につ

いては、本部と年金事務所が一体となった債権管理

を行う体制を強化し、経済情勢等に応じた取組を迅

速かつ柔軟に実施するとともに、適用事業所の状況

を的確に見極めた上で、国税徴収法等の法令に則っ

た公正かつ公平な徴収対策を実施する。

(1) 行動計画の策定

新型コロナウイルス感染症に対する政策的要請と

して対応した納付猶予特例の影響により低下した厚

生年金保険・健康保険等の保険料収納率については、

適切な納付計画の策定と履行管理により、令和３年

度以降着実な回復が図られている。

引き続き、年度ごとの実績目標及び具体的な施策

を定めた行動計画を策定し、本部と年金事務所が合

４．厚生年金保険・健康保険等の保険料徴収対策

厚生年金保険・健康保険等の保険料徴収対策につ

いては、経済情勢等に応じた取組を迅速かつ柔軟に

実施し、事業所の実情に即した適正な納付計画の策

定と履行管理により着実な保険料収納を確保してき

ている。

令和６年度においては、滞納状況に応じた対策を

講じることとし、早期の納付指導による収納確保を

図るとともに、事業所から、納付が困難である旨の

申出を受けた場合は、財務状況や今後の資金繰り計

画等を丁寧に確認した上で、国税徴収法等の法令に

則り、法定猶予の要件に該当する事業所に対して法

定猶予制度を適用した。また、滞納額が高額となっ

ている事業所について、本部と年金事務所合同の徴

収対策会議を定期的に開催する等、本部と年金事務

所が一体となった債権管理を行ったこと等により、

収納率の向上が図られている。

令和７年度においても、新型コロナウイルス感染

症の拡大前（令和元年度）の徴収実績への回復と更

なる向上を見据え、法定猶予制度の適用も含め、公

正かつ公平な徴収対策を実施する。

(1) 行動計画の策定

厚生年金保険・健康保険等の保険料徴収対策につ

いては、令和７年度行動計画を策定し、以下の取組

を効果的かつ効率的に推進する。

行動計画の策定に当たっては、機構全体として厚

生年金保険・健康保険等の収納率について、新型コ

ロナウイルス感染症の拡大前（令和元年度）の徴収

実績への回復を見据え、前年度からの収納未済額の

４．厚生年金保険・健康保険等の保険料徴収対策

厚生年金保険・健康保険等の保険料徴収対策につ

いては、経済情勢等に応じた取組を迅速かつ柔軟に

実施し、事業所の実情に即した適正な納付計画の策

定と履行管理により着実な保険料収納を確保してき

ている。

令和７年度においては、滞納状況に応じた対策を

講じることとし、早期の納付指導による収納確保を

図るとともに、事業所から、納付が困難である旨の

申出を受けた場合は、財務状況や今後の資金繰り計

画等を丁寧に確認した上で、国税徴収法等の法令に

則り、法定猶予の要件に該当する事業所に対して法

定猶予制度を適用した。また、滞納額が高額となっ

ている事業所について、本部と年金事務所合同の徴

収対策会議を定期的に開催する等、本部と年金事務

所が一体となった債権管理を行ったこと等により、

収納率の向上が図られている。

令和８年度においても、新型コロナウイルス感染

症の拡大前（令和元年度）の徴収実績への回復と更

なる向上を見据え、法定猶予制度の適用も含め、公

正かつ公平な徴収対策を実施する。

(1) 行動計画の策定

厚生年金保険・健康保険等の保険料徴収対策につ

いては、令和８年度行動計画を策定し、以下の取組

を効果的かつ効率的に推進する。

行動計画の策定に当たっては、機構全体として厚

生年金保険・健康保険等の保険料収納率について、

新型コロナウイルス感染症の拡大前（令和元年度）

の徴収実績への回復と更なる向上を見据え、前年度



21

中 期 計 画 （ 第 ４ 期 ） 令 和 ７ 年 度 計 画 令 和 ８ 年 度 計 画 （ 案 ）

同で徴収対策を検討する体制を強化することで、毎

年度の収納率について前年度と同等以上の水準を確

保することを着実に積み重ね、新型コロナウイルス

感染症の拡大前の徴収実績への回復と更なる向上を

目指す。

(2) 滞納事業所等に対する納付指導、法定猶予制度の

適用及び滞納処分

滞納事業所等に対しては、実施手順に基づく早期

の納付指導を実施するとともに、納付が困難な事業

所に対しては、事業所の財務状況や今後の資金繰り

計画等を丁寧に確認し、法定猶予制度の適用による

適正な納付計画の策定と履行管理を行う。

また、納付協議に応じない等の事業所に対しては

国税徴収法等の法令に基づく滞納処分を効果的に実

施する。

年金事務所において徴収の困難性が高い事案につ

いては、本部の特別法人対策部の所管による債権回

収を強化するとともに、滞納処分の国税庁への委任

制度の活用を図る。

圧縮に努めることにより、前年度と同等以上の水準

を確保することを目標とする。

また、目標達成に向けて、取組の全体実績に基づ

く計画の策定と進捗管理を徹底するとともに合同徴

収対策会議の実施により本部と年金事務所が一体と

なった債権管理を引き続き実施し、行動計画の取組

を推進する。

(2) 滞納事業所等に対する納付指導、法定猶予制度の

適用及び滞納処分

滞納事業所等に対しては、滞納状況に応じた対策

を講じることとし、早期の納付指導による収納確保

を図るとともに、適正な納付計画の策定及び履行管

理を行うことにより、滞納の長期化を防止する施策

を以下のとおり実施する。

① 納付期限までに納付がなかった適用事業所に対

して、電話による納付督励業務を集中的に実施す

るための全国集約コールセンターを効率的に運営

し、督促指定期限までの納付督励を確実に行う。

また、督促指定期限までに納付がない滞納事業

所に対して、滞納整理関係事務処理要領に基づく

納付指導と納付協議を確実に実施する。

② 滞納事業所から納付が困難である旨の申出を受

けた場合は、事業所の財務状況や今後の資金繰り

計画等を丁寧に確認した上で、事業所の実情に即

し適切に納付計画を策定し、法定猶予制度を適用

する。なお、法定猶予制度の適用に当たっては、

国税徴収法等の法令に則った運用を行う。

③ 適正な納付計画の策定に向けた納付協議に応じ

からの収納未済額の圧縮に努めることにより、前年

度と同等以上の水準を確保することを目標とする。

また、目標達成に向けて、取組の全体実績に基づ

く計画の策定と進捗管理を徹底するとともに合同徴

収対策会議の実施により本部と年金事務所が一体と

なった債権管理を引き続き実施し、行動計画の取組

を推進する。

(2) 滞納事業所等に対する納付指導、法定猶予制度の

適用及び滞納処分

滞納事業所等に対しては、滞納状況に応じた対策

を講じることとし、早期の納付指導による収納確保

を図るとともに、適正な納付計画の策定及び履行管

理を行うことにより、滞納の長期化を防止する施策

を以下のとおり実施する。

① 納付期限までに納付がなかった適用事業所に対

して、電話による納付督励業務を集中的に実施す

るための全国集約コールセンターを効率的に運営

し、督促指定期限までの納付督励を確実に行う。

また、督促指定期限までに納付がない滞納事業

所に対して、滞納整理関係事務処理要領に基づく

納付指導と納付協議を確実に実施する。

② 滞納事業所から納付が困難である旨の申出を受

けた場合は、事業所の財務状況や今後の資金繰り

計画等を丁寧に確認した上で、事業所の実情に即

し適切に納付計画を策定し、法定猶予制度を適用

する。なお、法定猶予制度の適用に当たっては、

国税徴収法等の法令に則った運用を行う。

③ 適正な納付計画の策定に向けた納付協議に応じ



22

中 期 計 画 （ 第 ４ 期 ） 令 和 ７ 年 度 計 画 令 和 ８ 年 度 計 画 （ 案 ）

(3) 徴収職員の育成

保険料徴収対策の現場において、公正かつ公平な

対応ができる制度と実務に通じた高い専門性を有す

る徴収職員を育成するとともに、職務と経験に合わ

せた研修の充実、実施に取り組み、債権管理に係る

ない等の法定猶予制度の適用ができない事業所や

納付計画の不履行を繰り返す事業所等に対して

は、滞納整理関係事務処理要領に基づく手順に

沿って財産調査や財産の差押等の滞納処分を実施

し、債権の保全と滞納保険料の解消を図る。

④ 法定猶予期間の満了を迎える事業所に対する対

応を含め、適切な納付計画の策定に向けた納付協

議と滞納処分の手続を確実に実施するために必要

な体制を確保する。

(3) 徴収が困難な事業所に対する徴収対策の徹底

広域に事業を行っている等の徴収の困難性が高く

滞納が長期間又は高額となっている事業所について

は、特別法人対策部が所管し、納付指導や滞納処分

を迅速かつ適切に実施する。

また、地域代表年金事務所等に設置している特別

徴収対策課の役割を強化し、管内事務所の困難事案

への協力支援等を実施することにより、収納未済額

の圧縮を図る。

なお、財産の隠匿を図る等の悪質な滞納事業所に

ついては、国税庁との連携協力を強化し、滞納処分

等の権限を国税庁に委任する仕組みを引き続き活用

する。

(4) 徴収職員の育成

保険料徴収対策を実施する年金事務所において公

正かつ公平な対応ができ、事業主等と丁寧に応接で

きる、制度と実務に通じた高い専門性を有した職員

を育成するため、職務と経験に合わせた研修の充実、

ない等の法定猶予制度の適用ができない事業所や

納付計画の不履行を繰り返す事業所等に対して

は、滞納整理関係事務処理要領に基づく手順に

沿って財産調査や財産の差押等の滞納処分を実施

し、債権の保全と滞納保険料の解消を図る。

④ 法定猶予期間の満了を迎える事業所に対する対

応を含め、適切な納付計画の策定に向けた納付協

議と滞納処分の手続を確実に実施するために必要

な体制を確保する。

(3) 徴収が困難な事業所に対する徴収対策の徹底

広域に事業を行っている等の徴収の困難性が高く

滞納が長期間又は高額となっている事業所について

は、特別法人対策部が所管し、納付指導や滞納処分

を迅速かつ適切に実施する。

また、地域代表年金事務所等に設置している特別

徴収対策課の役割を強化し、管内事務所の困難事案

の移管や協力支援等を行う試行事業を拡大するとと

もに、その結果等を踏まえ、特別徴収対策課の在り

方を検討する。

なお、財産の隠匿を図る等の悪質な滞納事業所に

ついては、国税庁との連携協力を強化し、滞納処分

等の権限を国税庁に委任する仕組みを引き続き活用

する。

(4) 徴収職員の育成

保険料徴収対策を実施する年金事務所において公

正かつ公平な対応ができ、事業主等と丁寧に応接で

きる、国税徴収法規を含め、制度と実務に通じた高

い専門性を有した職員を育成するため、職務と経験
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マネジメントを確実に実施できる管理職員の育成に

取り組む。

(4) 徴収業務に係るシステム化と効率化の推進

徴収業務のシステム化を推進し、年金事務所にお

ける事務処理の効率化に資する施策を実施する。

(5) 口座振替の利用促進

適用事業所の口座振替による保険料納付の実施環

境の整備を図るとともに、適用事業所の増加に対応

した制度利用の促進に取り組む。

実施に引き続き取り組む。

また、事業の財務状況等を的確に見極め債権管理

を確実に実施するための管理職員の育成を図るた

め、本部による人材育成支援を強化する。

(5) 徴収業務に係るシステム化と効率化の推進

滞納事業所全体の債権管理と初期対応から不納欠

損処理までの一連の事務処理について、更なる省力

化や効率化を追求するためのシステム化を引き続き

推進する。

(6) 口座振替の利用促進

口座振替を利用していない適用事業所については

口座振替による保険料納付の利用促進を引き続き図

るとともに、新規適用事業所については本部と年金

事務所が連携し、効率的・効果的な勧奨を実施する。

また、適用事業所の口座振替による保険料納付の

実施環境の整備に引き続き取り組む。

に合わせた研修の充実、実施に引き続き取り組む。

また、事業の財務状況等を的確に見極め債権管理

を確実に実施するための管理職員の育成を図るた

め、本部による人材育成支援を強化する。

(5) 徴収業務に係るシステム化と効率化の推進

滞納事業所全体の債権管理と初期対応から不納欠

損処理までの一連の事務処理について、更なる省力

化や効率化を追求するためのシステム化を引き続き

推進する。

(6) 口座振替の利用促進

口座振替を利用していない適用事業所については

口座振替による保険料納付の利用促進を引き続き図

るとともに、新規適用事業所については本部と年金

事務所が連携し、効率的・効果的な勧奨を実施する。

また、適用事業所の口座振替による保険料納付の

実施環境の整備に引き続き取り組む。
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５．年金給付

年金制度を実務として運用し、正確な年金給付を

実現するため、安定的な年金給付業務の執行体制を

確立するともに、正確な事務処理の徹底、ＩＣＴを

活用したシステム化の推進に取り組む。

また、お客様の安心感や信頼感を醸成し、お客様

の満足度を向上させるため、お客様視点に立ったよ

り分かりやすい周知・広報や各種勧奨に取り組むと

ともに、迅速な事務処理を推進する。

(1) 年金給付業務の執行体制の強化

老齢年金等の相談・請求件数の増加や、年金給付

業務のデジタル化の進展を踏まえ、正確性を維持し

つつ、安定的かつ効率的な事務処理を行うため、年

金事務所と年金センターで執行する体制の確立に向

けて取り組む。

また、年金給付業務に従事する職員の育成を行い、

質の高い事務処理体制を整備するとともに、市区町

村職員を対象とした研修を充実するなど、市区町村

との連携を図る。

５．年金給付

安定した給付を維持するとともに、各種施策を通

じて正確な事務処理を徹底する取組を行い、年金給

付の正確性の確保及びお客様サービスの向上を促進

する。

(1) 正確な年金給付の実現に向けた体制強化

老齢年金の相談・請求件数が増加する令和８年度

以降も安定した窓口体制・審査体制を維持するため、

年金事務所、事務センター及び中央年金センターの

組織体制・人員体制の整備を以下のとおり進める。

① 年金事務所におけるお客様相談室の体制整備

男性の特別支給の老齢厚生年金に係る支給開始

年齢の引上げ完了に伴い相談件数が増加する令和

８年度に備え、年金給付業務を支える専門人材（年

金給付専門職や年金相談職員等）の確保や相談

ブース増設等の対応を行う。

② 事務センターで行っている年金給付業務の集約

給付の正確性の確保及び責任体制の明確化の観

５．年金給付

安定した給付を維持するとともに、各種施策を通

じて正確な事務処理を徹底する取組を行い、年金給

付の正確性の確保及びお客様サービスの向上を促進

する。

(1) 正確な年金給付の実現に向けた体制強化

老齢年金の相談・請求件数が増加する令和８年度

以降も安定した窓口体制・審査体制を維持するため、

年金事務所、事務センター及び中央年金センターの

組織体制・人員体制の整備を以下のとおり進める。

① 年金事務所におけるお客様相談室の体制整備

・ 令和８年度は、男性の特別支給の老齢厚生年

金に係る支給開始年齢の引上げ完了に伴い老齢

年金の相談・請求件数が増加するため、相談窓

口の混雑状況や請求件数の推移を把握し、必要

に応じてひっ迫拠点の窓口体制・審査体制を強

化する。

・ 今後想定される年金請求件数の恒常的な増加

に備え、年金給付業務のデジタル化の進展を踏

まえた窓口体制・審査体制の在り方及び専門人

材（年金給付専門職や年金相談職員等）の役割

整理と中長期的な確保・育成策の検討を行う。

② 事務センターで行っている年金給付業務の見直

し

・ 事務センターに残る給付業務のうち、通知書
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点から、年金給付業務を年金事務所及び年金セン

ターで執行する体制の確立に向けて、事務セン

ターに残る給付業務（年金請求書等の入力業務等）

の事務処理の効率化や従事する職員の役割整理を

行い、業務及び人員体制の整理・縮小を図る。

③ 中央年金センターの安定的な事務処理体制の確

立

・ 老齢年金請求書等の電子申請について、令和

７年３月から加給年金が受け取れる方にも対象

を拡大すること等を踏まえ、安定的に処理する

ための体制を確立する。

・ 将来にわたり正確かつ安定的な事務処理体制

を維持・強化するため、中央年金センターの人員

配置・処理体制の見直しに向けた業務工程及び

処理期間の調査・分析を行うとともに、従事する

職員の役割整理等に着手する。

④ 年金給付業務に従事する職員の育成

再交付、年金生活者支援給付金の入力業務等の

業務工程の見直しを行い、業務効率化及び人員

体制の整理を図る。

・ 年金給付業務を年金事務所及び年金センター

で執行する体制を確立するため、事務センター

に残る給付業務（年金請求書等の入力業務等）

の廃止に向けて、内部事務のデジタル化等を踏

まえた業務の在り方の検討に着手する。

③ 中央年金センターの安定的な事務処理体制の確

立

・ 老齢年金請求書等の電子申請の増加に対応す

るため、電子申請件数の推移に応じて必要な事

務処理体制を整備し、遅滞なく処理する。

・ 事務センターで行っている死亡届の入力事務

について、事務処理の効率化を図り、令和８年

４月から中央年金センターへ集約する。併せて

集約後の事務を着実に実施する体制を構築す

る。

・ 将来にわたり正確かつ安定的な事務処理体制

を維持・強化するため、令和７年度中に実施し

た業務実態調査（業務工程、処理に要する期間、

従事する職種等の実態調査）の結果を踏まえ、

業務工程の見直し、職種の役割整理、外部委託

の活用拡大を検討・実施するとともに、人員配

置・組織体制の適正化を図る。

・ 安定的かつ効率的な事務処理体制を構築する

ため、現行の２拠点に分散している中央年金セ

ンターの拠点集約及び移転に向けて具体的な検

討に着手する。

④ 年金給付業務に従事する職員の育成
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・ 制度と実務に精通した職員の育成のため、各

拠点に対する上席年金給付専門職による実践型

研修及び巡回指導を継続して実施する。

・ 引き続き市区町村との連携を図るため、市区

町村職員向けの研修等を充実する。

⑤ 制度改正に伴う体制整備

公金受取口座登録法の改正に基づく年金の振込

口座の公金受取口座への登録に係る事業を円滑に

実施するため、以下の取組を行う。

・ 新規裁定者については、令和７年６月からの

年金請求時における公金受取口座の登録意思確

認事務を円滑に遂行するため、年金請求書の新

様式の導入及びシステム稼働を遅延なく実施

し、デジタル庁への情報提供を確実に実施する。

・ 既裁定者については、年金振込口座情報を公

金受取口座として登録する事業が予定されてい

ることから、システム開発を進めるとともに、

年金受給者への登録意思確認のための意向確認

書の作成・発送や照会対応、書類の受付等の一

連の事務処理体制の整備等の準備を進める。

・ 制度と実務に精通した職員及び高い専門性を

持った職員の育成のための研修を企画し、各拠

点に対する上席年金給付専門職による実践型研

修及び新任担当者向け育成プログラムを継続し

て実施する。

・ 引き続き市区町村との連携を図るため、市区

町村職員向けの研修等を充実する。

⑤ その他

ア 公金受取口座登録法の改正に基づく既裁定者

の年金振込口座の公金受取口座への登録の意向

確認事業を令和８年度に円滑に実施するため、

外部委託を含めた事務処理体制の整備、意向確

認書の作成・発送、不同意申出書等の受付・入力

処理、専用コールセンターにおける照会対応等

の業務を着実に実施する。

イ 戸籍等への氏名の振り仮名追加について、令

和８年５月までに振り仮名変更の届出がない場

合、市区町村長の職権により振り仮名が戸籍等

に記載（公証化）され、当該氏名情報が機構に連

携されるため、これに伴う年金振込への影響が

生じないよう、Ｊ－ＬＩＳをはじめとした関係

機関と連携し、システム面での対処や自治体・

年金受給者等への周知など適切な対応を行う。
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(2) 正確な給付の実現

① 正確な事務処理の徹底

年金給付の正確性の確保及び事務処理誤りの早

期発見のため、年金の決定内容の事後チェックを

着実に行う。

また、年金決定に必要な情報をお客様から正確

に入手し、その内容を確実に年金給付に反映させ

るため、業務処理マニュアル（相談、年金給付）の

整備及び周知・徹底を図る。

② 事務処理誤りの分析と対策

毎年、前年度に判明した事務処理誤りの内容を

点検・分析し、審査検証やシステムによるチェッ

ク機能の強化、マニュアルの整備など、再発防止

に必要な措置を講じるとともに、組織内の情報共

有を徹底する。

(2) 正確な年金給付の実現に向けた実務面の対応

① 年金決定時チェックの着実な実施

・ 年金給付の正確性を確保するため、年金決定

直後に中央年金センターで決定内容をチェック

し、事務処理誤りの予防・早期対応を図る。

・ 年金決定時チェックの結果を分析し、検証範

囲の拡大を検討するとともに、業務処理マニュ

アル（年金給付、年金相談）の整備やシステム

チェック機能の強化を図る。

② 事務処理誤りの総点検等への対応

・ 「年金給付に係る事務処理誤り等の総点検」

の対象者への事後対応を確実に実施する。

・ 事務処理誤りの主な原因の分析を踏まえ、手

作業処理のシステム化による事務処理の改善を

図る。

③ 共済組合との情報交換に係る事務の適正化

共済組合員期間を有する者の年金決定等につい

て、更なる給付事務の適正化や効率化等を図るた

め、実務者協議会を通じて共済組合と連携し、課

題の共有及び検討を行い、共済情報連携システム

等の改善を進める。

④ 年金等の外国送金にかかる見直し

国際決済ネットワークであるＳＷＩＦＴ（国際

銀行間金融通信協会）の外国送金に用いる通信電

文フォーマットの変更に伴い、事務処理の整備・

システム構築を行い、令和７年 11 月からの新

フォーマットによる送金事務を着実に行う。

(2) 正確な年金給付の実現に向けた実務面の対応

① 年金決定時チェックの着実な実施

・ 年金給付の正確性を確保するため、年金決定

直後に中央年金センターで決定内容をチェック

し、事務処理誤りの予防・早期対応を図る。

・ 年金決定時チェックの結果を分析し、検証範

囲の拡大を検討するとともに、業務処理マニュ

アル（年金給付、年金相談）の整備やシステム

チェック機能の強化を図る。

② 事務処理誤りの総点検等への対応

・ 「年金給付に係る事務処理誤り等の総点検」

の対象者への事後対応を確実に実施する。

・ 事務処理誤りの主な原因の分析を踏まえ、手

作業処理のシステム化等による事務処理の改善

を図る。

③ 共済組合との情報交換に係る事務の適正化

共済組合員期間を有する者の年金給付につい

て、更なる事務の適正化や効率化を図るため、実

務者協議会等を通じて共済組合と課題を検討し、

共済情報連携システムについて以下の開発を進め

る。

・ 年金決定に係る情報交換の適正化

・ 併給調整に係る整合性チェック機能の改善

④ 年金等の外国送金に係る見直し

国際決済ネットワークであるＳＷＩＦＴ（国際

銀行間金融通信協会）の外国送金用の通信電文

フォーマットの変更に対応するため、ＳＷＩＦＴ

コードが未設定の場合の事務運用の見直しやシス

テム改修を行い、新フォーマットへの完全切替時

期である令和８年 11 月からの送金事務を着実に
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(3) 障害年金業務の適正かつ安定的な運営

障害年金業務を適切に実施するため、認定医会議

における認定事例の共有等により認定業務の適正性

向上を図るとともに、システム化による事務処理の

効率化に取り組む。また、研修等の実施により、年

金事務所等における障害年金の相談体制の充実を図

る。

⑤ その他

・ 事務処理誤りによる過払い年金の返還請求に

係る事務処理について、受給者に対する丁寧な

説明・対応を行うとともに、訂正処理及び返納

勧奨の事務処理の各工程における進捗状況を毎

月把握・管理することにより、適正化及び迅速

化を図る。

・ 議員の在職老齢年金に関する届出の事務処理

の進捗状況の把握・管理を確実に実施する。

・ 後期高齢者医療のデータを活用した所在不明

調査等の年金不正受給対策の着実な実施及び年

金返納金の債権の適切な管理を行う。

(3) 障害年金業務の適正かつ安定的な運営

① 認定業務の適正性の向上

・ 医学的な総合判断を特に要する事例について

複数の認定医が関与する仕組みを着実に実施

し、認定業務の充実を図る。

・ 認定医に対し認定事例や認定基準の考え方な

どの情報を共有するために開催している認定医

会議について、これまでの開催実績等も踏まえ、

認定業務の一層の標準化のための工夫を図る。

実施する。

⑤ その他

・ 事務処理誤りによる過払い年金の返還請求に

係る事務処理について、受給者に対する丁寧な

説明・対応を行うとともに、訂正処理及び返納

勧奨の事務処理の各工程における進捗状況を毎

月把握・管理することにより、適正化及び迅速

化を図る。

・ 議員の在職老齢年金に関する届出の事務処理

の進捗状況の把握・管理を確実に実施する。

(3) 障害年金業務の適正かつ安定的な運営

① 認定業務の客観性・公平性の向上

・ 医学的な総合判断を特に要する事例及び全て

の不支給事案について複数の認定医が関与する

仕組みを着実に実施し、認定業務の客観性・公

平性の向上を図る。

・ 認定医に対し認定事例や認定基準の考え方な

どの情報を共有するために開催している認定医

会議について、オンラインによる開催の活用な

どにより開催頻度の見直しやより多くの認定医

が参加しやすい環境を整備することで、認定業

務の一層の標準化のための工夫を図る。

・ 複数の認定医が審査した事案について、その

意見が分かれた場合に付議することとなってい

る障害認定審査委員会に福祉職の外部委員の参

画を行い、付議された事例について認定医に共
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(4) 年金給付業務のシステム化の推進

正確かつ効率的な事務を実現するため、ＩＣＴを

活用し、お客様の申請手続や通知のオンライン化、

内部処理のデジタル化等を推進する。

② 障害年金業務の効率化

障害年金業務の効率化を図るため、障害年金業

務支援システムと年金給付システムを連携した諸

変更処理の自動化等のシステム開発を進める。

③ 年金事務所等の相談体制の充実

・ 年金相談窓口における障害年金の相談対応を

充実させるため、障害年金ヘルプデスクにおい

て、年金事務所及び市区町村からの照会に引き

続き適切に対応する。

・ また、障害年金ヘルプデスクへの照会事例を

取りまとめた事例集の更なる充実を図る。また、

具体的な傷病や認定事例等をテーマにしたより

実践的な内容の研修等を実施し、障害年金に係

る職員のスキル向上を図る。

(4) 年金給付業務のシステム化の推進

① 電子申請の利用促進

マイナポータル、「ねんきんネット」を活用した

簡易な電子申請の利用促進を図るため、以下の取

組を進める。

・ 令和７年３月に対象者を拡大した老齢年金請

求書等の簡易な電子申請について、お客様アン

有する取組を引き続き実施する。

・ 「令和６年度の障害年金の認定状況について

の調査報告書」を踏まえ対応した、事前確認票・

認定調書・理由付記文書の審査書類について、

丁寧な記載を引き続き実施する。

② 障害年金業務の効率化

・ 障害年金業務の効率化を図るため、令和９年

１月の稼働に向けて障害年金業務支援システム

と年金給付システムを連携した諸変更処理の自

動化等のシステム開発を進める。

・ 認定医の認定業務の効率化のため、電子機器

の導入について検討を進める。

③ 年金事務所等の相談体制の充実

・ 年金相談窓口における障害年金の相談対応を

充実させるため、障害年金ヘルプデスクにおい

て、年金事務所及び市区町村からの照会に引き

続き適切に対応する。

・ 障害年金ヘルプデスクへの照会事例を取りま

とめた事例集の更なる充実を図る。また、具体

的な傷病や認定事例等をテーマとするより実践

的な内容の研修等を実施し、障害年金に係る職

員のスキル向上を図る。

(4) 年金給付業務のシステム化の推進

① 電子申請の対象範囲拡大

老齢年金請求書の電子申請対象者の更なる拡大

に向けて、業務要件及びシステム要件の検討を進

める。

② 通知のオンライン化の推進

年金受給者に紙で送付している通知書につい
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(5) お客様サービスの向上

① 分かりやすい周知・広報等

年金制度及び手続に関し、様々な機会を捉えて、

より分かりやすい周知・広報を推進する。

また、お客様の視点に立って、分かりやすい通

知・案内を行う。

ケート等のニーズの把握・分析を踏まえ、ホー

ムページやリーフレット等の見直しを適宜行う

ことにより、お客様への効果的な周知・広報を

行う。

・ 扶養親族等申告書の簡易な電子申請につい

て、前年度におけるお客様の声等を踏まえた分

かりやすい周知・広報を行い、更なる利用者の

拡大を図る。

② 電子申請の対象範囲拡大

今後の年金請求書等の電子申請の対象範囲拡大

に向けた業務要件の検討を進める。

③ 通知のオンライン化の推進

年金受給者に紙で送付している通知書につい

て、電子送付の対象に追加するための業務要件の

検討を進める。

④ 内部事務のデジタル化の推進

電子申請で提出された老齢年金請求書等を正確

かつ効率的に処理するため、受付後の申請書の画

面審査・電子決裁機能を構築する。

(5) お客様サービスの向上

① 分かりやすい通知・案内の実施

・ 老齢、障害、遺族、未支給の各年金請求に係る

お客様手続の利便性向上を図るため、年金請求

書の記載事項の見直し及びレイアウトの見直し

て、電子送付の対象に追加するためのシステム開

発に向けた検討を進める。

③ 内部事務のデジタル化の推進

電子申請で提出された老齢年金請求書を正確か

つ効率的に処理するため、受付時のシステム

チェックの自動化及びチェック結果をもとに画面

上から審査・決裁を可能とするシステム開発を進

め、運用を開始する。

④ 電子申請の利用促進

・ 老齢年金請求書等の電子申請について、ねん

きんネットを活用したお客様アンケート等によ

るニーズの把握・分析等に基づくホームページ

やリーフレットの見直しにより、利用者の拡大

を図る。

・ 扶養親族等申告書の簡易な電子申請につい

て、これまでの提出状況を分析し、より効果的

な勧奨方法へ見直しを行う等により、更なる利

用者の拡大を図る。

(5) お客様サービスの向上

① 分かりやすい通知・案内の実施

・ 令和８年度に施行する年金制度改正の趣旨、

内容、手続について、機構ホームページ、各種広

報媒体、リーフレット等を活用し、周知広報を

実施するとともに、年金受給者等への個別周知

や届書案内を着実に実施する。
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② 年金給付の請求勧奨の取組

所定の年齢到達時に送付するお知らせや、年金

の未請求者等への請求勧奨について、取組を進め

る。

を行う。

・ 令和８年度に男性の特別支給の老齢厚生年金

にかかる支給開始年齢の引上げが完了すること

を踏まえた上で、65歳到達時の請求案内の記載

内容やリーフレットを見直す。

・ 国内外の年金受給者に年金制度の趣旨や手続

等を分かりやすく案内するため、機構ホーム

ページやリーフレットを見直すとともに、各種

広報媒体を活用した周知の充実を図る。

・ 年金受給者に送付する各種通知書やリーフ

レット等について、お客様目線に立ってより分

かりやすい内容となるよう「お客様向け文書モ

ニター会議」等を活用し、順次改善を図る。

・ お客様の多様なニーズに合わせた年金相談に

対応し、年金相談窓口における利便性向上を図

るため、年金相談マニュアルの記載内容につい

て更なる充実を図る。

② 年金給付の請求案内の充実

・ 60 歳、63 歳（女性※）、65歳及び 75歳到達時

に老齢年金の請求案内を行うとともに、未請求

の老齢年金のある 66 歳以降の方に対して繰下

げ見込額等を毎年誕生月の前月にお知らせし、

多様な年金受給方法の周知及び請求忘れの防止

を図る。

※特別支給の老齢厚生年金の受給権者を対象

・ 男性の特別支給の老齢厚生年金に係る支給開

始年齢の引上げ完了に伴い、振替加算勧奨の見

直し等に係るシステム開発を進める。

・ 男性の特別支給の老齢厚生年金に係る支給開

始年齢の引上げ完了を踏まえて見直しを行った

ターンアラウンド請求書やリーフレットの発送

事務及び周知・広報を着実に実施する。

・ 国内外の年金受給者に年金制度の趣旨や手続

等を分かりやすく案内するため、機構ホーム

ページやリーフレット及び各種通知書を見直

し、各種広報媒体による周知の充実を図る。

・ お客様の多様なニーズに合わせた年金相談に

対応し、窓口での年金相談の利便性向上を図る

ため、年金相談マニュアルの記載内容について

更なる充実を図る。

② 年金給付の請求案内の充実

・ 60 歳、63歳（女性※）、65歳及び 75歳到達時

に老齢年金の請求案内を行うとともに、未請求

の老齢年金のある 66 歳以降の方に対して繰下

げ見込額等を毎年誕生月の前月にお知らせし、

多様な年金受給方法の周知及び請求忘れの防止

を図る。

※特別支給の老齢厚生年金の受給権者を対象

・ 男性の特別支給の老齢厚生年金に係る支給開

始年齢の引上げ完了に伴う振替加算勧奨の見直

し等に係るシステムを確実に稼働させ、併せて

勧奨文書の発送事務を円滑に推進する。
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③ 迅速な支給決定

請求書を受け付けてから年金証書が届くまでの

所要日数の目標（サービススタンダード）の達成

に向け、正確かつ迅速な決定に努め、各サービス

スタンダードの達成率90％以上を確保するととも

に、更なるお客様サービス向上のための目標設定

について検討する。

＜サービススタンダード＞

・老齢年金：１ヶ月※

・遺族年金：１ヶ月※

・障害年金：３ヶ月

※加入状況の再確認を要する方は２ヶ月

(6) 年金生活者支援給付金制度の着実な運営

年金生活者支援給付金制度について、対象者への

周知、請求書の処理、給付金の支給等を着実に行う。

③ 迅速な支給決定（サービススタンダード）

・ 「サービススタンダード」の達成状況を適切

に把握し、各サービススタンダードの達成率

90％以上を維持するよう取り組む。

また、更なるお客様サービスの向上のため、

サービススタンダードで設定している所要日数

等の見直しを検討する。

＜サービススタンダード＞

・老齢年金：１ヶ月※

・遺族年金：１ヶ月※

・障害年金：３ヶ月

※加入状況の再確認を要する方は２ヶ月

(6) 年金生活者支援給付金制度の着実な運営

① 年金生活者支援給付金受給者の継続認定の実施

年金生活者支援給付金の受給者について、継続

して支給要件に該当するか要件判定を行い、正確

な支給を行う。

② 新規決定見込者への請求勧奨の実施

所得変更があった方などで新たに年金生活者支

援給付金が支給される見込みがある方（新規決定

見込者）について、要件判定後、速やかに請求勧奨

を行い、初回の 12 月定期支払いで支給できるよう

にする。また、請求勧奨の際には効果的な周知を

行う。

③ 迅速な支給決定（サービススタンダード）

老齢年金請求書の受付件数増加等に適切に対応

することにより、各サービススタンダードの達成

率 90％以上を維持するよう取り組む。

また、更なるお客様サービスの向上等の観点か

ら、サービススタンダードで設定している所要日

数等の見直しを検討する。

＜サービススタンダード＞

・老齢年金：１ヶ月※

・遺族年金：１ヶ月※

・障害年金：３ヶ月

※加入状況の再確認を要する場合は２ヶ月

(6) 年金生活者支援給付金制度の着実な運営

① 年金生活者支援給付金受給者の継続認定の実施

年金生活者支援給付金の受給者について、継続

して支給要件に該当するか要件判定を行い、正確

な支給を行う。

② 新規決定見込者への請求勧奨の実施

所得変更があった方などで新たに年金生活者支

援給付金が支給される見込みがある方（新規決定

見込者）について、要件判定後、速やかに請求勧奨

を行い、初回の 12 月定期支払いで支給できるよう

にする。また、請求勧奨の際には効果的な周知を

行う。
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６．年金記録の正確な管理と年金記録問題の再発防止

(1) 年金記録の確認等の対応

年金記録の正確な管理と年金記録の確認等のた

め、引き続き、以下の取組を行う。

① ねんきん定期便及び「ねんきんネット」等を活

用した年金記録の確認の呼びかけ

ねんきん定期便、「ねんきんネット」やその持

ち主不明記録検索機能等を活用し、年金記録に「も

れ」や「誤り」がないかの確認を呼びかける。

６．年金記録の正確な管理と年金記録問題の再発防止

(1) 年金記録の確認等の対応

年金記録の正確な管理と年金記録の確認等のた

め、以下の取組を行う。

① ねんきん定期便及び「ねんきんネット」等を活

用した年金記録の確認の呼びかけ

・ ねんきん定期便及び「ねんきんネット」でお

客様が加入状況を確認できる環境を引き続き提

供する。

・ 「ねんきんネット」の持ち主不明記録検索機

能でお客様（亡くなられたご家族の記録を含

む。）が未統合記録を検索できる環境を引き続き

提供するとともに周知を図る。

・ 「ねんきん特別便（名寄せ特別便）」等に未回

答の方について、最寄りの年金事務所等でご自

身の年金記録を確認するよう促すメッセージを

「ねんきん定期便」に記載する。

・ 「ねんきん特別便（名寄せ特別便）」等に未回

答の被保険者に対し、未統合記録の確認を呼び

かける通知を再度送付するとともに、引き続き

記録解明に向けた取組を検討する。

６．年金記録の正確な管理と年金記録問題の再発防止

(1) 年金記録の確認等の対応

年金記録の正確な管理と年金記録の確認等のた

め、以下の取組を行う。

① ねんきん定期便及び「ねんきんネット」等を活

用した年金記録の確認の呼びかけ

・ ねんきん定期便及び「ねんきんネット」でお

客様が加入状況を確認できる環境を引き続き提

供する。

・ 「ねんきんネット」の持ち主不明記録検索機

能でお客様が未統合記録（亡くなられたご家族

の記録を含む。）を検索できる環境を引き続き提

供するとともに更なる普及啓発に向けてリーフ

レット等で周知を図る。

・ ねんきん定期便や年金請求書（事前送付用）、

統合通知書（年金額改定通知書と振込通知書が

一体となった通知書をいう。以下同じ。）等に年

金記録の「もれ」や「誤り」が気になる方につい

て、相談を促す文章を記載する。

・ 年金請求書（事前送付用）に、本人の記録確認

に併せてご家族（亡くなられた方も含む。）の記

録確認も促す文章を記載する。

・ 「ねんきん特別便（名寄せ特別便）」等に未回

答の方について、最寄りの年金事務所等でご自

身の年金記録を確認するよう促すメッセージを

「ねんきん定期便」に記載する。

・ 「ねんきん特別便（名寄せ特別便）」等に未回

答の被保険者に対し、未統合記録の確認を呼び

かける通知を再度送付するとともに、引き続き

記録解明に向けた取組を検討する。
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② お客様からの年金記録に関する申出への対応

ねんきん定期便等による加入状況の確認や、年

金請求時の相談等を契機としたお客様からの年金

記録に関する申出等について、必要な調査などの

対応を適切に行う。

③ 年金請求時における対応

年金請求時の記録確認について、引き続き徹底

を図る。

(2) 年金記録の正確な管理等の実施

業務の効率化やお客様の利便性の向上を図り、年

金記録を正確に管理するため、以下の取組を行う。

① マイナンバーを利用した適正な記録管理

基礎年金番号とマイナンバーの紐付けを行い、

年金記録の適正な管理を行う。

このため、新規の資格取得届時において、基礎

年金番号とマイナンバーの確認を確実に実施す

る。

被保険者及び年金受給者については、市区町村、

事業主、被保険者又は年金受給者に対して照会し、

② お客様からの年金記録に関する申出への対応

お客様からの年金記録に関する申出等につい

て、チェックシートにより「もれ」や「誤り」がな

いかどうかの確認を引き続き徹底する。

また、以下の機会を通じて確認の呼びかけを行

う。

・ ねんきん定期便や年金請求書（事前送付用）、

統合通知書等を活用した注意喚起を行い、併せ

て年金記録の「もれ」や「誤り」が気になる方に

来所等による確認を呼びかける。

・ 年金請求書（事前送付用）に、本人の記録確認

に併せてご家族（亡くなられた方も含む。）の記

録確認も促す文章を記載し、確認を呼びかける。

③ 年金請求時における対応

お客様が年金請求手続に来所される場合は、

チェックシートにより年金加入記録に「もれ」や

「誤り」がないかどうかの確認を引き続き徹底す

る。

(2) 年金記録の正確な管理等の実施

業務の効率化やお客様の利便性の向上を図り、年

金記録を正確に管理するため、以下の取組を行う。

① マイナンバーを利用した適正な記録管理

基礎年金番号とマイナンバーの紐付けを行い、

年金記録の適正な管理を行うため、次のとおり取

り組む。

・ 新規の資格取得届が提出された際に基礎年金

番号、マイナンバーのいずれも届出がない場合

は、返戻を徹底し、届出がないことに正当な理

由がある場合は、住民票の写しの添付を求め、

② お客様からの年金記録に関する申出への対応

お客様からの年金記録に関する申出等につい

て、チェックシートにより「もれ」や「誤り」がな

いかどうかの確認を引き続き徹底する。

③ 年金請求時における対応

お客様が年金請求手続に来所される場合は、

チェックシートにより年金加入記録に「もれ」や

「誤り」がないかどうかの確認を引き続き徹底す

る。

(2) 年金記録の正確な管理等の実施

業務の効率化やお客様の利便性の向上を図り、年

金記録を正確に管理するため、以下の取組を行う。

① マイナンバーを利用した適正な記録管理

基礎年金番号とマイナンバーの紐付けを行い、

年金記録の適正な管理を行うため、次のとおり取

り組む。

・ 新規の資格取得届が提出された際に基礎年金

番号、マイナンバーのいずれも届出がない場合

は、返戻を徹底し、届出がないことに正当な理

由がある場合は、住民票の写しの添付を求め、
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基礎年金番号とマイナンバーの紐付けの徹底を図

る。受給待機者等については、年金請求時等あら

ゆる機会を通じ、紐付けの徹底を図る。

② 情報提供とお客様による確認

ねんきん定期便及び「ねんきんネット」を通じ

て、加入制度、加入期間、標準報酬等の情報をお

客様に情報提供し、お客様ご自身による年金記録

の確認を促進する。

③ 届書の電子化

機構側での入力誤りを防止するため、市区町村

や事業所からの届書について、電子申請による届

出を一層促進するための取組を推進し、効率的で

正確性の高い事務処理を推進する。

④ 厚生年金基金への情報提供

厚生年金基金（以下「基金」という。）の記録と

マイナンバーを確実に確認する。

・ 被保険者については、引き続き、被保険者種

別に応じて、市区町村、事業主又は被保険者に

対して照会する取組を進めるなど、基礎年金番

号とマイナンバーの紐付けの徹底を図る。

・ 年金受給者については、基礎年金番号とマイ

ナンバーが紐付いていない場合は現況届により

マイナンバー又は住民票の住所の提出を求めて

いるところであり、基礎年金番号とマイナン

バーの紐付けの徹底を図る。

・ 受給待機者等については、引き続き、基礎年

金番号とマイナンバーを紐付けるために、必要

な個人番号等登録届の提出勧奨を実施するとと

もに、年金請求時等あらゆる機会を通じ、紐付

けの徹底を図る。

② 情報提供とお客様による確認

加入者に対してねんきん定期便を送付し、ご自

身による年金記録の確認を促進する。

また、統合通知書やねんきん定期便等の個人向

け文書に「ねんきんネット」の案内を掲載するな

ど、「ねんきんネット」の利用を促進するための施

策を実施する。（Ⅱ－４(1)①イ参照）

③ 届書の電子化

機構側での入力誤りを防止するため、市区町村

や事業所からの届書について、電子申請による届

出を一層促進するための取組を推進し、効率的で

正確性の高い事務処理を推進する。（Ⅱ－４（1）

①アⅰ参照）

④ 厚生年金基金への情報提供

厚生年金基金（以下「基金」という。）の記録と

マイナンバーを確実に確認する。

・ 被保険者については、引き続き、被保険者種

別に応じて、市区町村、事業主又は被保険者に

対して照会する取組を進めるなど、基礎年金番

号とマイナンバーの紐付けの徹底を図る。

・ 年金受給者については、基礎年金番号とマイ

ナンバーが紐付いていない場合は現況届により

マイナンバー又は住民票の住所の提出を求めて

いるところであり、基礎年金番号とマイナン

バーの紐付けの徹底を図る。

・ 受給待機者等については、引き続き、基礎年

金番号とマイナンバーを紐付けるために、必要

な個人番号等登録届の提出勧奨を実施するとと

もに、年金請求時等あらゆる機会を通じ、紐付

けの徹底を図る。

② 情報提供とお客様による確認

加入者に対してねんきん定期便を送付し、ご自

身による年金記録の確認を促進する。

また、統合通知書やねんきん定期便等の個人向

け文書に「ねんきんネット」の案内を掲載するな

ど、「ねんきんネット」の利用を促進するための施

策を実施する。（Ⅱ－４(1)①イ参照）

③ 届書の電子化

機構側での入力誤りを防止するため、市区町村

や事業所からの届書について、電子申請による届

出を一層促進するための取組を推進し、効率的で

正確性の高い事務処理を推進する。（Ⅱ－４(1)①

アⅰ参照）

④ 厚生年金基金への情報提供

厚生年金基金（以下「基金」という。）の記録と
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国の記録の不一致を防止するため、国が保有する

基金加入員の記録に係る情報を、定期的に基金に

提供する。

国の記録の不一致を防止するため、国が保有する

基金加入員の記録に係る情報を、定期的に基金に

提供する。

国の記録の不一致を防止するため、国が保有する

基金加入員の記録に係る情報を、定期的に基金に

提供する。
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７．年金相談

各種相談チャネルを全体的かつ体系的に捉え、そ

れぞれの役割を明確化し、お客様の様々なニーズに

応えるための総合的な相談・サービス体制の構築に

ついて、今後の社会経済状況の様々な変化に対応し

つつ、以下の取組を行う。

(1) 年金事務所での相談

① 窓口体制の充実を図るため、正規職員、年金相

談職員等を中心とした安定的な相談窓口体制を確

立する。

② 正確な年金給付のために、年金相談窓口担当者

に対する研修を継続し、事務処理誤り防止及び年

金相談の品質向上を図る。

７．年金相談

(1) 年金事務所での相談

お客様の立場に立ち、効率的で正確な年金相談

サービスを安定的に提供し、正確な給付を維持する

ため、以下の取組を行う。

① 年金相談窓口体制の整備

年金相談窓口の体制については、引き続き正規

雇用職員等（正規雇用職員、年金相談職員（無期

転換職員）及び社会保険労務士）により構成し、

安定的な相談窓口体制を確保する。

② 年金相談の品質の向上

正確な年金給付のために以下の取組を行い、引

き続き拠点における事務処理誤り防止及び相談品

質の向上を図る。

ア 予約相談における事前準備の徹底

７．年金相談

(1) 年金事務所での相談

お客様の立場に立って、効率的で正確かつ迅速な

年金相談サービスの提供を図るため、以下の取組を

行う。

① 年金相談窓口体制の整備

ア 令和８年度は、老齢年金の請求件数の増加に

伴い、相談ニーズが大きくなると想定される。

こうした状況を踏まえ、安定的な相談窓口体制

の確立のため、増加する年金相談に必要な相談

ブース数（令和７年度比＋49）と正規雇用職員

等（正規雇用職員、年金相談職員（無期転換職

員）及び社会保険労務士）の人員を確保する。

イ 年金事務所職員が窓口相談や審査業務等に専

念できる環境を整備するため、年金制度や手続

等に関する一般的な照会事項を、可能な限り

コールセンターに誘導する。そのため、年金事

務所への入電時における自動音声案内に、お客

様からの照会が多い内容を追加する。

② 年金相談の品質の向上

正確な年金給付のために、年金相談職員向け研

修を企画し、上席年金給付専門職による実践型の

研修、新任担当者向け育成プログラムを行い、事

務処理誤り防止及び相談品質の向上を図る。（Ⅰ－
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③ 来所相談について、予約率 90％以上及び待ち時

間 30分未満を維持するために、引き続きサービス

の向上に努める。

イ 本部による年金給付の研修の実施（Ⅰ－５(1)

参照）

ウ 上席年金給付専門職による実践型研修及び拠

点巡回指導の実施（Ⅰ－５(1)参照）

エ 拠点への年金給付専門職の配置による体制整

備（Ⅲ－４(1)参照）

③ 予約の取りやすい環境整備と待ち時間対策

年金相談の予約率 90％以上を維持するととも

に、予約の取りやすい環境を整備する。また、予

約のないお客様については、平均待ち時間 30分未

満を維持する。

ア インターネットから年金相談予約を受け付け

るサービス（ネット予約）について、入力項目

省略等の機能追加の周知広報を行い、引き続き

利用者拡大を図る。

イ 予約相談を活用し、事前に相談内容に応じた

相談体制を組むことで効率化を図り、予約のな

いお客様もお待たせせずに対応する。

ウ 定期的に予約状況を分析し、予約の取りづら

い拠点については常設相談ブースを増設するな

ど、予約の取りやすい環境を整備する。

なお、男性の特別支給の老齢厚生年金に係る

支給開始年齢の引上げ完了に伴い老齢年金の請

求件数が増加する令和８年度に備え、必要な常

設相談ブース数を確保し、安定的な相談窓口体

制を維持する。

５(1)参照）

③ 予約の取りやすい環境整備と待ち時間対策

年金相談の予約率 90％以上を維持するととも

に、予約の取りやすい環境を整備するため、以下

の取組を行う。また、予約のないお客様について

は、平均待ち時間 30 分未満を維持する。

ア インターネットから年金相談予約を受け付

けるサービス（ネット予約）の利用を促進する

ため、簡易な入力ができるマイナポータル経由

での予約方法を周知する（ＴＡ請求書等や市区

町村・年金委員に配布するポスターやリーフ

レット等に掲載）。

イ 予約相談に対応する際は、事前に把握した相

談内容に応じた事前準備をした上で対応する

こととし、１件当たりの相談時間の効率化を図

り、予約のないお客様にも対応できる時間を確

保する。

ウ 予約を取りやすい環境を整備するため、本部

は、定期的に予約状況を確認・分析し、予約の

取りづらい拠点に対し、予約枠拡大等の具体策

を指示する。

エ 年金事務所に来なくてもオンライン年金相談

や申請手続ができる環境整備を進めるため、オ

ンライン年金相談の拡大や電子申請手続の利用

率向上などの推進に取り組む。
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④ 予約相談について、予約状況の分析を行い、予

約の取りやすい環境を整備する。

⑤ お客様や地域のニーズを踏まえ、社会保険労務

士や市区町村と連携・協力の上、遠隔地における

相談環境を整備する。

(2) 年金相談センターでの相談

① 年金相談センターの運営について、全国社会保

険労務士会連合会に外部委託するとともに、お客

様の利便性向上と、より効果的で質の高い相談

サービスの提供を実現するため、全国社会保険労

務士会連合会との連携強化を図る。

② 利用状況を踏まえた年金相談センター（オフィ

ス）の適正配置等の検討を行う。

(3) コールセンターでの相談

① コールセンターについては、機構全体の応答率

向上に寄与するよう、運営体制を見直すとともに、

お客様のニーズに応えられる安定的な体制を維

持・整備しつつ、更なるサービス品質の向上を図

る。

② コールセンター全体の応答率は70％以上を維持

しつつ、各ダイヤル別でも原則として 70％以上の

応答率を確保できるよう、応答状況の管理を適切

④ その他のチャネル

ア 遠隔地等の相談対応について、引き続きテレ

ビ電話相談のサービスを提供しつつ、令和７年

１月に試行実施を開始した、ねんきんネット上

で文書相談の受付・回答を実施するサービスの

本格実施に向けた検討を進める。

イ 年金事務所に電話がつながりにくい状況を改

善するため、年金制度の仕組み等の一般的な電

話相談について、できる限りコールセンターで

受電する体制を整える。

(2) 年金相談センターでの相談

① お客様の利便性の向上及び質の高い相談サービ

スの提供のため、全国社会保険労務士会連合会と

の連携強化を図る。

② 男性の特別支給の老齢厚生年金に係る支給開始

年齢の引上げ完了に伴い老齢年金の請求件数が増

加する令和８年度に備え、安定的な相談窓口体制

を維持するため、年金相談センター（オフィス）

の整備や適正な配置を進める。

(3) コールセンターでの相談

令和６年度の実績を踏まえ、次の施策を実施し、

全ダイヤル合計及び各ダイヤル別でも原則として応

答率 70％以上を確保するとともに、更なるサービス

品質の向上を図る。

① コールセンター業務の効率化施策

ア お客様のニーズに応えるため、相談目的別・

内容別のコールセンター体制を維持・整備する

ことに加え、コールセンター間の協力連携体制

(2) 年金相談センターでの相談

① お客様の利便性の向上及び相談サービスの更な

る品質改善に向け、全国社会保険労務士会連合会

との連携強化を図る。

② 令和 10 年度以降の相談需要、周辺年金事務所の

予約待ち状況及び各センターの利用状況を踏ま

え、年金相談センター（オフィス）の移転や増床

も含め、委託ブース数等の適正な配置を検討する。

(3) コールセンターでの相談

令和７年度の実績を踏まえ、全ダイヤル合計及び

各ダイヤル別において原則として応答率70％以上を

確保するとともに、更なるサービス品質の向上を図

るため、以下の取組を行う。

① コールセンター業務の効率化施策

ア お客様のニーズに応えるため、相談目的別・

内容別に複数のダイヤルで対応する体制を維持

するとともに、複数社に委託しているコールセ
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に行う。

コールセンターの電話機器類の次期更改（令和

７年 10 月）に合わせ、機構全体の受電体制を踏ま

え、効果的な機能改善及び機能追加を行う。

を密にすることで、機動的かつ効率的な運営を

維持する。

また、各種通知書等の発送が集中する期間に

おいても、お客様へ十分な説明が行えるよう、

コールセンター体制を整備する。

イ コールセンターの管理手順書や事業実績評価

を意識した適切な委託業者管理により、各コー

ルセンターのＳＬＡ（サービスレベルアグリー

メント）数値の向上を図る。

ウ 令和７年 10 月のコールセンターの電話機器

類更改において、通話内容をリアルタイムでテ

キスト化する機能を追加することで、相談事跡

を作成する作業を簡略化し、業務の効率化を図

る。

② 入電数の削減及び平準化

ア コールセンターへの照会内容を分析・整理し、

ホームページの年金Ｑ＆Ａやチャットボットへ

反映させることで掲載内容の改善を図る。

イ 引き続き、各種送付物の発送時期の見直しや

発送の分散化、同封チラシの記載内容の見直し

等により、入電数の平準化を図る。

ンター間の機動的・効率的な対応体制を維持す

る。

また、各種通知書等の発送が集中する期間は、

コールセンターのオペレーターを増席するなど

受電体制を強化する。

イ 各コールセンターのＳＬＡ（サービスレベル

アグリーメント）の向上を図るため、コールセ

ンターの管理手順書や事業実績評価を意識した

適切な委託業者管理を行う。

ウ 通話内容をリアルタイムでテキスト化する機

能（令和７年 10月導入）を活用し、相談事跡を

作成する作業時間を短縮する。

エ 通知書等の再交付や用紙送付については、自

動音声案内による「ねんきん自動音声送付受付

サービス」（令和７年 10 月導入）の利用を促進

するため、周知・広報を強化する（各種通知書

等の発送が集中する時期に応じた適時のＳＮＳ

の活用）。

オ 通話内容をリアルタイムでテキスト化する機

能等、業務の効率化の進展を踏まえ、今後のコー

ルセンターの役割・運営体制等について検討を

する。

② 入電数の削減及び平準化

ア コールセンターへの入電数の削減を図るた

め、照会内容を分析・整理し、ホームページの

年金Ｑ＆Ａやチャットボットの掲載内容を改善

する。

イ コールセンターへの入電数の平準化を図るた

め、各種送付物の発送時期を見直すほか、発送

時期を分散し、同封チラシの記載内容を見直す。
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ウ 令和７年 10 月のコールセンターの電話機器

類更改において、自動音声案内による通知書等

の再交付自動受付サービスを導入し、お客様の

利便性向上とオペレーターへの入電数の削減を

図る。

③ 応答品質の向上施策

ア 相談内容やお客様の声の分析を行い、共有す

べき事例について、オペレーター向けＱ＆Ａ等

の充実を図るとともに、令和７年 10月に追加す

る通話内容のテキスト化機能を活用したモニタ

リング等を実施し、応答品質の向上を図る。

イ お客様満足度調査を実施し、結果のフィード

バックを行うことで、評価が低い項目について

改善を図る。

④ マルチランゲージサービス

外国人の増加傾向を踏まえ、引き続き、年金事

務所、コールセンター及び市区町村において、11

か国語による通訳サービスの提供を行う。

また、令和６年度の利用状況や年金事務所等か

らの意見・要望を踏まえ、必要に応じ、利用時間

の拡大や対応言語数等の見直しについて検討を行

う。

③ 応答品質の向上施策

ア 応答品質の向上・標準化を図るため、相談内

容やお客様の声の分析を行い、共有すべき事例

について、オペレーター向けＱ＆Ａ等の充実を

図るとともに、通話内容をテキスト化する機能

を活用したモニタリングを実施する。

イ お客様満足度調査を実施し、結果のフィード

バックを行うことで、評価が低い項目について

改善を図る。

④ マルチランゲージサービス

外国人の増加傾向を踏まえ、引き続き、年金事

務所、コールセンター及び市区町村において、11

か国語による通訳サービスの提供を行う。

また、外国人に向けて効果的な周知・広報を行

うため、ＳＮＳ（Ｘや Facebook）で継続的に発信

するとともに、新たに外国人向けサービスの概要

を示した動画やリーフレットの作成を進める。

(4) オンラインでの相談

今後の年金請求件数の増加やチャネル戦略を踏ま

えて、お客様の年金相談に係る利便性向上や機構の

相談業務の効率化を図るため、以下のオンライン相

談環境の拡充に取り組む。

① ビデオ通話によるオンライン年金相談

離島３島（佐渡・壱岐・五島）向けのＷｅｂ会議
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サービスを利用したオンライン年金相談（令和８

年２月開始）について、運用課題の整理等を進め

る。

また、上記の課題を踏まえ、他の市区町村役場

においてもオンライン年金相談ができるよう、対

象拡大を進める。

さらに、将来的に来訪せずにオンライン年金相

談が可能となるよう、具体化に向けた検討を進め

る。

② 文書によるオンライン年金相談

海外在住者や障害者を対象に試行実施している

「文書によるオンライン年金相談」について、試

行実施対象に離島在住者を追加し、更なる課題検

証・本格実施に向けた検討を進める。
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８．分かりやすい情報提供及びサービス改善の促進

(1) 分かりやすい情報提供の推進

複雑な年金制度について、分かりやすく効果的な

情報提供を行い、公的年金事業に関するお客様の理

解と信頼を確保するため、以下の取組を行う。

① 分かりやすいお客様向け文書の作成

お客様向けに作成する文書について、お客様目

線で見てより分かりやすい文書、有意義な情報提

供となるよう改善に取り組む。

② ホームページの活用

お客様が求める情報の正確な提供と、その目線

に立ったより分かりやすく利用しやすいホーム

ページの実現に向け、継続した改善を図る。

８．分かりやすい情報提供及びサービス改善の促進

(1) 分かりやすい情報提供の推進

① 分かりやすいお客様向け文書の作成

お客様向け文書の作成については、お客様目線

で見てより分かりやすい文書とするため、職員で

構成する「文書審査チーム」、一般のモニターと文

書デザイナーが参画する「お客様向け文書モニ

ター会議」に加え、若い世代を含むお客様で構成

する「アンケートモニター」を活用し、お客様向

け文書の作成及び改善に幅広く意見や指摘を反映

させる。

② ホームページの活用

お客様が求める情報の正確な提供と、その目線

に立ったより分かりやすく利用しやすいホーム

ページの実現のため、厚生労働省とも連携しつつ、

次のような改善・充実に取り組む。

ア 情報提供機能

・ 各種通知書等への二次元コードの付与を通

じて、お客様への充実した情報提供とホーム

８．分かりやすい情報提供及びサービス改善の促進

(1) 分かりやすい情報提供の推進

① 分かりやすいお客様向け文書の作成

お客様向け文書の作成については、お客様目線

で見てより分かりやすい文書とするため、職員で

構成する「文書改善チーム」、一般のモニターと文

書デザイナーが参画する「お客様向け文書モニ

ター会議」に加え、若い世代を含むお客様で構成

する「アンケートモニター」を活用し、お客様向

け文書の作成及び改善に幅広く意見や指摘を反映

させる。

また、高齢者、障害者及び外国人など、多様な

お客様にとってより分かりやすい文書とするた

め、「やさしい日本語」や「ピクトグラム」を活用

して改善を図る。

② ホームページの活用

お客様が求める情報をその目線に立ってより分

かりやすく正確に提供するため、機構ホームペー

ジの内容の充実を図るとともに、機構公式ＳＮＳ、

動画、リーフレット等の幅広い媒体を活用した情

報発信に取り組む。

ア 情報提供機能

・ 機構公式ＳＮＳを活用した積極的な情報発

信を充実、強化するとともに、幅広い層に利用

されるよう取組を行う。

・ 各種通知書等への二次元コードの付与を通

じて、お客様への充実した情報提供とホーム
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ページへの誘導促進を実現する。

・ トップページへの画像設置（キービジュア

ル（※））を通じて、時宜に応じお客様にお伝

えしたい情報へと誘導する。

※シンボルマークやキャッチコピーなどを組み合わ

せて作るイメージ画像のこと。

・ Ｘ（旧 Twitter）に加え、新たなＳＮＳの活

用に取り組むことで、より幅広い層に向けた

積極的な情報発信を推進する。

イ 情報照会機能

・ より効果的にお客様の疑問を解決できるよ

う、Ｑ＆Ａの改善と動画の掲載を引き続き推

進する。

・ 障害のある方や高齢者に加え、外国人にも

分かりやすく利用しやすいホームページを目

指し、継続した改善を図る。

・ お客様がそれぞれの利用目的に応じて、必

要な情報に辿り着きやすいホームページを実

現するため、そのデザイン及び情報構成の見

直しを行う。

ウ チャットボット機能

お客様の利便性の向上を図るため、お客様等

からの意見・要望やアクセス状況等を分析し、

継続的な見直しを行うとともに、コンテンツの

充実、案内機能の強化及び多言語化への対応等

ページへの誘導促進を実現する。

・ 制度改正等積極的に周知する必要がある事

項について、トップページへの画像設置（キー

ビジュアル）やインターネット広告等を通じ

て、適時にお客様にお伝えしたい情報へと誘

導する。

イ 情報照会機能

・ お客様の疑問の解決に資するよう、動画に

よる情報提供の推進を継続するとともに、動

画の規格や掲載方法の整備・改善を進め、品質

の向上や運用の効率化を図る。

・ アクセス解析ツールを導入し、Ｑ＆Ａをは

じめとした各種ページを精緻に分析すること

で、より分かりやすく、利用しやすいホーム

ページとなるよう恒常的な改善に努める。

・ 障害のある方や高齢者に加え、外国人にも

分かりやすく利用しやすいホームページを目

指し、継続した改善を図る。

ウ チャットボット機能

より多くのお客様にねんきんチャットボット

を利用していただけるよう、年金制度や手続の

Ｑ＆Ａを拡充し全体構成の見直しを行うととも

に、外国人向けに多言語翻訳機能を追加するな
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③ お客様からの意見の収集や施策の反映等

・ 各年金事務所の「ご意見箱」やホームページ

上の日本年金機構へのご意見・ご要望のコー

ナー及び「お客様満足度アンケート」などから

「お客様の声」を収集して課題の把握・分析を

行い、更なるサービス改善・業務改善につなげ

る。

・ 機構法第 28 条等に基づき設置され、被保険

者、事業主及び年金給付の受給権者等の関係者

から成る運営評議会を定期的に開催し、そこで

出された意見等を的確に業務運営に反映するこ

とにより、お客様本位の業務運営の実現を目指

す。

④ 改善状況の評価

サービス改善・業務改善の状況について、評価・

進捗管理を行い、継続的なサービス水準の向上に

取り組む。

⑤ ねんきん定期便等の各種通知書等による情報提

供

ア ねんきん定期便

ねんきん定期便送付の機会を活用して、年金

関係の各種情報提供を行うとともに、ねんきん

定期便の電子化を推進する。

の機能改善を検討する。

③ お客様からの意見の収集や施策の反映等

・ 各年金事務所の「ご意見箱」、ホームページや

手紙による「日本年金機構へのご意見・ご要望」

などから「お客様の声」を日々収集し、それら

を「お客様対応業務システム」を活用して管理・

分析するとともに、「お客様満足度アンケート」

の自由記載の内容から必要な改善策を検討し、

実施する。

・ 運営評議会を、引き続き定期的に開催し、そ

こで出された被保険者等の意見を的確に業務運

営に反映する。

④ 改善状況の評価

サービス改善・業務改善の状況については、

「サービス・業務改善委員会」において、業務適

正化の趣旨を含めた評価及び進捗管理を行い、

サービス水準の向上を図る。

⑤ ねんきん定期便等の各種通知書等による情報提

供

ア ねんきん定期便

・ ねんきん定期便の紙面を活用し、図やグラ

フを用いた分かりやすい情報提供を行う。

どの機能改善を行う。また、お客様へより的確

な回答を行えるよう生成ＡＩ等を活用したサー

ビスの検討を行う。

③ お客様からの意見の収集や施策の反映等

・ 各年金事務所の「ご意見箱」、ホームページや

手紙による「日本年金機構へのご意見・ご要望」

及び「お客様満足度アンケート」などからお客

様の声を日々収集し管理・分析するとともに、

お客様の声を踏まえた改善策を検討し、実施す

る。また、お客様の声を広く収集するための方

法について見直しを図る。

・ 運営評議会を、引き続き定期的に開催し、そ

こで出された被保険者等の意見を的確に業務運

営に反映する。

④ 改善状況の評価

サービス改善・業務改善の状況については、

「サービス・業務改善委員会」において、評価及

び進捗管理を行い、サービス水準の向上を図る。

⑤ ねんきん定期便等の各種通知書等による情報提

供

ア ねんきん定期便

・ ねんきん定期便の紙面を活用し、図やグラ

フを用いた分かりやすい情報提供を行う。

・ ねんきん定期便に、機構ホームページにお

ける関連情報の掲載先へ容易に遷移できるよ

う、二次元コードを付与する。
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イ その他の通知書等

お客様へ送付する各種通知書等について、限

られた紙面における工夫と機構ホームページ等

への適切な誘導を通じた効果的な情報提供を行

うとともに、目の不自由なお客様への情報提供

の充実を図る。

(2) 公的年金制度に対する理解の促進

年金制度に対する正しい知識と理解を深め、制度

加入や保険料納付に結び付けるため、地域、企業、

教育等の様々な場において年金制度の普及・啓発活

動を行う「地域年金展開事業」を推進する。また、政

府広報を積極的に活用するとともに、機構ホーム

ページ等による情報提供活動を強化し、制度理解の

促進を図る。

① 地域における普及・啓発活動

・ ねんきん定期便送付の機会を活用して、電

子版ねんきん定期便への切替周知を行うなど

電子化を推進する。

・ ねんきん定期便の「お客様へのお知らせ」

欄を使用して未解明記録の解明に向けた呼び

かけ等、お客様の状況に応じたお知らせや勧

奨等を行う。

・ 視覚障害のあるお客様に送付するねんきん

定期便について、点字等を活用した情報提供

を行う。

イ その他の通知書等

・ お客様へ送付する各種通知書等について、

機構ホームページにおける関連情報の掲載先

へ容易に遷移できるよう、二次元コードの付

与を進める。

・ 視覚障害のあるお客様に送付する各種通知

書等について、点字等を活用した情報提供を

行う。

(2) 公的年金制度に対する理解の促進

年金制度に対する正しい知識と理解を深め、制度

加入や保険料納付に結び付けるため、地域、企業、

教育等の様々な場において、年金制度の普及・啓発

活動を行う「地域年金展開事業」を推進する。

なお、実施に当たっては、全国共通の情報と地域

の実情に応じた情報を組み合わせ、より充実した活

動を促進する。

また、広報については、機構ホームページ等を活

用した情報提供を積極的に行う。

① 年金セミナー、年金制度説明会等の充実

・ 視覚障害のあるお客様に送付するねんきん

定期便について、点字等を活用した情報提供

を行う。

・ ねんきん定期便の「お客様へのお知らせ」

欄を使用して未解明記録の解明に向けた呼び

かけ等、お客様の状況に応じたお知らせや勧

奨等を行う。

・ ねんきん定期便送付の機会を活用して、電

子版ねんきん定期便への切替周知を行うなど

電子化を推進する。

イ その他の通知書等

・ お客様へ送付する各種通知書等について、

機構ホームページにおける関連情報の掲載先

へ容易に遷移できるよう、二次元コードの付

与を進める。

・ 視覚障害のあるお客様に送付する各種通知

書等について、点字等を活用した情報提供を

行う。

(2) 公的年金制度に対する理解の促進

年金制度に対する正しい知識と理解を深め、制度

加入や保険料納付に結び付けるため、地域、企業、

教育等の様々な場において、年金制度の普及・啓発

活動を行う「地域年金展開事業」を推進する。

なお、実施に当たっては、全国共通の情報と地域

の実情に応じた情報を組み合わせ、より充実した活

動を促進する。

また、広報については、機構ホームページ等を活

用した情報提供を積極的に行う。

① 年金セミナー、年金制度説明会等の充実
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地域、企業、教育等の様々な場において、地域

に根ざした普及・啓発活動を推進し、公的年金制

度の内容やメリット、各種手続について、正しく

分かりやすい情報提供活動を行う。そのために必

要となる取組を常時検討し、新規に実施又は見直

しを図る。

ア 年金セミナー、年金制度説明会の充実

実施対象の拡大や若手職員を中心とした講師

の育成強化、受講者に応じた教材を整備し、年

金セミナー等の更なる質の向上を図る。

イ 年金委員活動の活性化

公的年金制度の普及・啓発活動を充実させる

ため、職場や地域において機構の事業をより浸

透させることを目的として、年金委員への情報

提供の充実など活動支援体制を強化するととも

に、引き続き年金委員の委嘱拡大に努める。

ア 年金セミナー等の実施

・ 制度改正を含む公的年金制度の理解を一層

深めるため、教育関係機関や企業等における

年金セミナー及び年金制度説明会を実施す

る。また、結果を検証し、実施内容の充実を図

ることで、参加者の一層の拡大を図る。

・ 特に、年金制度改正に伴う適正な届出の励

行に向け、事業所担当者に対する制度・事務

手続説明会の充実を図る。また、外国人を対

象とした年金制度の周知・啓発を図る。

イ 質の向上

・ 厚生労働省と連携しつつ年金セミナーや年

金制度説明会等で使用する教材を整備し、受

講者に応じたセミナー等の質の更なる向上を

目指す。

また、各種制度に特化した説明動画の作成

を進める。

・ 若手職員を中心とした講師の育成を推進す

るため、講師を養成するための施策を検討・

実施する。

② 年金委員に対する活動支援の強化

ア 年金委員活動の活性化の取組

年金委員の活動に必要な情報を本部から毎月

発信するとともに、それを踏まえた年金委員の

活動内容の把握に努める。

また、地域型年金委員については、拠点ごと

に連絡会を開催し、組織的活動の活性化を図る。

上記を踏まえ、年金委員活動の活性化のため、

年金委員研修の実施内容の充実を図る。

イ 新規委嘱に向けた取組

ア 年金セミナー等の実施

・ 制度改正を含む公的年金制度の理解を一層

深めるため、教育関係機関や企業等における

年金セミナー及び年金制度説明会を実施す

る。また、結果を検証し、実施内容の充実を図

ることで、参加者の一層の拡大を図る。

・ 特に、年金制度改正に伴う適正な届出の励

行に向け、企業等における年金制度・事務手

続説明会の充実を図る。また、外国人を対象

とした年金制度の周知・啓発を図る。

イ 質の向上

・ 厚生労働省と連携しつつ年金セミナーや年

金制度説明会等で使用する教材を整備し、受

講者に応じたセミナー等の質の更なる向上を

図り、理解の促進を目指す。

また、各種制度に特化した説明動画の作成

を進める。

・ 若手職員を中心とした講師の育成を推進す

るため、講師を養成するための施策を検討・

実施する。

② 年金委員に対する活動支援の強化

ア 年金委員活動の活性化の取組

年金委員の活動に必要な情報を本部から毎月

発信するとともに、それを踏まえた年金委員の

活動内容の把握に努める。

また、地域型年金委員については、拠点ごと

に連絡会を開催し、組織的活動の活性化を図る。

上記を踏まえ、年金委員活動の活性化のため、

年金委員研修の実施内容の充実を図る。

イ 新規委嘱に向けた取組
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② 関係団体との連携

市区町村、教育関連団体、社会保険労務士会、

年金受給者協会等の地域の関係団体と連携の上体

制を強化し、より幅広い普及・啓発活動を推進す

る。

(3) お客様サービスの向上

お客様サービスの向上を図るため、以下の取組を

行う。

① 「お客様へのお約束 10 か条」の実施

お客様へのサービスの具体的目標を定めた「お

客様へのお約束 10 か条」の取組を具体的に進め

る。

② ＣＳ意識向上の取組

ア ＣＳ意識の向上

「サービス推進の手引き」を基本とした研修

を実施するとともに、全年金事務所を対象とし

たサービス巡回指導、窓口対応における職員の

スキルや対応力を競うコンテストの実施等を通

機構ホームページ等を活用して年金委員制度

や活動内容を積極的に広報するとともに、企業、

市区町村、年金受給者協会等への働きかけを強

化し、引き続き年金委員の委嘱拡大を図る。

③ 「ねんきん月間」と「年金の日」における取組の

充実

「ねんきん月間」及び「年金の日」における取

組の実施に当たっては、公的年金制度の周知・啓

発につながる各種事業を集中的に実施すること

で、公的年金制度への理解を深める。

④ 関係団体との連携

市区町村、官公庁、教育関連団体、事業主団体、

社会保険労務士会、年金受給者協会、外国人支援・

交流団体等の各団体と連携し、効果的な普及・啓

発活動を推進する。

(3) お客様サービスの向上

① 「お客様へのお約束 10 か条」の実施

「お客様へのお約束 10か条」の取組を具体的に

進め、その達成状況等について、毎年度、年次報

告書（アニュアルレポート）において分かりやす

く周知・広報する。

② ＣＳ（お客様満足）意識向上の取組

ア ＣＳ意識の向上

・ 全職員を対象にした「サービス推進の手引

き」を活用した職場内研修に加え、サービス

実践リーダーに対する研修、新入構員に対す

る研修など、受講者を特定した研修の充実を

機構ホームページ等を活用して年金委員制度

や活動内容を積極的に広報するとともに、企業、

市区町村、年金受給者協会等への働きかけを強

化し、引き続き年金委員の委嘱拡大を図る。

③ 「ねんきん月間」と「年金の日」における取組の

充実

「ねんきん月間」及び「年金の日」における取

組の実施に当たっては、公的年金制度の周知・啓

発につながる各種事業を集中的に実施すること

で、公的年金制度への理解を深める。

④ 関係団体との連携

市区町村、官公庁、教育関連団体、事業主団体、

社会保険労務士会、年金受給者協会、外国人支援・

交流団体等の各団体と連携し、効果的な普及・啓

発活動を推進する。

(3) お客様サービスの向上

① 「お客様へのお約束 10か条」の実施

「お客様へのお約束 10か条」の取組を具体的に

進め、その達成状況等について、毎年度、年次報

告書（アニュアルレポート）において分かりやす

く周知・広報する。

② ＣＳ（お客様満足）意識向上の取組

ア ＣＳ意識の向上

・ 全職員を対象にした「サービス推進の手引

き」を活用した職場内研修に加え、サービス

実践リーダーに対する研修、新入構員に対す

る研修など、受講者を特定した研修の充実を
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じ、役職員のＣＳ意識の向上を図る。

イ 障害者対応

障害者差別解消法（平成 25 年法律第 65 号）

の改正に沿った、障害者の特性に合わせた適切

な対応を行う。

図る。

・ 全ての年金事務所を対象にサービス巡回指

導を実施し、個別の課題の把握に努めるとと

もに、「お客様満足度アンケート」の結果や「お

客様の声」も踏まえ、実地による改善指導や

フォロー研修を実施する。

・ 役職員のモチベーション向上のため、窓口

対応における職員のスキルや対応力を競うコ

ンテストの開催に加え、コンテストの動画を

研修に活用し、サービスレベルの更なる向上

を図る。

イ 障害者対応

・ 障害者差別解消法に基づく、障害者に対す

る不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮

の提供の意識向上を図る観点から、役職員に

対し引き続き障害者対応の研修を実施する。

・ 令和６年度より開始した遠隔手話通訳及び

文字チャットを通じた年金相談について、広

報の強化を図り、更なる利用促進を図る。

図る。

・ 年金事務所でお客様が最初に接する総合案

内の対応について、接遇スキルを高めるため

の研修を強化する。

・ 全ての年金事務所を対象にサービス巡回指

導を実施する。また、「お客様満足度アンケー

ト」の結果やお客様の声を踏まえた改善指導

やフォロー研修について、改善すべき課題別

に研修内容を標準化し実施する。

・ 役職員のモチベーション向上のため、窓口

対応における職員のスキルや対応力を競うコ

ンテストの開催に加え、コンテストの動画を

研修に活用し、サービスレベルの更なる向上

を図る。

イ 障害者対応

障害者差別解消法に基づく、障害者に対する

不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提

供の意識向上を図る観点から、役職員に対し引

き続き障害者対応の研修を実施する。
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９．年金制度改正等への対応

年金制度等の改正に対し、新しい制度に関する実

務を正確に実施するための取組を行う。

(1) 年金制度改正への対応

次期年金制度改正に向けた厚生労働省社会保障審

議会年金部会の議論や全世代型社会保障構築会議報

告書（令和４年 12 月 16 日全世代型社会保障構築会

議決定）における適用拡大に係る指摘を踏まえた制

度の見直しについて、新しい制度に関する実務を正

確に実施するための事務処理・システムを構築する

とともに、制度改正の分かりやすい周知広報、必要

な人員確保の取組を行う。

また、令和６年 10 月からの短時間労働者の適用拡

大を円滑かつ着実に実施するための取組を行う。

９．年金制度改正等への対応

年金制度等の改正に対し、新しい制度に関する実

務を正確に実施するための取組を行う。

(1) 年金制度改正への対応

① 次期年金制度改正における各改正項目につい

て、施行時期を踏まえた実施計画を策定した上で、

事務処理の整備、システム構築及び体制の整備等

の準備を着実に進める。

② 短時間労働者への適用については、令和６年 10

月から被保険者数 50 人超規模の企業まで拡大し

たことに伴い、該当事業所から短時間労働者の資

格取得届が適正に提出されるよう引き続き事業所

調査を実施するとともに、引き続き、短時間労働

者の適用拡大について専門家（社会保険労務士）

と連携し、事業主及び従業員の方に対する分かり

やすい周知広報の取組を行う。（Ⅰ－３(2)参照）

９．年金制度改正等への対応

年金制度等の改正に対し、新しい制度に関する実

務を正確に実施するための取組を行う。

(1) 年金制度改正への対応

令和７年６月に公布された「社会経済の変化を踏

まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の

一部を改正する等の法律」による制度改正について、

実務を正確に実施するための事務処理手順や体制を

整備し、システムを構築するとともに、必要な人員

確保の取組を行い、それぞれの改正事項について、

以下のとおり分かりやすい周知広報や相談対応を行

う。

① 在職老齢年金制度の見直し（令和８年４月施行）

在職老齢年金の支給停止調整額が引き上げられ

ることを踏まえ、令和８年６月に送付する年金額

改定通知書による個別周知や、機構ホームページ、

Facebookなど多様な方法による制度周知を行うと

ともに、ねんきんチャットボットの活用等により

照会対応の充実を図る。

② 保険料調整制度の創設（令和８年 10 月施行）

短時間労働者の保険料負担を軽減するための保

険料調整制度が開始されるため、令和８年６月に

送付する算定基礎届に制度周知リーフレットを同

封するなど制度の対象となりうる事業所に確実に

周知を行うとともに、職員向け研修を制度の施行

日に向けて計画的に実施し、事務処理や照会対応

に係る体制の整備を行う。

③ 短時間労働者の適用拡大（令和９年 10月施行）

新たに適用拡大の対象となる事業所（35人超規
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(2) 番号法改正への対応

番号法の改正項目（個人番号の利用範囲の拡大、

個人番号カードと健康保険被保険者証の一体化、戸

籍等の記載事項への氏名の振り仮名の追加、公金受

取口座の登録促進等）について円滑に実務を実施で

きるよう、関係機関と所要の調整を行い、事務処理

の整備・システム構築等の取組を行う。

(2) 番号法改正等への対応

① 個人番号の利用範囲の拡大

個人番号の利用範囲の拡大に伴い、外国人の在

留資格の許可に関する事務等について、個人番号

による情報提供ネットワークシステムを利用した

機構からの情報照会が可能となるよう、事務処理

の整備・システム構築等の準備を行う。

② 戸籍等の記載事項への氏名の振り仮名の追加

令和７年５月以降に戸籍等への記載事項に氏名

の振り仮名が追加されることに伴い、Ｊ－ＬＩＳ

から提供される氏名情報により年金受給者情報等

も修正されるため、関係機関等と調整を行い、提

供される氏名情報を円滑に受け入れるとともに、

年金受給者や被保険者への周知及び照会対応等を

適切に行う。

③ 公金受取口座の登録促進

公金受取口座登録法の改正に基づく年金の振込

口座の公金受取口座への登録に係る事業を円滑に

実施するため、以下の取組を行う。

ア 令和７年６月から年金請求時に公金受取口座

の登録意思確認を行うこととなるため、年金事

務所の体制を整備し、事務処理を着実に実施す

模の企業）に制度が正確に理解されるよう、これ

までの適用拡大における周知広報の取組結果も踏

まえ、令和８年 10 月から訪問等による事前の周知

を行うとともに、専門家（社会保険労務士）と連

携し、事業主及び従業員の方に対する分かりやす

い周知広報の取組を行う。

(2) 番号法改正等への対応

① 個人番号利用範囲の拡大

個人番号の利用範囲の拡大に伴い、出入国在留

管理庁との外国人の出入国等に関する情報連携に

ついて、令和９年３月に試行運用を行う予定であ

り、それにあわせて脱退一時金審査事務等の見直

しを検討する。

② 戸籍等の記載事項への氏名の振り仮名の追加

戸籍等への氏名の振り仮名追加について、令和

８年５月までに振り仮名変更の届出がない場合、

市区町村長の職権により振り仮名が戸籍等に記載

（公証化）され、当該氏名情報が機構に連携され

るため、これに伴う年金振込への影響が生じない

よう、Ｊ－ＬＩＳをはじめとした関係機関と連携

し、システム面での対処や自治体・年金受給者等

への周知など適切な対応を行う。

③ 公金受取口座の登録促進

公金受取口座登録法の改正に基づく既裁定者の

年金振込口座の公金受取口座への登録の意向確認

事業を令和８年度に円滑に実施するため、外部委

託を含めた事務処理体制の整備、意向確認書の作

成・発送、不同意申出書等の受付・入力処理、専用

コールセンターにおける照会対応等の業務を着実
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(3) その他の制度改正への対応

① 「こども未来戦略」への対応

「こども未来戦略」（令和５年 12 月 22 日閣議

決定）による国民年金第１号被保険者に係る育児

期間免除措置の創設等について、新しい制度に関

する実務を正確に実施するための事務処理・シス

テムの構築や研修を実施するとともに、制度改正

の分かりやすい周知広報、必要な人員確保の取組

を行う。

② 税制改正への対応

税制改正の項目について円滑に実務を実施でき

るよう、関係機関と所要の調整を行い、事務処理

の整備・システム構築等の取組を行う。

る。

イ 既存の年金受給者の年金振込口座情報を公金

受取口座として登録する事業が予定されている

ことから、システム開発を進めるとともに、年

金受給者へ送付する意向確認書の作成・発送や

照会対応、書類の受付等の一連の事務処理体制

の整備等の準備を進める。

(3) その他の制度改正への対応

① 子ども・子育て支援法への対応

令和６年６月に子ども・子育て支援法の一部を

改正する法律が公布されたことに伴い、以下の事

項について事務処理の整備、システム構築及び分

かりやすい周知広報等を順次行う。

・子ども・子育て支援特別会計の創設（令和７年

４月施行）

・子ども・子育て支援金制度の創設（令和８年４

月施行）

・国民年金育児免除制度の創設（令和８年 10月）

② 税制改正への対応

令和７年度税制改正を踏まえ、基礎控除の引上

げ等について円滑に実務を実施できるよう、関係

機関と所要の調整を行い、事務処理の整備・シス

テム構築等を行う。

に実施する。

(3) その他の制度改正への対応

① 子ども・子育て支援法への対応

令和８年10月から国民年金育児免除制度が施行

されるため、制度が広く国民に周知されるよう、市

区町村等の関係団体を通じて多様な周知広報を行

うとともに、職員向け研修を制度の施行日に向け

て計画的に実施し、事務処理や照会対応に係る体

制の整備を行う。

② 税制改正への対応

・ 令和７年度税制改正を踏まえ、令和８年４月

に国民年金保険料免除基準等に係る所得控除に

「特定親族特別控除」が追加されることから、

令和８年度分の所得審査が行われる令和８年７

月までに事務処理の整備・システム構築等を行

い、改正内容に対応した実務を着実に行う。

・ 令和８年度税制改正を踏まえ、基礎控除の引

上げ及び個人住民税における公的年金等受給

者の扶養親族等申告書の提出義務の範囲拡大

等について円滑に実務を実施できるよう、関係
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③ 外国人に係る制度改正への対応

技能実習制度や特定技能制度等の外国人に係る

制度改正について円滑に対応できるよう、必要な

体制の整備や事務処理の検討を行う。

③ 諸外国との社会保障協定への対応

社会保障協定の円滑な発効に向けて、他国の協

定実施機関等との協議の状況を踏まえ、必要に応

じシステム開発、国内の事務処理の整備、分かり

やすい周知・広報の実施等の準備を進める。

機関と所要の調整を行い、事務処理の整備・シ

ステム構築等を行う。

③ 諸外国との社会保障協定への対応

社会保障協定の発効及び円滑な実施のため、協

定相手国の実施機関等との協議の状況を踏まえ、

システム開発、国内事務処理の整備、分かりやす

い周知・広報に取り組む。
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Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項

１．効率的効果的な業務運営（ビジネスプロセス改革）

(1) 組織・ビジネスプロセス改革

複雑な年金制度を実務として運用する組織とし

て、より安定的、効率的な業務運営を実現するため、

人口減少や高齢化の進行等の社会経済環境の変化及

び老齢年金請求件数の増加等、年金制度を取り巻く

環境の変化に対応するデジタル化の一層の拡充によ

る事務処理の正確性・効率性の向上等の効果を踏ま

えつつ、本部・年金センター・事務センター・年金事

務所の果たすべき役割、業務執行体制及び人的資源

配分を不断に見直す。

① 本部

・ 経営課題を把握・分析し、組織横断的に課題

に対応するための体制を確保する。

・ 機構全体の事業実績の向上及び正確な年金給

付の実現のため、本部組織の在り方等について

不断に見直しを行う。

・ お客様のニーズや社会の変化を踏まえつつ、

対面（年金事務所等）、電話（コールセンター）、

インターネットの各チャネルを効率的・効果的

に連動させるため、チャネル全体を総合的に企

画・管理する体制を構築する。

② 年金センター

・ 中央年金センターについて、安定的かつ効率

的な業務執行体制を構築するため、不断の見直

しを行うとともに、職種や役割に応じた人材育

Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項

１．効率的効果的な業務運営（ビジネスプロセス改革）

(1) 組織・ビジネスプロセス改革

複雑な年金制度を実務として運用する組織とし

て、より安定的、効率的な業務運営を実現するため、

本部・年金センター・事務センター・年金事務所の

果たすべき役割、業務執行体制及び人的資源配分を

不断に見直すこととし、具体的に以下の取組を進め

る。

① 本部

・ 組織全体に係る経営課題を把握・分析し、関

係部署が連携の上、組織横断的に課題に対応す

る。

・ 正確な年金給付の実現のため、年金給付の業

務体制の在り方を検討する。

・ 各チャネルを効率的・効果的に連動させるこ

とで、お客様サービスの質を高めるとともに、

機構の業務を正確で効率的なものにするため、

次期中期計画終了時点を見据え、各チャネルの

到達すべき姿（ビジョン）の実現に向け、具体

的な取組方針・取組事項を策定する。

② 年金センター

ア 中央年金センター

・ 将来にわたり正確かつ安定的な事務処理体

制を維持・強化するため、中央年金センター

Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項

１．効率的効果的な業務運営（ビジネスプロセス改革）

(1) 組織・ビジネスプロセス改革

複雑な年金制度を実務として運用する組織とし

て、より安定的、効率的な業務運営を実現するため、

チャネル戦略等により、オンラインサービスの拡充

や事務処理のデジタル化等を進める中で、本部・年

金センター・事務センター・年金事務所の果たすべ

き役割、業務執行体制及び人的資源配分を不断に見

直すこととし、具体的に以下の取組を進める。

① 本部

・ 組織全体に係る経営課題を把握・分析し、関

係部署が連携の上、組織横断的に課題に対応す

る。

・ 機構全体の事業実績の向上のため、本部の事

業推進体制の在り方等について検討する。

・ 各チャネルを効率的・効果的に連動させるこ

とで、お客様サービスの質を高めるとともに、

機構の業務を正確で効率的なものにするため、

次期中期計画終了時点に到達すべきチャネルの

姿（ビジョン）の実現に向けた中期取組期間（令

和８～10年度）における取組事項を実行しつつ、

長期取組期間（令和 11～15 年度）における取組

方針・取組事項を検討する。

② 年金センター

ア 中央年金センター

将来にわたり正確かつ安定的な事務処理体制

を維持・強化するため、令和７年度中に実施し
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成を推進する。

・ また、障害年金センターについて、障害年金

の認定業務の適正性の向上及び事務処理の効率

化により、安定的な業務運営を行う。

③ 事務センター

・ 電子申請、電子媒体、紙の事務処理体系を踏

まえ、経過管理・電子決裁システムの特性であ

る届書の画像化・データ処理を活用したより効

率的かつ安定的な事務処理体制の構築を検討す

る。

・ 健康保険被保険者の資格に係る届書を、年間

を通じて安定かつ早期に処理ができるよう現在

の処理期間を維持した処理を行う。

・ 事務センターを厚生年金保険・健康保険、国

民年金の事務処理を行う組織として、年金事務

所の事務の一層の効率化を図るため、更なる業

務の集約を検討する。

・ 事務センター業務の外部委託については、電

子申請の促進や社会情勢の変化等も見据え、AI-

OCR 等の新しい技術の活用等、より効率的な委

託業務の在り方を検討する。

の人員配置・処理体制の見直しに向けた業務

工程及び処理期間の調査・分析、従事する職

員の役割整理等に着手する。（Ⅰ－５(1)③参

照）

イ 障害年金センター

・ 認定業務の適正性の向上のため、医学的な

総合判断を特に要する事例について複数の認

定医が関与する仕組みを着実に実施し、認定

業務の充実を図る。（Ⅰ－５（3）①参照）

③ 事務センター

ア 安定的な事務処理体制の構築

ⅰ 安定的な事務処理体制を構築するため、事

務センター間での分散処理の拡大による業務

量の平準化を進める。

ⅱ 健康保険被保険者の資格に係る届書（資格

取得届、資格喪失届及び被扶養者異動届）を、

年間を通じて安定かつ早期に処理ができるよ

う現在の処理期間を維持し、他の届書より優

先的に処理を行う。

イ 効率的な事務処理の確立

外部委託や事務センター専任職員の活用の拡

大により、事務処理の更なる効率化を検討する。

ウ 外部委託の効率化及び管理強化

ⅰ フルアウト型委託に加え、インハウス型委

託におけるデータ化業務において、ＡＩ－Ｏ

ＣＲ等の新しい技術の活用等を検討し、委託

た業務実態調査の結果を踏まえ、業務工程の見

直し、職種の役割整理、外部委託の活用拡大を

検討・実施するとともに、人員配置・組織体制

の適正化を図る。（Ⅰ－５(1)③参照）

イ 障害年金センター

認定業務の客観性・公平性の更なる向上のた

め、医学的な総合判断を特に要する事例につい

て複数の認定医が関与する仕組みを着実に実施

し、認定業務の充実を図る。また、事務処理の

効率化により、安定的な業務運営を行う。（Ⅰ

－５（3）①②参照）

③ 事務センター

ア 安定的な事務処理体制の構築

ⅰ 安定した事務処理体制を確保するため、引

き続き事務センター間での分散処理の拡大に

よる業務量の平準化を進める。

ⅱ 健康保険被保険者の資格に係る届書（資格

取得届、資格喪失届及び被扶養者異動届）を、

年間を通じて安定かつ早期に処理ができるよ

う現在の処理期間を維持し、他の届書より優

先的に処理を行う。

ⅲ チャネル戦略や制度改正等を踏まえ、事務

センターの更なる効率化を検討する。

イ 外部委託の効率化及び管理強化

ⅰ 届書のデータ化業務において、新しい技術

の活用等による委託業務の効率化を検討す

る。
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・ 事務センターにおける安定的なビジネスモデ

ルの実現に向け、正規職員、事務センター専任

職員及び特定業務（契約）職員に求められる知

識やスキルを明確化し研修等を通じて人材育成

を推進する。

④ 年金事務所

・ 安定的・効率的な業務運営を継続するため、

人口動態の変化や企業活動の広域化・高度化な

ど経済環境の変化、社会全体のデジタル化の進

展を踏まえ、年金事務所の機能・役割等につい

て不断に見直す。

・ 適用促進や徴収業務等の対策系業務を効率

的・効果的に推進するため、業務量や事業規模

等に応じた業務執行体制を構築する。

・ 老齢年金等の相談・請求件数の増加を踏まえ、

年金給付業務におけるお客様サービスの推進及

び正確な給付の確保の観点から、安定的かつ効

率的な窓口体制・審査体制を構築する。

業務の効率化を図る。

ⅱ 個人情報保護の観点から、委託業者の管理

を徹底する取組を継続して行う。

エ 安定的なビジネスモデルの実現

正規職員は、適切なマネジメントを行うため

に必要な審査スキルの向上を図るとともに、事

務センター専任職員については、事務処理体制

を強化するため、マルチスキル化を進める。

④ 年金事務所

・ 安定的・効率的な業務運営を継続するため、

チャネル戦略や制度改正等への対応状況を踏ま

え、大規模拠点の執務スペースの狭隘や小規模

拠点の業務運営等の課題に対応しつつ、年金事

務所の機能・役割等の見直しについて検討を進

める。

・ 年金事務所の業務を安定的に運営するため、

業務量や事業規模に応じた適切な定員配分等を

行う。

・ 徴収が困難な事業所に対する徴収対策を徹底

するため、地域代表年金事務所等に設置してい

る特別徴収対策課の役割を強化し、管内事務所

の困難事案への協力支援等を実施することによ

り、収納未済額の圧縮強化を図る。（Ⅰ－４(3)

参照）

・ 男性の特別支給の老齢厚生年金に係る支給開

始年齢の引上げ完了に伴い相談件数が増加する

令和８年度に備え、年金給付業務を支える専門

人材（年金給付専門職や年金相談職員等）の確

保や、相談ブース増設等の対応を行う。（Ⅰ－５

ⅱ 個人情報保護の観点から、委託業者の管理

を徹底する取組を継続して行う。

ウ 安定的なビジネスモデルの実現

正規職員は、引き続き適切なマネジメントを

行うために必要な審査スキルの向上を図るとと

もに、事務センター専任職員については、事務

処理体制を強化するため、マルチスキル化に係

る取組を継続して行う。

④ 年金事務所

・ 安定的・効率的な業務運営を継続するため、

今後のチャネル戦略の推進状況やオンラインビ

ジネスの普及状況、制度改正への対応状況を踏

まえ、お客様サービスの一層の向上を図るため、

年金事務所の機能・役割等の見直しについて検

討を進める。

・ 年金事務所の業務を安定的に運営するため、

業務量や事業規模に応じた適切な定員配分等を

行う。

・ 今後想定される年金請求件数の恒常的な増加

に備え、年金給付業務のデジタル化の進展を踏

まえた窓口体制・審査体制の在り方及び専門人

材（年金給付専門職や年金相談職員等）の役割

整理と中長期的な確保・育成策の検討を行う。
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(2) 業務の合理化・標準化

現場実態を踏まえ、業務を合理化・標準化する観

点から業務処理マニュアルを分かりやすく使いやす

く改善する取組を継続的に進める。

・ 業務処理マニュアルについて、法律改正や現場

意見等を踏まえ、継続的に見直しを行う。

・ 拠点からの疑義照会について、第３期中期計画

期間中に整備した一元的に対応する管理体制によ

り、回答状況の進捗管理及び事後確認並びに照会

内容を踏まえた業務処理マニュアルの内容の充実

を行う。

・ 業務処理要領確認システム（ＭＡＣＳ）のシス

テム更改（令和 11 年予定）に向けて、ＭＡＣＳの

検索機能の高度化などＭＡＣＳの利用に係るサ

ポート機能の充実について検討を行う。

(3) 業務の効率化

・ お客様や年金事務所等の職員の意見、要望・提

案を積極的に取り入れ業務の効率化に繋げる。

・ 提出された業務改善要望・提案については、そ

の効果や実現性などを検証し、改善に取り組むと

ともに、組織的なフォローアップを行う。

(1)①参照）

(2) 業務の合理化・標準化

・ 業務処理マニュアルについて、法律改正や現場

意見等を踏まえ、適時・適切に見直しを行う。

・ 業務に関する疑義照会について、事業担当部署

の回答状況の進捗管理を行い、期限内回答率 90％

以上を維持する。

また、回答内容の事後確認を行うとともに、疑

義照会の内容を分析し、業務処理マニュアルへの

反映等、業務処理マニュアルの品質向上を図る。

・ 業務処理要領確認システム（ＭＡＣＳ）のシス

テム更改（令和 11 年予定）に向けて、現場からの

意見・要望を踏まえＭＡＣＳの検索機能の高度化

や、使いやすさを踏まえた仕様の検討を行う。

(3) 業務の効率化

機構のサービスや業務運営に関するお客様からの

意見・要望や、年金事務所等からのサービス及び業

務運営改善のための提案等について、その効果や実

現性などを検証の上、引き続き積極的に取り入れ、

業務の効率化に繋げるとともに、サービス・業務改

善委員会において組織的共有とフォローアップを図

る。

また、現場における業務改善等の取組について評

価・表彰を行う「サービス・業務改善コンテスト」等

を通じ、優秀な取組を全国展開することで業務の効

率化を図る。

（Ⅰ－５(1)①参照）

(2) 業務の合理化・標準化

・ 業務処理マニュアルについて、法律改正や現場

意見等を踏まえ、適時・適切に見直しを行う。

・ 業務に関する疑義照会について、事業担当部署

の回答状況の進捗管理を行い、期限内回答率 90％

以上を維持する。

また、回答内容の事後確認を行うとともに、疑

義照会の内容を踏まえ、業務処理マニュアルへの

反映等、業務処理マニュアルの内容の充実を図る。

・ 業務処理要領確認システム（ＭＡＣＳ）のシス

テム更改（令和 11 年予定）に向けて、現場からの

意見・要望結果を踏まえた仕様を整理し、ＭＡＣ

Ｓの検索機能の拡充など、ＭＡＣＳの利用に係る

サポート機能の充実を図る。

(3) 業務の効率化

機構のサービスや業務運営に関するお客様からの

意見・要望や、年金事務所等からのサービス及び業

務運営改善のための提案等について、その効果や実

現性などを検証の上、引き続き積極的に取り入れ、

業務の効率化に繋げるとともに、サービス・業務改

善委員会において組織的共有とフォローアップを図

る。

また、現場における業務改善等の取組について評

価・表彰を行う「サービス・業務改善コンテスト」等

を通じ、優秀な取組を全国展開することで業務の効

率化を図る。
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(4) 適正な運営経費による効率的効果的な業務運営

① 人員体制及び人件費

・ 必要な人員を過不足なく配置することによ

り、適正な業務運営を行う。

・ 機構の人員体制について、「日本年金機構の

当面の業務運営に関する基本計画」（平成 20年

７月 29 日閣議決定。以下「基本計画」という。）

に基づき、合理化・効率化を進める。その際、併

せて、年金制度改正に伴う新たな事務等、基本

計画策定時には想定されていなかった新たな業

務に対応するため、不断の合理化・効率化を図

りつつ、円滑な業務遂行のための実施体制を確

保する。

・ 業務内容の変化・実態に対応した、業務量調

査結果に基づく適正な人員配置を行う。

・ 人件費について、国家公務員の給与水準の動

向や社会一般の情勢も踏まえ、効率化を進める。

② 一般管理費及び業務経費

一般管理費及び業務経費について業務の効率化

を進め、 中期目標期間の最後の事業年度におい

て、一般管理費（人件費、公租公課等の所要計上

を必要とする経費及び特殊要因により増減する経

費を除く。）については令和５年度比で 15％程度、

業務経費（公租公課等の所要計上を必要とする経

費及び特殊要因により増減する経費を除く。）に

ついては令和５年度比で５％程度に相当する額の

削減を目指す。

(4) 適正な運営経費による効率的効果的な業務運営

① 人員体制及び人件費

・ 必要な人員を過不足なく配置することによ

り、適正な業務運営を行う。

・ 機構の人員体制について、「日本年金機構の当

面の業務運営に関する基本計画」（平成 20 年７

月 29 日閣議決定。以下「基本計画」という。）

に基づき、合理化・効率化を進める。その際、併

せて、年金制度改正に伴う新たな事務等、基本

計画策定時には想定されていなかった新たな業

務に対応するため、不断の合理化・効率化を図

りつつ、円滑な業務遂行のための実施体制を確

保する。

・ 業務内容の変化・実態に対応した、拠点の業

務量調査結果に基づく適正な人員配置を行う。

・ 人件費について、国家公務員の給与水準の動

向や社会一般の情勢も踏まえ、効率的な執行を

図る。

② 一般管理費及び業務経費

一般管理費及び業務経費について、執行状況を

分析し、コストの可視化を進めるとともに、コス

ト意識の徹底に努め、中期計画を踏まえた一層効

率的な予算執行を進める。

(4) 適正な運営経費による効率的効果的な業務運営

① 人員体制及び人件費

・ 必要な人員を過不足なく配置することによ

り、適正な業務運営を行う。

・ 機構の人員体制について、「日本年金機構の当

面の業務運営に関する基本計画」（平成 20 年７

月 29 日閣議決定。以下「基本計画」という。）

に基づき、合理化・効率化を進める。その際、併

せて、年金制度改正に伴う新たな事務等、基本

計画策定時には想定されていなかった新たな業

務に対応するため、不断の合理化・効率化を図

りつつ、円滑な業務遂行のための実施体制を確

保する。

・ 業務内容の変化・実態に対応した、拠点の業

務量調査結果を踏まえ適正な人員配置を行う。

・ 人件費について、国家公務員の給与水準の動

向や社会一般の情勢も踏まえ、効率的な執行を

図る。

② 一般管理費及び業務経費

一般管理費及び業務経費について、執行状況を

分析し、コストの可視化を進めるとともに、コス

ト意識の徹底に努め、中期計画を踏まえた一層効

率的な予算執行を進める。
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２．外部委託の活用と管理の適正化

外部委託の活用に当たっては、大量かつ重要な個

人情報を取り扱う業務であることや、個人番号の活

用やデジタル化の推進に伴う環境変化を踏まえ、委

託業務の適正な管理及び品質の維持・向上を図る。

委託業者の適切な選定・管理を行い、業務の正確性

とサービスの質の向上を重視するという視点に立っ

て、調達・外部委託管理ルールの徹底を図るため、

以下の取組を行う。

(1) 外部委託の活用

業務の内容に応じて外部委託を活用し、業務の効

率化を引き続き進めるとともに、個人番号の活用や

デジタル化の推進に伴う環境の変化や技術革新の動

向を踏まえ、委託業務ごとのリスク対応や管理を引

き続き徹底しつつ、外部委託の有効な活用を図る。

(2) 年金個人情報を取り扱う外部委託の適正な管理

委託業務の最終責任者として、外部委託管理を徹

底するため、以下の取組を行う。

・ 外部委託業務における年金個人情報の一層の管

理の徹底と業務品質の確保を図るため、外部委託

管理ルールを着実に実施し、外部委託業務上のリ

スクを把握することにより、調達企画段階から履

行終了までの各業務プロセスにおけるリスクに応

じて必要な対応を行う。

・ 特に、履行開始前検査における履行体制及び履

行方法等の検査、履行中における業務管理・品質

管理・検品・検査、履行後検査等について、委託業

務ごとのリスクを把握し、組織的な管理を行う。

２．外部委託の活用と管理の適正化

外部委託における業務の適正な管理と品質の維

持・向上、委託業者の適切な選定及び管理を行い、

業務の正確性とサービスの質の向上を重視し、調達・

外部委託管理ルールの徹底を図るため、以下の取組

を行う。

(1) 外部委託の活用

・ 業務の内容に応じて外部委託を活用し、業務の

効率化を引き続き進めるとともに、個人番号の活

用やデジタル化の推進に伴う環境の変化や技術革

新の動向を踏まえ、委託業務ごとのリスク対応や

管理を引き続き徹底する。

(2) 年金個人情報を取り扱う外部委託の適正な管理

委託業務の最終責任者として、外部委託管理を徹

底するため、以下の取組を行う。

・ 外部委託業務における年金個人情報の管理の徹

底と業務品質の確保を図るため、外部委託管理

ルールを着実に実施し、外部委託を行う上でのリ

スクを把握し、調達企画段階から履行終了までの

各プロセスにあるリスクに対し、適切な対応を行

う。

・ 特に、履行開始前検査における履行体制及び履

行方法等の検査、履行中における業務管理・品質

管理・検品・検査、履行後検査等について、委託業

務ごとのリスクを把握し、組織的な管理を行う。

２．外部委託の活用と管理の適正化

外部委託における業務の適正な管理と品質の維

持・向上、委託業者の適切な選定及び管理を行い、

業務の正確性とサービスの質の向上を重視し、調達・

外部委託管理ルールの徹底を図るため、以下の取組

を行う。

(1) 外部委託の活用

業務の内容に応じて外部委託を活用し、業務の効

率化を引き続き進めるとともに、個人番号の活用や

デジタル化の推進に伴う環境の変化や技術革新の動

向を踏まえ、委託業務ごとのリスク対応や管理を引

き続き徹底する。

(2) 年金個人情報を取り扱う外部委託の適正な管理

委託業務の最終責任者として、外部委託管理を徹

底するため、以下の取組を行う。

・ 外部委託業務における年金個人情報の管理の徹

底と業務品質の確保を図るため、外部委託管理

ルールを着実に実施し、外部委託を行う上でのリ

スクを把握し、調達企画段階から履行終了までの

各プロセスにあるリスクに対し、必要な対応を行

う。

・ 特に、履行開始前検査における履行体制及び履

行方法等の検査、履行中における業務管理・品質

管理・検品・検査、履行後検査等について、委託業

務ごとのリスクを把握し、組織的な管理を行う。
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(3) 優良な受託事業者の確保

・ 技術革新等の業界動向の把握や優良企業の発掘

を的確に行っていくために、情報提供依頼（以下

「ＲＦＩ」という。）の一層の活用を図る。加え

て、ＲＦＩ協力企業の拡充を図るための取組を継

続する。

・ 優良な事業者が受託しやすい環境を整備し、業

務ノウハウの蓄積を図ることができるよう、包括

的な委託、ＳＬＡ（サービス品質に関する合意）

達成による契約更新や複数年契約を活用する。

(4) 調達に精通した人材の育成

デジタル化の推進や技術の高度化に伴う調達の複

雑化に対応できるよう、調達事務研修等を通じて、

各委託業務の実務や調達実務に精通した職員の育成

を図る。

・ 外部委託業務において、改善を求めた不適事項

や事務処理誤りの発生要因等を検証し、規程・要

領改正等の必要な見直しを行う。

(3) 優良な受託事業者の確保

・ 情報提供依頼（以下「ＲＦＩ」という。）の活用

により、技術革新等の業界動向の把握や優良企業

の発掘をより幅広く的確に行う。加えて、ＲＦＩ

協力企業の拡充を図るために新規事業者へのダイ

レクトメール送付等の取組を継続する。

・ 事業企画段階及び調達段階のＲＦＩ等を実施

し、データベース化した情報について、事業担当

部署を越えて組織横断的に有効活用していく。

・ 優良な事業者が受託しやすい環境を整備し、業

務ノウハウの蓄積を図ることができるよう、包括

的な委託、ＳＬＡ（サービス品質に関する合意）

達成による契約更新や複数年契約を活用する。

(4) 調達に精通した人材の育成

調達業務については、高い専門的知見が求められ

ることから、事業担当部署の職員を対象に機構内で

実施する調達実務研修や調達審査業務に携わる職員

を対象に実施する外部機関の研修等を通じて外部委

託担当職員の知見を深め、育成を図る。

加えて、委託先事業者の履行場所への実査による

現状確認やリスク把握の取組を強化し、委託業務の

実務に精通した職員の育成を進める。

・ 外部委託業務において、改善を求めた不適事項

や事務処理誤りの発生要因等を検証し、再発防止

策を本部内で共有するとともに、規程・要領改正

等の必要な見直しを行う。

(3) 優良な受託事業者の確保

・ 情報提供依頼（以下「ＲＦＩ」という。）の活用

や外部団体が主催する展示会への職員参加によ

り、技術革新等の業界動向の把握や優良企業の発

掘をより幅広く的確に行う。加えて、ＲＦＩ協力

企業の拡充を図るために新規事業者へのダイレク

トメール送付等の取組を継続する。

・ 事業企画段階及び調達段階のＲＦＩ等を実施

し、データベース化した情報について、事業担当

部署を越えて組織横断的に有効活用する。

・ 優良な事業者が受託しやすい環境を整備し、業

務ノウハウの蓄積を図ることができるよう、包括

的な委託、ＳＬＡ（サービス品質に関する合意）

達成による契約更新や複数年契約を活用する。

(4) 調達に精通した人材の育成

調達業務については、高い専門的知見が求められ

ることから、事業担当部署の職員を対象に機構内で

実施する調達実務研修や調達審査業務に携わる職員

を対象に実施する外部機関の研修等を通じて外部委

託担当職員の知見を深め、育成を図る。

加えて、新任職員を対象とした委託先事業者の履

行場所への実査による現状確認やリスク把握の取組

を継続し、委託業務の実務に精通した職員の育成を

進める。
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３．社会保険オンラインシステムの運用・改善・開発

「厚生労働省における政府情報システムの整備及

び管理に関する中長期計画」（2022 年 11 月 11 日）

に則り、デジタル化を前提とした新しい業務体系・

システム構築の実現に向けて、引き続き社会保険オ

ンラインシステムの計画的な見直しに取り組む。

その際、公的年金業務を取り巻く状況の変化に対

応し、業務課題を解消できる新たな業務体系・シス

テムを構築することで、お客様へのサービスの質の

向上及び業務の効率化・公正性の確保等を目指す。

(1) フェーズ１への対応

フェーズ１では、経過管理・電子決裁システム、

電子申請システム、個人番号管理システム、情報連

携システムを開発し、記録の正確性の確保、電子申

請の利用促進によるお客様からの届書のオンライン

化、内部処理のデジタルワークフロー化による事務

処理の効率化、個人番号による情報連携の推進に取

り組み、次の事項をはじめとした、所期の効果を着

実に実現してきたところである。

・ 電子申請割合の向上

（令和４年度の主要７届書※の電子申請割合は

64.6％（令和元年度比 40.7 ポイント増加））

・ 資格取得届の処理日数の短縮

（令和５年４月の電子申請による資格取得届の平

均処理日数は 0.5 日（平成 31 年４月比 2.8 日削

減））

・ 紙届書の減少

（令和４年度に紙で受付した主要７届書※は

３．社会保険オンラインシステムの運用・改善・開発

デジタル化を前提とした新しい業務体系・システ

ム構築の実現に向けて、社会保険オンラインシステ

ムの計画的な見直し及び現行システムの適切かつ確

実な運用、制度改正や業務改善に対応した開発のた

め、年金業務システムのフェーズ１、フェーズ２及

び現行システムについて、以下の取組を行う。

(1) フェーズ１への対応

フェーズ１では、経過管理・電子決裁システム、

電子申請システム、個人番号管理システム、情報連

携システムを開発し、記録の正確性の確保、電子申

請の利用促進によるお客様からの届書のオンライン

化、内部処理のデジタルワークフロー化による事務

処理の効率化、個人番号による情報連携の推進に取

り組み、所期の効果を着実に実現してきた。

引き続き、事務処理の効率化など更なる効果の拡

大を目指すとともに、システムの安定的な運用のた

め、事業部門とシステム部門が連携して、以下の取

組を行う。

① 年金制度改正等への対応

・ 国民年金第１号被保険者に係る育児期間免除

措置に伴い、情報連携を活用した新たなシステ

ムチェック機能等の構築を行う。

・ 次期年金制度改正について、システム要件の

検討・整理を行う。

３．社会保険オンラインシステムの運用・改善・開発

デジタル化を前提とした新しい業務体系・システ

ム構築の実現に向けて、社会保険オンラインシステ

ムの計画的な見直し及び現行システムの適切かつ確

実な運用、制度改正や業務改善に対応した開発のた

め、年金業務システムのフェーズ１、フェーズ２及

び現行システムについて、以下の取組を行う。

(1) フェーズ１への対応

フェーズ１では、経過管理・電子決裁システム、

電子申請システム、個人番号管理システム、情報連

携システムを開発し、記録の正確性の確保、電子申

請の利用促進によるお客様からの届書のオンライン

化、内部処理のデジタルワークフロー化による事務

処理の効率化、個人番号による情報連携の推進に取

り組み、所期の効果を着実に実現してきた。

引き続き、令和７年年金制度改正等の対応を実施

するとともに、システムの安定的な運用のため、事

業部門と協働し、以下の取組を行う。

① 年金制度改正等への対応

・ 令和７年年金制度改正に伴う短時間労働者へ

の適用拡大（賃金要件の撤廃）に係るシステム

開発を着実に進める。また、その他の改正事項

に係るシステム開発を計画的に進める。

・ 令和８年10月の国民年金第１号被保険者に係
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36,995 千件（令和元年度比 16,013 千件削減））

・ 事務センター外部委託費の削減

（令和４年度の外部委託費は 86.5 億円（令和元年

度比約 51億円削減））

（※）資格取得届、資格喪失届、算定基礎届、月額変

更届、賞与支払届、被扶養者異動届、国民年金

第３号被保険者関係届の主要７届書

引き続き、こうした効果の一層の実現を念頭に置

き、お客様からの届書のオンライン化の進展を踏ま

えながら、フェーズ２への影響を最小限に留めつつ、

開発を行うとともに、事業部門とシステム部門が連

携して適切に対応する。

・ 公金口座登録法の改正に基づき、本人の同意

を得た年金振込口座の公金口座情報を国（内閣

総理大臣）に提供するためのシステム開発を進

める。

② 機器更改等の対応

現行機器の耐用年数が到来するシステムについ

て、引き続き、安定的に運用するため、以下のと

おり機器更改を進める。また、更なる事務処理の

効率化に向け、フェーズ１の機能拡張の検討を進

める。

・ 経過管理・電子決裁システムについて、令和

８年１月の更改に向けたシステム開発を進め

る。

・ 情報連携システムについて、令和９年１月の

更改に向けたシステム開発に着手する。

・ 電子申請システムについて、令和 10 年１月の

更改に向け、要件を策定し、開発着手に向けた

手続を進める。

る育児期間免除措置の実施に向け、情報連携を

活用した新たなシステムチェック機能等のシス

テム開発を遅滞なく着実に進める。

・ 既裁定者に係る公金受取口座の登録意思確認

に必要なシステム開発を着実に進める。

・ 令和７年度税制改正に伴う国民年金保険料の

免除基準に係る対応（特定親族特別控除の追加）

等のシステム開発を着実に進める。

② 機器更改等に伴う対応

システムを安定的に運用するため、現行機器の

耐用年数が到来する以下のシステムについて、機

器更改に係るシステム開発を着実に進める。

・ 情報連携システム（令和９年１月更改）

・ 電子申請システム（令和 10 年１月更改）

③ 事務処理の更なる効率化に向けた対応

事務センターで行っている紙で提出された届書

のデータ化を効率的に実施するため、データエン

トリーシステム※のシステム要件を検討・整理し、

構築に向けた調達手続を進める。

※大量の届書受付データを正確に入力・確認する

ためのシステム
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(2) フェーズ２への対応

フェーズ２については、政府最大級の公的年金シ

ステムの刷新を安全・確実に進めていく観点から、

これまで検討してきた開発の妥当性・実現可能性を

踏まえ、下記のとおり進めていく。

・ システムの土台となるデータベース構築とオー

プンなシステムへの転換を優先して開発を進め

る。

・ 新たなプログラムの開発により生じ得るリスク

を低減させるため、現行システム資産も活用（既

存プログラムロジックを変更せず、プログラム言

語の置換えによる開発）しながら開発を進める。

・ 開発にあたっては、公的年金システムの安全か

つ確実な運用を最優先とする。

また、開発の進捗や品質等を適切に管理し、安

全・確実なシステム稼働に向け、適切に対応する。

(3) 現行システムにおけるシステム開発・運用

業務の円滑な推進のため、制度改正や業務改善に

おけるシステム開発への対応を行うとともに、引き

続き事業部門と連携して、以下の取組を行う。

・ 刷新システムへの移行までの間、現行の記録管

理システム及び基礎年金番号管理システムの現状

を維持・運用するとともに、フェーズ２による新

システムへの安全かつ確実な移行を実施する。

・ 年金給付システムの効果的かつ正確な事務処理

を実現するため、内部処理のデジタルワークフ

ロー化を進める。

・ 機構が利用する端末と共通基盤並びにネット

ワーク設備を機構ＩＣＴ基盤と位置づけて、基幹

(2) フェーズ２への対応

フェーズ２は、年金業務システムの中核部分を構

築する大規模なシステム開発及び現行システムから

の移行を実施する開発工程を確実に進めることと

し、国民の年金記録を安全かつ確実に移行させるこ

とを最優先として次の事項に対応する。

・ 令和５年度から着手した本格開発について、引

き続き、開発の進捗や品質等を適切に管理しなが

ら推進する。

・ 開発工程を着実に進めるため、引き続き、体制

の整備を図るとともに、職員のスキル向上策を実

施する。

(3) 現行システムへの対応

基幹業務を安定的かつ円滑に進めるため、事業部

門と協働し、以下の取組を行う。

① 年金制度改正等への対応

・ 国民年金第１号被保険者に係る育児期間免除

措置について、令和８年 10 月施行に向けシステ

ム開発を着実に進める。

・ 次期年金制度改正について、システム要件を

整理し、計画的にシステム開発に着手する。

(2) フェーズ２への対応

フェーズ２は、年金業務システムの中核部分を構

築する大規模なシステム開発及び現行システムから

の移行を実施する開発工程を確実に進めることと

し、国民の年金記録を安全かつ確実に移行させるこ

とを最優先として次の事項に対応する。

・ 令和５年度から着手した本格開発について、引

き続き、開発の進捗や品質等を適切に管理しなが

ら推進する。

・ 年金業務システムの安定・確実なシステム運用

に向け、運用設計等の準備を進める。

(3) 現行システムへの対応

基幹業務の安定的かつ円滑な実施、オンラインビ

ジネスの更なる推進等を行うため、フェーズ２を見

据えつつ、事業部門と協働し、以下の取組を行う。

① 年金制度改正等への対応

・ 令和８年４月に施行する在職老齢年金制度の

見直し、令和８年 10月に施行する国民年金第１

号被保険者に係る育児期間免除措置や、厚生年

金保険料調整制度等に係るシステム開発を着実

に進める。

・ 遺族年金制度の見直しなどその他の令和７年

年金制度改正について、組織横断的な協力を得

ながら順次システム開発に着手し、開発の進捗
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業務におけるセキュリティ要件を維持しつつ、業

務環境の改善に向けて取り組む。 ・ 令和７年度税制改正について、必要なシステ

ム対応の検討を行う。

② 機構ＩＣＴ基盤の再構築

機構ＩＣＴ基盤（端末、共通基盤及びネットワー

ク設備等）の構築を着実に進め、令和８年１月か

ら新たな基盤環境での運用を開始する。

③ 現行システムにおけるフェーズ２への対応

記録管理・基礎年金番号管理システムから

フェーズ２へのデータ移行を安全かつ確実に実施

するため、現行システムのデータ移行に関する検

討及びシステム開発を行う。

④ 業務改善等の取組

・ 障害年金や年金生活者支援給付金に係る事務

処理を迅速かつ効率的に行うため、処理の自動

化や即時化を図るシステム開発を進める。

・ コールセンターにおける応答率の向上及び年

金事務所との連携強化等を実現するため、コー

ルセンターシステムの更改を行う。

・ 現行機器の耐用期限が到来する周辺サーバシ

ステム等のシステムについて、継続して安定的

に運用するため、機器の更改を着実に進める。

や品質等を適切に管理して着実に進める。

・ 年金生活者支援給付金所得基準及び国民年金

保険料免除基準の見直し等のシステム開発を着

実に進める。

② 機器更改等に伴う対応

・ 機構ＩＣＴ基盤（端末、共通基盤及びネット

ワーク設備等）に続き、プリンタ更改を進める。

また、プリンタ更改に合わせて、内部処理に使

用する帳票の電子化などを行い、デジタル化を

推進する。

・ システムを継続して安定的に運用するため、

現行機器の耐用期限が到来するサーバシステム

の機器更改を着実に進める。

③ 現行システムにおけるフェーズ２への対応

・ 記録管理・基礎年金番号管理システムから

フェーズ２への移行を安全かつ確実に実施す

る。

・ 記録管理・基礎年金番号管理システムと接続

している年金給付システム等との連携方式に関

する検討及びシステム開発を進める。

④ オンラインビジネスの更なる推進等への対応
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(4) 年金給付システムの最適化への対応

年金給付業務、及び年金給付システムについては、

これまでの最適化に向けた取組や政府標準ガイドラ

イン等を踏まえ、以下の取組を段階的に実施する。

・ サーバシステム更改時に合わせ、年金給付シス

テムの各機能・システム構成の再編を行う。

・ 事業所に提供している届書作成プログラムに

ついて、更なる電子申請の利用促進などを図る

ため、システムの操作性・利便性の向上に向け

たシステム要件の検討を進める。

(4) 年金給付システムの最適化への取組

引き続き、年金給付業務のデジタル化・自動化を

始めとした年金給付業務の効率化を実現するための

検討を進めるとともに、これまで実施してきたシス

テムの点検結果を踏まえた未稼働資産の廃止を含め

システム再編に向けた準備を進める。

・ 更なる電子申請の利用促進等を図るため、現

在事業所に提供している届書作成プログラムに

替わる新たなシステムの導入に向けた調達手続

を進める。

・ オンラインサービスの拡充を図るため、チャ

ネル系システム（ねんきんネットやオンライン

事業所年金情報サービス等）の機能改善を進め

る。

・ オンラインビジネスを推進するため、年金給

付業務の画面審査・電子決裁に係るシステム開

発を着実に進める。

(4) 年金給付システムの最適化への取組

年金給付システムの次期更改に向けた現状調査や

システム方式の検討を踏まえ、今後の作業計画の策

定に向けた準備を進める。
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４．ＩＣＴ化の推進

ＩＣＴ（情報通信技術）を活用し、人口減少や高

齢化の進行等の社会経済環境の変化及び老齢年金請

求件数の増加等、年金制度を取り巻く環境への対応

を念頭に、デジタル３原則※等の政府全体のデジタ

ル社会の実現に向けての理念・原則を踏まえつつ、

デジタル化による更なる国民の手続負担の軽減、利

便性の向上、正確・迅速かつ効率的な事務処理及び

これらの効果を踏まえた適切な業務体制の構築を実

現するため、不断の改善を行う。

※ デジタルファースト、ワンスオンリー、コネク

テッド・ワンストップ

(1) オンラインビジネスモデルの更なる推進

① オンラインサービスの推進

第３期中期計画期間において、事業所・個人そ

れぞれのお客様のニーズと申請手続等の特性に応

じたオンラインサービスを実現した。

第４期中期計画期間においては、更なるお客様

の手続負担の軽減と機構内部の事務処理の効率化

等を図る観点から、各種オンラインサービスの拡

充を図るとともに、デジタル化がもたらすお客様

へのメリットをわかりやすく周知する等利用促進

４．ＩＣＴ化の推進

社会全体のデジタル化が進展する中、機構におい

ても、お客様の手続負担の軽減や、正確・迅速かつ

効率的な事務処理の実現を図るため、オンライン

サービスの拡充とデジタルワークフローの確立に向

けた取組を進めてきたところ。

令和７年度においても、従来の対面型サービスの

ニーズにも対応しながら、これまで構築してきた各

種オンラインサービスの利用率向上、更なるオンラ

インサービスの拡充、ＡＩによるイノベーションの

活用等について不断の検討及びその実現に向けた取

組を進めていくことで、更なるお客様の利便性向上

と機構の業務効率化の拡大を図っていく。

これまで構築してきた各種オンラインサービスの

利用率向上を図るため、事業所向け・お客様向けの

送付物や機構ホームページ等の内容について、オン

ラインサービスの利用勧奨が適切に分かりやすく説

明されているかという観点から、必要に応じ広報物

の改善等を行う。

(1) オンラインビジネスモデルの推進

① サービスのオンライン化

４．ＩＣＴ化の推進

社会全体のＤＸ化が加速する中、機構においても、

デジタル技術を活用したお客様の手続負担の軽減や

正確・迅速かつ効率的な事務処理の実現を目指し、

オンラインサービスの拡充と利用促進及びデジタル

ワークフローの構築を順次進めているところ。

令和８年度においては、令和７年６月に公布され

た年金制度改正の施行や老齢年金請求件数の増加と

いった環境変化にも対応するため、各種オンライン

サービスの更なる利用促進、オンラインサービスに

係る機構ホームページ等に掲載されているＱ＆Ａの

継続的な改善プロセスの確立、オンライン相談サー

ビスの機能拡充を進めていくとともに、電子申請で

提出された老齢年金請求書等のデジタルワークフ

ローの構築やＡＩによるイノベーションの活用等に

より機構の業務効率化の拡大を図る。

(1) オンラインビジネスモデルの推進

① サービスのオンライン化
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に取り組む。

ア 事業所に対する取組

事業所の手続（届出、通知、照会・情報提供）

に関して、引き続き政府共通インフラ等を活用

したオンラインサービスの拡充と利用促進を進

める。

ⅰ 届出（電子申請の利用促進）

・ 被保険者51人以上の事業所への個別勧奨

ア 事業所向けオンラインサービス

お客様の手続負担の軽減と機構内部の事務処

理の効率化等を図るため、お客様からの届出や

照会、機構からの通知や情報提供に関するオン

ラインサービスの拡充と利用促進に取り組む。

特に、事業所の新規設立時点から事業所向け

オンラインサービスの利用を原則化していくこ

とを目指した環境整備等を進める。

ⅰ 届出（電子申請）

前年度においては、従来から実施してきた

ア 事業所向けオンラインサービス

事業所向けオンラインサービスについては、

サービスの機能拡充や事業所への利用勧奨等を

進めた結果、令和７年末の主要７届書※の電子

申請割合は 78.1％まで向上した。

（※）資格取得届、資格喪失届、算定基礎届、

月額変更届、賞与支払届、被扶養者異動届、

国民年金第３号被保険者関係届の主要７届

電子申請を利用している事業所の割合は、被

保険者 51 人以上の事業所において利用割合が

令和７年末時点で 88.8％まで向上するなど、大

規模事業所を中心に普及が進んでいる一方、事

業所全体の利用割合は 36.9％となっているた

め、今後も中小規模事業所を中心に更なる普及

を推進していく必要がある。

また、令和５年１月より開始しているオンラ

イン事業所年金情報サービスは、令和７年末時

点で約 18万事業所まで増加したものの、全事業

所に対するサービス利用割合の観点では約７％

に留まっているため、引き続き利用事業所を拡

大していく必要がある。

これらの状況と、厚生労働省が策定した「オ

ンライン利用率引上げに係る基本計画」及び今

後の年金制度改正による社会保険適用事業所被

保険者数の増加を踏まえ、令和８年度は以下の

取組を実施する。

ⅰ 届出（電子申請）

主要７届書の電子申請割合を 80％以上、電
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に継続して取り組む。

・ 中小規模の事業所等における電子申請利

用を促進するため、機構が提供する電子申

請用ソフトウェアの改善や、新規適用事業

所への重点勧奨、効率的な制度周知等の取

組を行う。

・ セキュリティ面でのリスク等を低減する

観点から、電磁的記録媒体による届出を原

則廃止し、電子申請への移行促進に取り組

む。

資本金１億円超の法人等の事業所及び被保険

者 51人以上事業所への個別勧奨に加え、被保

険者 21 人以上事業所への個別勧奨をはじめ

とした中小規模事業所への利用勧奨に着手し

た結果、令和６年末の主要７届書※の電子申

請割合は 74.7％まで向上した。

（※）資格取得届、資格喪失届、算定基礎届、

月額変更届、賞与支払届、被扶養者異動届、

国民年金第３号被保険者関係届の主要７届

一方で、電子申請を利用している事業所の

割合は、約３割程度に留まっているため、今

後は、電子申請利用事業所数の増加を目的と

した中小規模事業所への利用勧奨の強化を

図っていく。

令和７年度においては、厚生労働省が策定

した「オンライン利用率引上げに係る基本計

画」も踏まえ、主要７届書の電子申請割合を

76％以上、全事業所における電子申請利用事

業所割合を 35％以上（被保険者 51 人以上の

事業所における電子申請利用事業所割合を

87％以上）まで引き上げることを目指すこと

とし、被保険者 51 人以上の事業所への個別勧

奨に継続して取り組む他、以下の取組を実施

する。

・ これまで電話・訪問による勧奨を実施し

ていなかった中小規模事業所への個別勧奨

を行う。

・ 新規適用届の提出や事業所調査時等の接

触機会を活用した個別勧奨を行う。

子申請実施事業所の割合を40％程度まで引き

上げることを目標とし、この目標達成に向け

た利用促進の取組を行うとともに、今後、適

用事業所数や被保険者数が増加することを見

据え、サービス利用環境の改善に向けた取組

等を進める。

＜主な取組内容＞

・ 中小規模事業所の利用拡大を進めるた

め、体制強化を図った上で、これまで電話・

訪問による勧奨を実施していなかった中小

規模事業所への個別勧奨を行う。

・ 新規適用届の提出や事業所調査時等の接

触機会や地域年金展開事業を活用した利用
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・ 事業所へのリーフレットの一括送付等の

機会を捉えた個別勧奨を行う。

・ ＣＤ等電磁的記録媒体による届出の廃止

を見据え、厚生労働省と連携して検討しつ

つ、電磁的記録媒体により届書を提出して

いる事業所に対する個別勧奨を行う。

・ 主に中小規模事業所の電子申請の利用環

境の改善に係る取組として、機構が提供す

る届書作成プログラムの改善や届書作成に

係る新規ソフトウェアの開発に係る調達を

進める。

勧奨を行う。

・ 事業所へのリーフレットの一括送付等の

機会を捉えた個別勧奨を行う。

・ ＣＤ等電磁的記録媒体による届出の廃止

を見据え、厚生労働省と連携して検討しつ

つ、電磁的記録媒体により届書を提出して

いる事業所に対する個別勧奨を行う。

・ 主に中小規模事業所の電子申請の利用環

境の改善に係る取組として、機構が提供す

る届書作成プログラムの改善や届書作成に

係る新規ソフトウェアの開発についてシス

テム開発を進める。

・ 電子申請義務化対象事業所の拡大や事業

所の負担軽減等に関する対応の検討を進め

る。

・ 今後の年金制度改正により適用事業所数

や被保険者数が増加することを見越し、法

人設立ワンストップサービス等の活用な

ど、事業所の新規設立時点からオンライン

サービスの利用を標準とするための枠組み

の検討を進める。

・ 機構ホームページ等に掲載しているサー

ビスの利用方法に関する案内やＱ＆Ａをよ

り分かりやすくするため、継続的にお客様

の意見の集約、改善策の実行、効果検証等

を行う一連のプロセスの確立を図る。

・ 更なる電子申請の利用促進策として、年

金事務所職員が事業所へ訪問する際、タブ

レット端末等を活用して電子申請の利用勧

奨を促進できるよう試行実施を行う。
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ⅱ 通知・照会・情報提供

ｅ-Ｇｏｖの電子送達サービスを活用し保

険料額等の情報を電子的に提供する「オンラ

イン事業所年金情報サービス」について、利

用者の利便性向上と機構の事務処理の効率化

を図るため、当該サービスの機能拡充と利用

促進に取り組む。

ⅱ 通知、照会・情報提供

オンライン事業所年金情報サービスの利用

者を拡大することで、お客様からの社会保険

料確認などの照会や機構からの情報提供をオ

ンラインで完結する環境整備を推進していく

とともに、通知書等の電子送付の利用を拡大

していくことで郵送費用の削減を図る。

令和７年１月より、ＧビズＩＤをお持ちの

事業主に加え、電子証明書をお持ちの事業主

や社会保険労務士もサービスの利用が可能に

なったことを踏まえ、令和７年度中にサービ

ス利用事業所数を 12 万事業所※とすることを

目指した利用促進の取組を進める。

（※）事業主及び社会保険労務士の総利用者

数

・ 電子申請を利用して届書を提出した事業

所に送付する決定通知書に添付する鏡文書

を活用したオンライン事業所年金情報サー

ビスの利用案内や、リーフレットの送付等、

送付物を活用した利用勧奨を行う。

・ 電子申請利用勧奨や保険料に関する照会

対応時等に個別の案内・利用勧奨を行う。

・ 年金事務所の電話や訪問による個別勧奨

に必要な知識を習得させるための研修や、

習得した知識を実際の個別勧奨時に応用・

活用できるようにするための実践的な研修

を実施するとともに、研修内容をより効果

的なものとするため、継続的に受講者の意

見の集約、改善策の実行、効果検証等を行

う一連のプロセスの確立を図る。

ⅱ 通知、照会・情報提供

オンライン事業所年金情報サービスの利用

事業所割合を 10％※程度まで引き上げること

を目標とし、この目標達成に向けた利用促進

の取組を実施するとともに、サービスの利便

性向上に係るシステム開発を進める。

（※）社会保険労務士経由で利用している事

業所を含む

＜主な取組内容＞

・ 電子申請を利用して届書を提出した事業

所に送付する決定通知書に添付する鑑文書

を活用したオンライン事業所年金情報サー

ビスの利用案内や、リーフレットの送付等、

送付物を活用した利用勧奨を行う。

・ 電子申請利用勧奨や保険料に関する照会

対応時等に個別の利用勧奨を行う。
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イ 個人に対する取組

個人のお客様の手続（納付・免除、申請（届

出）、通知・情報提供、相談等）に関して、引き

続きマイナンバーカード、マイナポータル、「ね

んきんネット」の認証連携をベースとしたオン

ラインサービスの拡充と利用促進に取り組む。

イ 個人向けオンラインサービス

マイナンバーカード、マイナポータル、「ねん

きんネット」の認証連携をベースとして、国民

年金の加入、納付・免除、届書の申請、年金に関

する相談、お客様への通知・情報提供など、お

客様と機構の主要な接点に関するオンライン

サービスの構築及び拡充を進めてきた。

令和７年度においては、これまで拡充を進め

てきたオンラインサービスの利用率を向上させ

ていくことで、お客様の手続負担の軽減と機構

内部の事務処理の効率化を図っていくため、以

下の利用促進に係る取組を行うとともに、これ

まで実施してきた取組に係る課題の検証等を行

うなど、更に効率的・効果的に利用拡大を図る

ための方策の検討を進める。

また、20 歳到達等の年金制度への加入時点か

ら、ねんきんネットに登録し、ご自身の年金記

録の確認や機構への申請等については、原則と

して各種オンラインサービスを利用していただ

く環境を整備していくための課題抽出と対応策

の検討等を行う。

・ 社会保険労務士に提供する情報内容の充

実や、年金制度改正を踏まえた電子送付対

象通知の追加に係るシステム開発を進め

る。

・ その他、上記ⅰ 届出（電子申請）におい

て実施することとしている主な取組内容の

うち、オンライン事業所年金情報サービス

においても効果的な取組については、両

サービス共通の施策として取り組む。

イ 個人向けオンラインサービス

個人向けオンラインサービスについては、マ

イナンバーカード、マイナポータル、「ねんきん

ネット」の認証連携をベースとして、お客様と

機構との主要な接点である国民年金等の手続、

通知・情報提供、相談に係るオンラインサービ

スの構築と利用促進を進めているところである

が、令和７年末時点の電子申請に関するサービ

スの利用割合は２割程度、通知書のペーパーレ

ス化に関するサービスの利用割合は１割程度に

留まっているため、引き続き利用者の拡大を進

めていく必要がある。

これらの状況と、厚生労働省が策定した「オ

ンライン利用率引上げに係る基本計画」及び今

後見込まれる老齢年金請求者の増加等を踏ま

え、令和８年度は、ねんきんネット等における

各種オンラインサービスの周知・広報や利用環

境の整備等、以下の取組を実施する。
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ⅰ 納付・免除

更なる納付や免除申請の利便性の向上を図

るため、オンラインサービスの拡充を進める

とともに利用促進に取り組む。

ⅰ 加入、納付・免除

これまで開始してきたオンラインサービス

について以下のような利用促進に取り組み、

令和７年度の電子申請割合について、国民年

金被保険者関係届、国民年金学生納付特例申

請書は 25％以上、国民年金保険料免除申請書

は 11％以上とすることを目指す。

・ マイナポータルのお知らせや、「ねんきん

ネット」のメール機能を活用した利用勧奨

・ 大量送付物（納付書や年金証書）への案

内文掲載やリーフレット同封

・ 国民年金に係る加入手続等で、窓口へ来

訪されたお客様への利用勧奨

・ 納付書再発行の依頼をされたお客様への

ⅰ 加入、納付・免除

国民年金関係届書の電子申請割合につい

て、国民年金被保険者関係届は 26％程度、国

民年金学生納付特例申請書は 32％程度、国民

年金保険料免除申請書は15％程度まで引き上

げることを目標とし、以下の取組を行う。

＜主な取組内容（周知・広報）＞

・ 窓口において、お客様に対し、個々の状

況に応じたサービスの案内を行う。

・ 学生向け年金セミナーやハローワークで

の雇用保険説明会において、学生や退職者

に対し、各々の状況に応じたサービスの案

内を行う。

・ 事業所調査時等において、事業主を通じ、

従業員やその家族に対し、各種サービスの

周知を行う。

・ 市区町村や年金委員等を通じ、各種サー

ビスの周知を行う。

・ マイナポータルのお知らせや、ねんきん

ネットのメール機能を活用し、各種サービ

スの周知を行う。

・ インターネット広告を活用し、各種サー

ビスの周知を行う。

・ 機構ホームページや機構公式Ｘを活用

し、各種サービスの周知を行う。

・ 大量送付物（納付書等）への案内文掲載

やリーフレットの同封を行うことにより、

各種サービスの周知を行う。

＜主な取組内容（利用環境の整備）＞

・ 年金制度改正により国民年金育児免除制
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ⅱ 申請（届出）

お客様の申請（届出）にかかる利便性の向

上と、業務の正確性・効率化を図る観点から、

可能な限り既保有情報とシステムチェックを

活用したサービスの拡充を進めるとともに利

用促進に取り組む。

利用勧奨

・ 事業所調査時等を活用した事業主を通じ

た従業員やその家族への利用勧奨

・ 学生向け年金セミナーやハローワークで

の雇用保険説明会における利用勧奨

・ ホームページやＸ（旧 Twitter）を活用し

た情報発信

ⅱ 申請（届出）

これまで開始したオンラインサービスの利

用者の拡大を図るため、以下のような利用促

進に取り組み、扶養親族等申告書の簡易な電

子申請サービスの電子申請割合について、前

年度以上の伸び幅とすることを目指す。

また、令和７年３月に対象者を拡大した老

度が創設されることを踏まえた、電子申請

環境の整備及び周知を行う。（Ⅰ－９(3)①

参照）

・ 機構ホームページ等に掲載しているサー

ビスの利用方法に関する案内やＱ＆Ａを分

かりやすくするため、継続的にお客様の意

見の集約、改善策の実行、効果検証等を行

う一連のプロセスを確立する。

・ 年金事務所の電話や訪問による個別勧奨

に必要な知識を習得させるための研修や、

習得した知識を実際の個別勧奨時に応用・

活用できるようにするための実践的な研修

を実施する。また、研修内容をより効果的

なものとするため、継続的に受講者の意見

の集約、改善策の実行、効果検証等を行う

一連のプロセスを確立する。

・ オンラインサービスの利用を促進するた

め、新規加入者（特に 20歳到達時点の者）

がねんきんネットに登録しやすい環境整備

に向けた検討をする。

・ お客様から機構への手続や通知等につい

てオンラインサービスの利用を原則化して

いくための制度的対応等を検討する。

ⅱ 申請（届出）

扶養親族等申告書の簡易な電子申請サービ

スの電子申請割合について、前年度以上の電

子申請件数とすることを目指した利用促進の

取組など、年金給付関係届書の申請に係るオ

ンラインサービスの周知・広報等を行う。

＜主な取組内容＞
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ⅲ 通知・情報提供

お客様への情報提供に係る利便性の向上を

図りつつ、通知に係るコスト削減やリスク低

減を図るため、マイナポータル、ねんきんネッ

トを活用したサービスの拡充を進めるととも

に利用促進に取り組む。

齢年金請求書等の簡易な電子申請について、

お客様アンケート等の実施によるニーズの把

握・分析を踏まえ、ホームページやリーフレッ

ト等の見直しを適宜行うことにより、お客様

への効果的な周知・広報を行う。

・ マイナポータルのお知らせや、「ねんきん

ネット」のメール機能を活用した利用勧奨

・ 大量送付物への案内文掲載やリーフレッ

ト同封

・ 年金相談等で、窓口へ来訪されたお客様

への利用勧奨

・ 事業所調査時等を活用した事業主を通じ

た従業員やその家族への利用勧奨

・ ホームページやＸ（旧 Twitter）を活用し

た情報発信

ⅲ 通知・情報提供

確定申告に係るお客様の手続負担の軽減や

機構から送付する紙通知書の郵送費用の削減

等を図るため、以下のような利用促進に取り

組み、これまで開始したオンラインサービス

のうち、国民年金保険料控除証明書の電子送

付サービスについては、通知書発行件数に対

する電子送付サービスの利用率の伸び幅を令

和６年度実績から 2.0 ポイント以上、公的年

金等の源泉徴収票の電子送付サービスについ

ては同利用率の伸び幅を令和６年度実績から

1.0ポイント以上、ねんきん定期便のペーパー

レス化については、ねんきん定期便送付者に

対するペーパーレス化登録率を10％以上とす

ることを目指した利用促進の取組を進めると

・ 年金給付関係の申請に係る電子申請の利

用促進の取組については、Ⅰ－５(4)④参

照。

・ その他、上記ⅰ 加入、納付・免除におい

て実施することとしている主な取組内容の

うち、年金給付関係の申請に係る電子申請

においても効果的な取組については、両

サービス共通の施策として一元的に取り組

む。

ⅲ 通知・情報提供

通知書の送付件数に対するペーパーレス化

登録割合について、国民年金保険料控除証明

書は 20％程度、公的年金等の源泉徴収票は

５％程度まで引き上げ、ねんきん定期便の発

行件数に対するペーパーレス化登録割合につ

いては令和７年度実績から 1.0 ポイント程度

引き上げることを目標とし、上記ⅰ記載の取

組内容のほか、以下の取組を行う。

＜主な取組内容＞

・ 確定申告における利便性の向上も含め、

国税庁と連携した利用勧奨を実施する。

・ ねんきん定期便等のペーパーレス化登録

割合の大幅な増加に向けた方策を検討す

る。
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ⅳ 相談

お客様の年金相談に係る利便性向上や機構

の回答業務の効率化を図るため、オンライン

による相談等を可能とする環境の構築に取り

組む。

ともに、効率的・効果的に上記サービスの利

用率の向上を図るための方策の検討を進め

る。

・ マイナポータルのお知らせや、「ねんきん

ネット」のメール機能を活用した利用勧奨

・ 大量送付物への案内文掲載やリーフレッ

ト同封

・ 通知書の再発行手続等で、窓口へ来訪さ

れたお客様への利用勧奨

・ 事業所調査時等を活用した事業主を通じ

た従業員やその家族への利用勧奨

・ ホームページやＸ（旧 Twitter）を活用し

た情報発信

ⅳ 相談

今後のチャネル戦略を踏まえて、お客様の

年金相談に係る利便性向上や機構の回答業務

の効率化を図るため、オンラインによる相談

環境の構築等に取り組む。

また、令和７年１月に試行実施を開始した、

ねんきんネット上で文書相談の受付・回答を

実施するサービスの本格実施に向けた検討を

進める。

ⅳ 相談

今後の年金請求件数の増加やチャネル戦略

を踏まえて、お客様の年金相談に係る利便性

向上や機構の回答業務の効率化を図るため、

以下のオンライン相談環境の拡充に取り組

む。

・ 離島３島（佐渡・壱岐・五島）向けのＷｅ

ｂ会議サービスを利用したオンライン年金

相談について、運用課題の整理等を進める。

また、上記の課題を踏まえ、他の市区町

村役場においてもオンライン年金相談がで

きるよう、対象拡大を進める。

さらに、将来的に来訪せずにオンライン

年金相談が可能となるよう、具体化に向け

た検討を進める。（Ⅰ－７(4)①参照）

・ 海外在住者や障害者を対象に試行実施し

ている「文書によるオンライン年金相談」
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② デジタルワークフローの確立

ＩＣＴの活用等による事務処理の効率化や正確

性の確保、リスク低減に向けた取組を推進する。

取組に当たっては、情報セキュリティの維持・

向上を図りつつ、ＡＩ、クラウド等の最新のＩＣ

Ｔの動向を踏まえ、技術導入等について不断の検

討を行う。

② デジタルワークフローの確立

届書の電子データによる審査・電子決裁を前提

とした「紙をなくす・紙を移動させない」事務処

理の推進に引き続き取り組むとともに、ＩＣＴの

活用等による機構内部の事務処理の効率化や正確

性の確保、リスク低減に向けた取組を一層推進す

る。

ア 「紙をなくす・紙を移動させない」事務処理

の推進

・ 電子申請で提出された老齢年金請求書等を

正確かつ効率的に処理するため、受付後の申

請書の画面審査・電子決裁機能の構築を引き

続き進める。

・ これまで機構内において、紙で出力して利

用・保管している各種帳票について、電子デー

タ化等の対応を進める。

令和７年度は、拠点が記録管理システムか

ら出力している帳票（818 帳票）のうち、電子

化未実施となっている帳票（125 帳票・約

2,870 万枚）の中から、出力枚数が多く、電子

化又は帳票廃止することで事務処理効率化の

効果が大きい 14 帳票・約 1,000 万枚につい

て、システム開発を進める（令和８年度実施

予定）。

残る帳票についても、引き続き電子化や廃

について、試行実施対象に離島在住者を追

加し、更なる課題検証・本格実施に向けた

検討を進める。（Ⅰ－７(4)②参照）

② デジタルワークフローの確立

ア 「紙をなくす・紙を移動させない」事務処理

の推進

・ 電子申請で提出された老齢年金請求書を正

確かつ効率的に処理するため、受付時のシス

テムチェックの自動化及びチェック結果を

もとに画面上から審査・決裁を可能とするシ

ステム開発を進め、運用を開始する。（Ⅰ－５

(4)③参照）

・ これまで機構内において、紙で出力して利

用・保管している各種帳票について、電子デー

タ化等の対応を進める。

令和８年度は、拠点が紙で出力している帳

票のうち、出力枚数が多く事務処理効率化の

効果が大きい 14 帳票・約 1,000 万枚につい

て、電子化又は帳票廃止を行う。また、機構

本部が紙で出力している帳票について、電子

化や廃止に係る検討を行う。
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(2) マイナンバーの活用

・ マイナンバーによる情報提供ネットワークシス

テムを通じた情報連携の仕組みを活用して、他の

行政機関との情報照会及び提供の範囲を拡大（戸

籍情報連携や外国人の在留資格に係る許可に関す

る情報連携等）し、年金受給者・被保険者等の利

便性の向上を図るとともに、業務の適正化・効率

化を図る。

止に係る検討を進める。

イ ＩＣＴの活用等による内部処理の効率化

・ 手作業の省力化と作業時間短縮のため、現

在導入しているＲＰＡ業務の推進を図るとと

もに、電子媒体で情報授受を行っている外部

機関とのデータ回付業務についてリスク低減

の観点から引き続き見直しを進める。

・ 機構本部業務の効率化を図るため、年金個

人情報を扱わない機構内部の業務（議事録作

成や職員からの照会対応）について、生成Ａ

Ｉ活用の試行実施を行い、業務への有効性確

認や情報セキュリティ面における検証を行

う。

・ 令和７年公的年金加入状況等調査の実施に

当たり、従来の紙の調査に加えて、新たにオ

ンラインによる回答方式を導入し、年金事務

所の事務効率化を図る。

(2) マイナンバーを利用した情報連携サービスの活用

個人番号の利用範囲の拡大に伴い、外国人の在留

資格に係る許可に関する情報の取得等のためのシス

テム構築等について、関係機関と連携して準備を進

める。（Ⅰ－９(2)参照）

イ ＩＣＴの活用等による内部処理の効率化

・ 機構本部の事務効率化を図るため、令和７

年度に行った生成ＡＩ活用の試行実施を踏

まえ、年金個人情報を扱わない各種業務に対

して生成ＡＩを活用できる環境の構築に向

けた検討を進め、調達手続に着手する。

・ 年金事務所の事務効率化を図るため、年金

事務所窓口にタブレット端末等を設置し、お

客様が年金事務所の窓口で国民年金保険料

の免除申請や老齢年金の請求など各種手続

の電子申請が行えるよう試行実施を行う。

・ 手作業の省力化と作業時間短縮のため、現

在導入しているＲＰＡ業務の推進を図ると

ともに、紙や電子媒体で情報授受を行ってい

る外部機関とのデータ回付業務について見

直しに向けた検討を進める。

(2) マイナンバーを利用した情報連携サービスの活用

個人番号の利用範囲の拡大に伴い、出入国在留管

理庁との外国人の出入国等に関する情報連携につい

て、令和９年３月に試行運用が行われる予定である

ことから、脱退一時金審査事務等の見直しを検討す

る。
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Ⅲ 業務運営における公正性及び透明性の確保その他

業務運営に関する重要事項

１．内部統制システムの有効性確保

機構の内部統制については、理事会の統括の下、

「内部統制システム構築の基本方針」（業務方法書

第 16条）に基づき、業務の適正性確保に向け、以下

の取組を行う。また、それらの取組に併せて、リス

ク管理の三線防御体制（※）の実効性・効率性を高

めるための取組の改善も不断に進める。

（※）機構においては、三線防御体制を以下のとおり

位置付けている。

第三線：第二線に対するリスク管理体制の整備・

運用状況の有効性に関する監査を行う

部署

第二線：第一線のリスク管理のルールを定め、

ルールの順守状況をモニタリングし、

リスクへの対応を行う部署

第一線：リスクオーナーとして、事業を行う部

署

(1) 事務処理の正確性の確保

事務処理誤りの発生は、年金権の侵害につながる

ため、事務処理の正確性を確保する必要がある。事

務処理誤りの早期発見及び対応を行い、発生防止・

未然防止を図るため、以下の取組を行う。

Ⅲ 業務運営における公正性及び透明性の確保その他

業務運営に関する重要事項

１．内部統制システムの有効性確保

機構の内部統制については、理事会の統括の下、

「内部統制システム構築の基本方針」（業務方法書第

16 条）に基づき、業務の適正性確保に向け、以下の

取組を行う。また、それらの取組に併せて、リスク

管理の三線防御体制（※）の実効性・効率性を高め

るための取組を進める。

（※）機構においては、三線防御体制を以下のとおり

位置付けている。

第三線：第二線に対するリスク管理体制の整備・

運用状況の有効性に関する監査を行う

部署（監査部）

第二線：第一線のリスク管理のルールを定め、

ルールの順守状況をモニタリングし、リ

スクへの対応を行う部署（リスク統括

部、業務品質管理部、調達企画部、情報

管理対策室、システム企画部、コンプラ

イアンス部等）

第一線：リスクオーナーとして、事業を行う部

署（年金事務所、事務センター、本部事

業担当部署）

(1) 事務処理の正確性の確保

事務処理誤りの発生は、年金権の侵害につながる

ため、事務処理の正確性を確保する必要がある。事

務処理誤りの早期発見及び対応を行い、発生防止・

未然防止を図るため、以下の取組を行い、事務処理

誤りの削減を目指す。

Ⅲ 業務運営における公正性及び透明性の確保その他

業務運営に関する重要事項

１．内部統制システムの有効性確保

機構の内部統制については、理事会の統括の下、

「内部統制システム構築の基本方針」（業務方法書第

16 条）に基づき、業務の適正性確保に向け、以下の

取組を行う。また、それらの取組に併せて、リスク

管理の三線防御体制（※）の実効性・効率性を高め

るための取組を進める。

（※）機構においては、三線防御体制を以下のとおり

位置付けている。

第三線：第二線に対するリスク管理体制の整備・

運用状況の有効性に関する監査を行う

部署（監査部）

第二線：第一線のリスク管理のルールを定め、

ルールの順守状況をモニタリングし、リ

スクへの対応を行う部署（リスク統括

部、業務品質管理部、情報管理対策室、

システム企画部、コンプライアンス部

等）

第一線：リスクオーナーとして、事業を行う部

署（年金事務所、事務センター、本部事

業担当部署）

(1) 事務処理の正確性の確保

事務処理誤りの発生は、年金権の侵害につながる

ため、事務処理の正確性を確保する必要がある。事

務処理誤りの早期発見及び対応を行うとともに、事

務処理誤りの削減に向け、再発防止及び未然防止を

図るための取組を行う。
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① 事務処理誤りの早期発見及び対応

・ 日報、事務処理誤り報告等のモニタリングに

より、早期に事務処理誤りを発見し、必要な対

応を速やかに実施する。

・ 事務処理誤りの月次公表や年次公表を行い、

事務処理誤り等の点検・分析を徹底する。

① 事務処理誤りの早期発見、発生時の対応及び発

生防止等に向けた取組

ア 事務処理誤りの早期発見

・ 日報や事務処理誤り報告等の日々のモニタ

リングを精緻に行い、事務処理誤りを早期に

発見・対応するとともに、役員等への報告、個

別対応を速やかに行う。

・ 事務処理誤りの月次公表、年次公表を適切

に行うとともに、事務処理誤りについての点

検・分析を徹底することで、同種の事案の早

期発見を図り、発生防止に向けた取組に反映

させる。

・ 「お客様の声」の分析等により、事務処理誤

りにつながる事案を早期に発見・対応し、発

生防止に向けた取組を行う。

イ 事務処理誤り発生時の対応

・ 事務処理誤りを発生させた部署は、リスク

部門等関係部署に直ちに報告するとともに、

進捗管理を徹底しての早期完了、本部・拠点

共同での発生原因の調査・分析及び再発防止

策の策定を行う。

・ リスク部門は、役員等への報告、関係部署

との原因の追加調査及び再発防止の対応にか

かる本部各部門への指示を行う。

・ 本部各部門は、進捗確認と事案管理を行い、

事務処理誤りの原因を踏まえ、再発防止を図

るため業務処理マニュアルの改正等の必要な

対応及び拠点への周知・徹底を行う。

① 事務処理誤りの早期発見及び発生時の対応

ア 事務処理誤りの早期発見

・ 日報や事務処理誤り報告等の日々のモニタ

リングを精緻に行い、事務処理誤りを早期に

発見するとともに、役員等へ速やかに報告す

る。

・ 事務処理誤りの月次公表、年次公表を適切

に行うとともに、事務処理誤りについての点

検・分析を徹底し、同種の事案の早期発見を

図る。

・ 「お客様の声」の分析のほか、審査請求や訴

訟からも事務処理誤りに係る課題等を把握す

る。

イ 事務処理誤り発生時の対応

・ 事務処理誤りを発生させた部署は、リスク

管理担当部署等関係部署に直ちに報告すると

ともに、進捗管理を徹底して早期完了、本部・

拠点共同での発生原因の調査・分析及び再発

防止策の策定を行う。

・ リスク管理担当部署は、事案の重要度や影

響度を踏まえ、役員等への報告、関係部署と

の連携による原因の追加調査及び再発防止の

対応に係る本部各部門への指示を行う。

・ 本部各部門は、進捗確認と事案管理を行い、

事務処理誤りの原因を踏まえ、再発防止策の

策定及び再発防止策に係る業務処理マニュア

ルの改正等の必要な対応及び拠点への周知・

徹底を行う。
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② 事務処理誤りの削減に向けた取組

事務処理誤りの発生を防止するため、事務処理

誤りの分析結果に基づき、必要な取組を継続的に

実施する。

③ ルールの徹底

ルールを現場に定着させ、ルールの徹底を確実

なものとするため、以下の取組を行う。

ア 指示・事務連絡の発出件数及び発出時期の平

準化に努めるとともに、現場にとって「分かり

やすい」指示・事務連絡とすることにより、指

示等の内容及びルールの趣旨に対する理解度を

向上させ、遵守すべきルールの浸透・定着を図

る。

イ 重要な指示・事務連絡については、解説動画

を作成し、視聴することにより、指示・事務連

絡の理解度向上を図る。

ウ 機構本部の関係部署が連携し、指示・事務連

絡及び業務処理マニュアルについて、これらに

則して業務が行われる体制を維持するため、定

期的にルールの理解度を確認する。その結果を

踏まえ拠点に対し適切な指導を実施するととも

② 事務処理誤りの削減に向けた取組

事務処理誤りの再発防止及び未然防止のため、

発生原因等を分析し、その結果に基づき、研修や

指導等、必要な取組を実施する。また、お客様に

重大な影響を与え、機構の信頼を著しく損ねる事

務処理誤りについては、発生原因等の分析や分析

結果に基づいた再発防止及び未然防止の取組を徹

底する。

③ ルールの徹底

ルールを現場に定着させ、ルールの徹底を確実

なものとするため、以下の取組を行う。

ア 事業担当部署との事前調整を徹底することに

より、指示・事務連絡の発出件数及び発出時期

の平準化に努め、現場負担の軽減を図る。

また、指示・事務連絡の審査を徹底する他、指

示・事務連絡作成担当者への研修を実施し、現

場にとって「分かりやすい」指示・事務連絡の

発出を行うことで、指示等についての理解を促

進し、遵守すべきルールの浸透・定着を図る。

イ 重要な指示・事務連絡について、解説動画を

作成し、拠点のルール徹底担当者等が確実に視

聴し理解することにより、指示・事務連絡の理

解度の向上及び確実なルールの徹底を図る。

ウ

② 事務処理誤りの削減に向けた取組

事務処理誤りの再発防止及び未然防止のため、

発生原因等を分析し、その結果に基づき、対策を

検討・策定した上で、効果的な周知、研修及び指

導等、必要な取組を着実に実施し、更なる強化を

図る。特に、お客様に重大な影響を与え、機構の

信頼を著しく損ねる事務処理誤りについては、発

生原因等の精緻な分析や分析結果に基づく再発防

止及び未然防止の取組を徹底する。

③ ルールの徹底

ルールを現場に定着させ、ルールの徹底を確実

なものとするため、以下の取組を行う。

ア 事業担当部署との事前調整を徹底することに

より、指示・事務連絡の発出件数及び発出時期

の平準化に努め、現場負担の軽減を図る。

また、指示・事務連絡の審査を徹底するほか、

指示・事務連絡作成担当者のスキルアップを図

るための研修を実施し、現場にとって「分かり

やすい」指示・事務連絡の発出を行うことで、

指示等についての理解を促進し、遵守すべき

ルールの浸透・定着を図る。

イ 重要な指示・事務連絡について、解説動画を

作成し、拠点のルール徹底担当者等が確実に視

聴し理解することにより、指示・事務連絡の理

解度の向上及び確実なルールの徹底を図る。

ウ 指示・事務連絡及び業務処理マニュアルに則

して業務が行われる体制を維持し、お客様対応

においても回答内容が正確であることを確認の

上で対応することを徹底するため、以下の取組

を行う。
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に、必要とされる対策を的確に実施する。

エ 本部現業部門における事務処理誤り報告の分

析及び業務処理マニュアルの遵守状況調査を実

施し、その結果に基づき、本部現業部署に対す

る指導又は業務処理マニュアルの改善等を行

う。

(2) リスク管理とコンプライアンス確保の取組

① リスク管理

お客様の大切な個人情報（年金個人情報及び特

定個人情報（マイナンバー））の保護、年金制度を

運営する社会インフラとしての機能を維持する観

点から、「事務リスク」、「システムリスク」、「情

指示及び業務処理マニュアルの理解度を確認

するため定期的に理解度チェックを実施すると

ともに、業務手順に関する小テストである一問

一答を着実に実施する。

理解度チェックの結果を地域部はじめ本部関

係部署間で情報共有・連携して必要な対策を講

じるとともに、理解度チェックの結果を踏まえ、

ルール徹底が不十分と認められる拠点に対して

は、個別指導を行う。

また、業務処理マニュアルを参照して業務を

行うことを促進及び定着させる取組として、業

務処理要領確認システム（ＭＡＣＳ）の利用促

進を目的に研修を実施する。

エ 本部現業部門における事務処理誤り報告を分

析した上で、業務処理マニュアルの整備状況や

遵守状況について、本部現業部署に対する実態

調査を実施し、その結果に基づき、本部現業部

署に対する指導又は企画部署との協働による業

務処理マニュアルの改正を行う。

(2) リスク管理とコンプライアンス確保の取組

① リスク管理

「事務リスク」、「システムリスク」、「情報セキュ

リティリスク」及び「災害その他リスク」につい

て、各セグメントに応じリスクアセスメント等を

活用したリスクの把握及び未然・再発防止を図る

・ 指示及び業務処理マニュアルの理解度を確

認するため、定期的に理解度チェックを実施

するとともに、理解度チェックの結果を地域

部と情報共有し、ルール徹底が不十分と認め

られる拠点を的確に洗い出し、状況に応じた

個別指導を行う。

・ 日々の朝礼等において出題する業務手順に

関する小テスト「一問一答」の着実な実施を

進めるとともに、より効果的な設問内容とな

るよう本部関係部署と連携強化を図る。

こうした理解度チェックの仕組み及び「一

問一答」の実施方法が、より実効性の高いも

のとなるよう、更なる検討を行う。

・ 業務処理マニュアルを参照して業務を行う

ことを促進及び定着させる取組として、業務

処理要領確認システム（ＭＡＣＳ）の利用促

進を目的に研修を実施する。

エ 本部現業部門における事務処理誤り報告や同

部門に対する指示等を踏まえ、業務処理マニュ

アルの整備状況や遵守状況について実態調査を

実施し、その結果に基づき、同部門に対する指

導又は企画部署との協働による業務処理マニュ

アルの改正を行う。

(2) リスク管理とコンプライアンス確保の取組

① リスク管理

「事務リスク」、「システムリスク」、「情報セキュ

リティリスク」及び「災害その他リスク」につい

て、各セグメントの特性に応じ、リスクアセスメ

ント等を活用して、リスクの把握及び未然・再発
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報セキュリティリスク」及び「災害その他リスク」

の各種リスクに適切に対応し、問題事案発生の未

然・再発防止を図る。

ア 事務リスクへの対応

リスク統括部が主管部として定期的にリスク

を把握し、関係部署と連携・情報共有するとと

もに適切に対応を行うため、以下の取組を行う。

・ 適切な拠点運営が行われているか確認する

ため、拠点長からの日次の業務報告の点検を

行う。

・ 事務処理の正確性を確保するため、事務処

理誤り報告の定期的な点検を行う。

・ 本部現業部門で発生するリスクを早期に把

握するため、引き続き、本部現業の進捗管理

の仕組みによる経常的なモニタリングを行う

とともに、その高度化を図る。

・ 各種指標のモニタリング及びモニタリング

結果の分析により、リスクが高いと考えられ

る拠点を把握し、リスク発生の低減を図る。

イ システムリスクへの対応

リスク分析を促進させシステム障害の未然・

再発防止に努め、対応状況について定期的に報

告するとともに、明確な役割分担に基づくシス

ため、特に、オンラインビジネスモデルの諸施策

の推進を踏まえ、以下の取組を実施する。

ア 事務リスクへの対応

事務処理誤りの発生防止等について、定期的

にリスク管理委員会へ報告する。

リスクの早期把握及び把握したリスクに対す

る対応方針・対応状況について確認し、関係部

署と連携・情報共有するとともに適切な対応を

行うため、以下の取組を行う。

・ 拠点長からの日報、事務処理誤り報告、お

客様の声及び届書処理状況の点検を行う。

・ 事務処理誤り報告の年次点検を行い、事務

処理誤りの原因等の分析を行う。

・ 本部現業部門で発生するリスクを早期に把

握するため、引き続き、本部現業部署からの

日報、届書処理状況の点検及び本部現業（届

書・届書以外）の進捗管理の仕組みによる経

常的なモニタリングを行う。

・ 事業実績評価結果、お客様対応業務システ

ム、監査結果などの各種指標を用いたモニタ

リングの結果を多角的に分析することによ

り、リスクが高いと考えられる拠点を把握及

び速やかに関係部署と共有し、リスク発生の

低減を図る。

イ システムリスクへの対応

過去事例の分析を踏まえた再発防止策の活用

等により、引き続きシステム障害の未然・再発

防止を図るとともに、発生した障害について、

防止を図るため、特に、オンラインビジネスモデ

ルの諸施策の推進を踏まえ、以下の取組を実施す

る。

ア 事務リスクへの対応

リスクの早期把握及び把握したリスクに対す

る対応方針・対応状況について確認し、関係部

署と連携・情報共有するとともに適切な対応を

行うため、以下の取組を行う。

・ 拠点長からの日報や事務処理誤り報告の

日々のモニタリングを精緻に行うとともに、

お客様の声及び届書処理状況の点検を行う。

・ 事務処理誤り報告の年次点検を行い、事務

処理誤りの原因等の分析を行う。

・ 本部現業部門で発生するリスクを早期に把

握するため、本部現業部署からの日報、届書

処理状況の点検及び本部現業（届書・届書以

外）の進捗管理の仕組みによる経常的なモニ

タリングを行う。

・ 事業推進、規律保持及びお客様対応の状況

等の観点から、事業実績評価結果、監査結果、

お客様対応業務システムなど、各種データを

分析することにより、リスクが高い拠点を把

握し、速やかに関係部署と共有し、リスク発

生の低減を図る。

・ 事務処理誤りの発生防止等について、定期

的にリスク管理委員会へ報告する。

イ システムリスクへの対応

過去事例について工程毎に問題点や原因を分

析し、分析を踏まえた再発防止策の活用等によ

り、引き続きシステム障害の未然・再発防止を
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テム運用を実現させることにより、システムの

安定稼働を継続させる。

ウ 情報セキュリティリスクへの対応

情報セキュリティリスクへの対応状況につい

て、定期的に報告するとともに、経常的にチェッ

クできる体制を継続する。

エ 業務継続計画（ＢＣＰ）の見直し（災害その

他リスクへの対応）

災害リスクの懸念が増大する中で、非常時に

おいても年金の支払いをはじめ、国民生活に影

響を与えるような業務が継続できるよう、以下

について検討を行い、早期に方針を策定すると

ともに、順次対応する。

・ 緊急時の年金給付体制の運用面の強化

・ 記録管理システム等のバックアップ体制

・ 大規模地震対策 等

② コンプライアンス確保

社会情勢の変化に対応した役職員のコンプライ

定期的にリスク管理委員会へ報告する。

また、明確な役割分担に基づき適切な情報共

有を行いながらシステムの安定稼働を継続させ

る。

ウ 情報セキュリティリスクへの対応

外部専門家による情報セキュリティリスク分

析評価及び脆弱性診断等の結果等について、定

期的にリスク管理委員会へ報告するとともに、

把握したリスクに対する対応方針、対応状況に

ついて確認し、必要な対応を行う。

エ 業務継続計画（ＢＣＰ）の見直し等（災害そ

の他リスクへの対応）

災害等の非常時における年金支払の継続につ

いて、これまでの機能強化や体制整備を踏まえ、

発災時に迅速な対応ができるよう、引き続き準

備や訓練、マニュアルの改善等を行い、継続的

に運用面の精緻化を図るとともに、復旧時の対

応手順等について整備を進める。

また、記録管理システム等のバックアップ体

制、年金事務所等の拠点被災時の対応等、大規

模災害時や近年顕著な自然災害発生時のリスク

への対応について、引き続き検討を進め、方針

を策定し、順次対応する。

② コンプライアンス確保

・ コンプライアンス確保のため、役職員に対し、

図るとともに、発生した障害について、定期的

にリスク管理委員会へ報告する。

また、明確な役割分担に基づく適切な情報共

有を行いながらシステムの安定稼働を継続させ

る。

ウ 情報セキュリティリスクへの対応

外部専門家による情報セキュリティリスク分

析評価及び脆弱性診断等の結果等について、定

期的にリスク管理委員会へ報告するとともに、

把握したリスクに対する対応方針、対応状況に

ついて確認し、必要な対応を行う。

また、ランサムウェア等、近年サイバー攻撃

のリスクが拡大していることを踏まえ、必要な

体制を確保し、対応策の検討を進める。

エ 業務継続計画（ＢＣＰ）の見直し等（災害そ

の他リスクへの対応）

災害等の非常時における年金支払の継続につ

いて、これまでの機能強化や体制整備を踏まえ、

発災時に迅速な対応ができるよう、平常時から

年金支払に必要な準備や訓練の実施、マニュア

ルの改善等を行い、継続的に運用面の精緻化を

図るとともに、復旧時の対応手順等について整

備を進める。

また、記録管理システム等のバックアップ体

制、年金事務所等の拠点被災時の対応等、大規

模災害時や近年顕著な自然災害発生時のリスク

への対応について、引き続き検討を進め、方針

を策定し、順次対応する。

② コンプライアンス確保

・ コンプライアンス確保のため、役職員に対し、
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アンス意識の維持・向上、法令等違反通報制度の

適切な運用、発生したコンプライアンスに関する

問題への迅速かつ厳正な対応、未然防止及び再発

防止の取組等を通じてコンプライアンスの確保を

徹底する。

③ 情報共有の促進

組織一体となった業務運営を継続していくた

め、本部内での情報共有や本部と現場間の情報共

有を引き続き促進していく。

また、厚生労働省との情報共有について、引き

続き推進する。

ケーススタディを活用した実効性のある研修

（随時）、社内報等での情報発信（毎月）を行う

とともに、コンプライアンス自己点検（毎月）、

コンプライアンス意識調査（年１回）を継続的

に実施する。

・ 組織全体にコンプライアンス確保を徹底して

いくため、各拠点における職員への意識喚起等

の取組状況を把握し、拠点長等に対して当該取

組状況等を踏まえた助言や指導を行う。

・ 法令等違反通報制度を適切に運用するととも

に、発生したコンプライアンスに関する問題に

ついて、速やかに調査等を行い、再発防止を講

じる。また、全体の対応状況についてコンプラ

イアンス委員会（年６回）に報告を行う。

・ 役職員に制裁の事由に該当する行為があった

場合には厳正に対処するとともに、全役職員に

対して定期的に制裁事案の情報を共有し、同様

事案の発生防止に係る注意喚起を行い、綱紀粛

正の徹底を図る。

③ 情報共有の促進

組織一体となった業務運営のため、本部内の情

報共有や本部と現場間の情報共有を促進する。ま

た、厚生労働省との情報共有体制を引き続き確保

し、連携・相互理解を促進する。

ア 本部と現場の情報共有

・ 拠点情報を的確に把握し現場を支えるとと

もに、現場と本部との情報共有を行うため、

地域部の部長、グループ長、地域マネージャー

がそれぞれの役割に応じた拠点訪問又は各種

会議を積極的に行い、現場意見の吸収に努め、

ケーススタディを活用した実効性のある研修

（随時）、社内報等での情報発信（毎月）を行う

とともに、コンプライアンス自己点検（毎月）、

コンプライアンス意識調査（年１回）を継続的

に実施する。

・ 組織全体にコンプライアンス確保を徹底して

いくため、各拠点における職員への意識喚起等

の取組状況を把握し、拠点長等に対して当該取

組状況等を踏まえた助言や指導を行う。

・ 法令等違反通報制度を適切に運用するととも

に、発生したコンプライアンスに関する問題に

ついて、速やかに調査等を行い、再発防止を講

じる。また、全体の対応状況についてコンプラ

イアンス委員会（年６回）に報告を行う。

・ 役職員に制裁の事由に該当する行為があった

場合には厳正に対処するとともに、全役職員に

対して定期的に制裁事案の情報を共有し、同様

事案の発生防止に係る注意喚起を行い、綱紀粛

正の徹底を図る。

③ 情報共有の促進

組織一体となった業務運営のため、本部内の情

報共有や本部と現場間の情報共有を促進する。ま

た、厚生労働省との情報共有体制を引き続き確保

し、連携・相互理解を促進する。

ア 本部と現場の情報共有

・ 拠点情報を的確に把握し現場を支えるとと

もに、現場と本部との情報共有を行うため、

地域部の部長、グループ長、地域マネージャー

がそれぞれの役割に応じた拠点訪問又は各種

会議を積極的に行い、現場意見の吸収に努め、
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本部施策に反映させる。

・ お客様対応の状況など現場で起きている主

要な事柄を本部が迅速に把握するため、引き

続き、拠点長からの日次での業務報告を実施

する。

イ 本部内の情報共有

・ 本部経営企画部が本部内の情報共有の責任

部として責任を果たすとともに、本部各部室

は主要課題についての対処状況を常勤役員会

に報告し、情報共有を図る。

・ 外部委託に係る本部内情報共有を図るた

め、事業担当部署が行った委託業者の検査等

の内容を調達企画部が審査し、問題を把握し

た場合は、リスク統括部を通じてリスク管理

委員会へ報告する取組を徹底する。

・ 本部現業の実施状況等の本部内情報共有を

図るため、引き続き、本部現業部門のグルー

プ長からの日次報告を実施する。

ウ 厚生労働省との情報共有の推進

・ 組織的に継続して取り組むべき課題の進捗

管理表を引き続き作成し、年金局と共有する

とともに、年金局と機構の定例連絡会議で報

告する。

・ 年金局と機構との連携、相互理解を促進す

本部施策に反映させる。

・ お客様対応の状況など現場で起きている主

要な事柄を本部が迅速に把握するため、引き

続き、拠点長からの日次での業務報告を実施

する。

・ 職員が現場の業務遂行等について問題・課

題があることを認識した場合に報告等する仕

組みである「理事長への声」、職員提案制度及

び法令等違反通報制度の各制度について、職

員に適切な利用を促すため、社内報等で情報

発信を行う。

イ 本部内の情報共有

・ 本部経営企画部が本部内の情報共有の責任

部として責任を果たすとともに、本部各部室

は主要課題についての対処状況を常勤役員会

に報告し、情報共有を図る。

・ 外部委託に係る本部内情報共有を図るた

め、事業担当部署が行った委託業者の検査等

の内容を業務品質管理部が審査し、問題を把

握した場合は、リスク統括部を通じてリスク

管理委員会へ報告する取組を徹底する。

・ 本部現業の実施状況等の本部内情報共有を

図るため、引き続き、本部現業部門のグルー

プ長からの日次報告を実施する。

ウ 厚生労働省との情報共有の推進

・ 組織的に継続して取り組むべき課題の進捗

管理表を引き続き作成し、年金局と共有する

とともに、年金局と機構の定例連絡会議で報

告する。

・ 年金局と機構との連携、相互理解を促進す
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(3) 内部監査の高度化

適正な監査を実施するため、以下の取組を行う。

① リスクベース監査の実施

・ 内外の環境変化を考慮したリスクアセスメン

トに基づく、高リスク領域の業務プロセスに対

する整備・運用状況の評価を行う。

・ 監査品質の向上に加え、業務に対する専門性

を意識した体制の整備を図る。

② 監査手法の高度化

・ 組織体の運営、リスク・マネジメント及びコ

ントロールのプロセスの有効性・妥当性を評価

し、改善に向けた有益な示唆を提供するための

監査手法を確立する。

③ リスク管理の三線防御体制における第三線の機

るため、年金局職員と機構職員の相互の人事

交流を推進する。

(3) 内部監査の高度化

業務プロセスの変化や事業の動向を踏まえ、監査

手法を高度化させ、適正な監査を実施していくため、

以下の取組を行う。

① リスクベース監査の実施

・ 監査対象選定のためのリスクアセスメントを

行い、高リスク領域の業務プロセスを抽出し、

優先的に監査を実施することにより、監査資源

を効率的に活用する。

② 監査手法の高度化に向けた態勢の整備

以下の項目について整備を進める。

・ 各種データの収集・分析、モニタリングによ

り検知したリスクに対する監査対象・項目の選

定

・ 業務特性や事業動向を考慮した個別監査計画

の策定

・ データ収集・照合による事前検証の範囲拡大

・ 監査品質の維持・向上のため、部内横断的な

検証の実施

・ 各分野における業務知識の習得及び監査の専

門知識の向上を図るため、機構内部及び外部機

関の研修等への参加

・ 監査の専門人材の確保及び育成のため、引き

続き外部からの人材登用及びキャリアパスに関

する検討

③ リスク管理の三線防御体制の第三線の機能につ

るため、年金局職員と機構職員の相互の人事

交流を推進する。

(3) 内部監査の高度化

監査の質と手法の向上を図り、効率的に監査資源

を活用しつつ適正な監査を実施していくため、以下

の取組を行う。

① リスクベース監査の充実

監査対象選定のためのリスクアセスメントを行

い、抽出した高リスク領域の業務プロセスについ

て、ルールの整備状況や業務の運用状況を評価し、

組織横断的な監査を実施する。

② 監査の質と手法の高度化に向けた態勢の整備

・ 監査対象とした業務プロセスにおけるルール

の整備状況の把握、業務の運用に係る各種デー

タの事前収集・照合の範囲拡大を図る。

・ 各分野における業務知識の習得及び監査の専

門知識の向上を図るため、機構内部及び外部機

関が主催する研修等へ参加する。

・ 監査態勢を充実していくための人材の育成・

確保策の検討を進める。

③ リスク管理の三線防御体制における第三線の機
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能強化

(4) 契約の競争性・透明性の確保等

調達の性質に応じた適正かつ合理的な契約方法を

採用するほか、見積額の妥当性を検証し、調達案件

の厳正な審査・点検を実施する。また、入札結果等

から市場の動向や社会経済情勢の変化を把握し、適

時、機構内に情報共有を図ることで適切な調達を追

求し、契約の競争性・透明性の確保及びコストの削

減に努め、業務の正確性及びサービスの質の向上を

図ることを継続する。

① 適切な調達方法の選択

契約について、契約の競争性・透明性の確保を

図ることを徹底し、契約予定価格が少額のもの、

複数年継続しての契約を前提とした更新契約、Ｓ

ＬＡ随契、事務室等の賃貸借、ビルの指定清掃業

者等との契約を除き、競争性のある契約について

は、一般競争入札による競争入札に付すことを徹

底する。

また、年金個人情報を取り扱う外部委託のうち、

業務品質を確保するために事業者の履行能力を見

極める必要があるものは、総合評価落札方式の適

用を原則とする。

いて、より実効性・効率性を高めるための方策を

引き続き検討する。

(4) 契約の競争性・透明性の確保等

調達の性質に応じた適正かつ合理的な契約方法を

採用するほか、見積額の妥当性を検証し、調達案件

の厳正な審査・点検を実施する。また、入札結果等

から市場の動向や社会経済情勢の変化を把握し、適

時、機構内に情報共有を図ることで適切な調達を追

求し、契約の競争性・透明性の確保及びコストの削

減に努め、業務の正確性及びサービスの質の向上を

図る。

① 調達手続の適正化

調達関係諸規程等の適正な取扱いの徹底のた

め、「本部調達手続ガイドブック」を随時改定する

とともに、その内容について事業担当部署に対し

研修を定期的に実施する。また、調達の実務に精

通した人材の育成及び調達事務のリスクに対する

職員の認識を高めるため、外部機関が実施する調

達分野の専門研修を受講し、知識の向上を図る。

より一層競争性・透明性を確保し、適正な調達

を実施していくため、令和６年 10 月に運用を開始

した電子入札システムの利用を徹底する。

② 適切な調達方法の選択

契約について、契約の競争性・透明性の確保を

図ることを徹底し、競争性のある契約（※）につ

能強化

第一線・第二線とのリスク情報を共有する仕組

みを作り、監査で発見したリスク情報の提供や改

善・強化への提案を行うことにより、独立性を保

ちながら第三線の実効性を高める。

(4) 契約の競争性・透明性の確保等

調達の性質に応じた適正かつ合理的な契約方法を

採用するほか、見積額の妥当性を検証し、調達案件

の厳正な審査・点検を実施する。また、入札結果等

から市場の動向や社会経済情勢の変化を把握し、適

時、機構内に情報共有を図ることで適切な調達を追

求し、契約の競争性・透明性の確保及びコストの削

減に努め、業務の正確性及びサービスの質の向上を

図る。

① 調達手続の適正化

調達関係諸規程等の適正な取扱いの徹底のた

め、「本部調達手続ガイドブック」を随時改定する

とともに、その内容について事業担当部署に対し

研修を定期的に実施する。また、調達の実務に精

通した人材の育成及び調達事務のリスクに対する

職員の認識を高めるため、外部機関が実施する調

達分野の専門研修を受講し、知識の向上を図る。

より一層競争性・透明性を確保し、適正な調達

を実施していくため、紙入札による参加事業者へ

の勧奨を計画的に行うこと等により、電子入札シ

ステムの利用を徹底する。

② 適切な調達方法の選択

契約について、契約の競争性・透明性の確保を

図ることを徹底し、競争性のある契約（※）につ
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② 調達委員会による事前審査等

調達委員会において、公正性及び効率化の観点

から、年度を通じた調達の進行管理を行うととも

に、業務の正確性とサービスの質の重視及び事業

リスクの観点も踏まえ、入札方式、参加資格、調

達単位、コンティンジェンシープラン等について、

一定額以上の調達案件の事前審査等を行う。

中期目標期間中、毎事業年度、調達計画額を定

めるとともに、総合評価落札方式を適用するもの

を除く競争性のある契約について、中期目標期間

中の実績において中期目標期間中の当該計画額の

20％以上を削減することを目指す。

③ 複数年契約等合理的な契約形態の活用

複数年契約等合理的な契約形態を活用する。な

お、複数年契約は、中期目標期間内において行う

ことを原則とするが、土地建物、事務機器等の賃

貸借に係る契約、システム開発及び運用保守に係

る契約、業務委託契約、宿舎管理等の管理保守業

いては、一般競争入札による競争入札に付すこと

を徹底する。

※複数年継続しての契約を前提とした更新契約、

ＳＬＡ随契、事務室等の賃貸借、ビルの指定清

掃業者等との契約を除く。このほか、契約予定

価格が少額の契約を除く。

また、年金個人情報を取り扱う外部委託につい

て、全省庁統一資格（Ａ～Ｄ等級）の本来等級の

適用を原則とするとともに、業務品質を確保する

ために事業者の履行能力を見極める必要があるも

のは、総合評価落札方式の適用を原則とする。

③ 調達委員会による事前審査等

・ 調達委員会において、公正性及び効率化の観

点から、年度を通じた調達の進行管理を行うと

ともに、業務の正確性とサービスの質の重視及

び事業リスクの観点も踏まえ、入札方式、参加

資格、調達単位、予定数量、コンティンジェン

シープラン等について、一定額以上の調達案件

の事前審査等を行う。

・ 調達委員会の審査を経た調達計画に基づき年

間の調達計画額を定めるとともに、総合評価落

札方式を適用するものを除く競争性のある契約

について、当該計画額の 20％以上を削減するこ

とを目指す。

④ 複数年契約等合理的な契約形態の活用

業務の効率化及び業務品質の維持・向上を図る

観点から、年度ごとに仕様内容を変更することが

ないと判断される長期契約が可能な調達案件など

について、複数年契約等合理的な契約形態を活用

し、業者が受託しやすい環境の整備に努める。

いては、一般競争入札による競争入札に付すこと

を徹底する。

※複数年継続しての契約を前提とした更新契約、

ＳＬＡ随契、事務室等の賃貸借、ビルの指定清

掃事業者等との契約を除く。このほか、契約予

定価格が少額の契約を除く。

また、年金個人情報を取り扱う外部委託につい

て、全省庁統一資格（Ａ～Ｄ等級）の本来等級の

適用を原則とするとともに、業務品質を確保する

ために事業者の履行能力を見極める必要があるも

のは、総合評価落札方式の適用を原則とする。

③ 調達委員会による事前審査等

・ 調達委員会において、公正性及び効率化の観

点から、年度を通じた調達の進行管理を行うと

ともに、業務の正確性とサービスの質の重視及

び事業リスクの観点も踏まえ、入札方式、参加

資格、調達単位、予定数量、コンティンジェン

シープラン等について、一定額以上の調達案件

の事前審査等を行う。

・ 調達委員会の審査を経た調達計画に基づき年

間の調達計画額を定めるとともに、総合評価落

札方式を適用するものを除く競争性のある契約

について、当該計画額の 20％以上を削減するこ

とを目指す。

④ 複数年契約等合理的な契約形態の活用

業務の効率化及び業務品質の維持・向上を図る

観点から、年度ごとに仕様内容を変更することが

ないと判断される長期契約が可能な調達案件など

について、複数年契約等合理的な契約形態を活用

し、事業者が受託しやすい環境の整備に努める。
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務に係る契約、損害保険契約等において、合理的

と判断されるものについては、中期目標期間を超

えて行うことができることとする。

また、業者の履行能力に問題が生じることがな

いよう、必要に応じて調達単位を適切に分割する。

また、事業者の履行能力に問題が生じることが

ないよう、必要に応じて調達単位を適切に分割す

る。
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２．個人情報の保護

お客様の大切な個人情報（年金個人情報及び特定

個人情報（マイナンバー））の保護を確実に行うた

め、情報セキュリティ対策については、組織面、技

術面、業務運営面の対策を維持・徹底するとともに、

外部からの攻撃手法の多様化かつ巧妙化や、マイナ

ンバー制度の推進に伴う個人情報保護の要請の高ま

りなど、外部の環境の変化や情報技術の進展に応じ

て継続的に見直す。

(1) 組織面の対策

情報管理対策本部、情報管理対策室等の情報セ

キュリティ体制及び「最高情報セキュリティアドバ

イザー」、「情報セキュリティ対策支援業者（高度な

専門知見を有する者（又は機関））」による支援体制

を維持するとともに、新たな脅威に対応する体制を

継続的に強化する。

(2) 技術面の対策

個人情報保護及び情報セキュリティ対策の観点か

ら、新たな脅威に対するシステム的な対応を継続的

２．個人情報の保護

お客様の大切な個人情報（年金個人情報及び特定

個人情報（マイナンバー））を確実に保護し適切に管

理するため、情報セキュリティ体制について、組織

面・技術面・業務運営面いずれの対策も引き続き強

化するために、以下の取組を行う。

(1) 組織面の対策

・ 情報セキュリティ対策を一元的に管理するため

の日本年金機構情報管理対策本部、その下で情報

セキュリティ対策等を実施するための情報管理対

策室及び情報セキュリティインシデントへ即応す

るための機構ＣＳＩＲＴを十分に機能させること

により、情報セキュリティ対策に必要な体制を引

き続き確保する。

・ 情報セキュリティ対策を確実に実施するととも

に新たな脅威に対応するため、助言等を行う高度

な専門的知見を有する者（又は機関）による業務

支援体制を引き続き確保する。

・ 情報セキュリティ体制強化のため、情報セキュ

リティ点検業務等に従事する管理業務専任役の拡

充を図る。

(2) 技術面の対策

・ 外部専門家が行うリスク分析評価及び脆弱性診

断等について、内部不正による個人情報の漏えい

２．個人情報の保護

お客様の大切な個人情報（年金個人情報及び特定

個人情報（マイナンバー））を確実に保護し適切に管

理するため、情報セキュリティ体制について、組織

面・技術面・業務運営面いずれの対策も引き続き強

化するために、以下の取組を行う。

(1) 組織面の対策

・ 情報セキュリティ対策を一元的に管理するため

の日本年金機構情報管理対策本部、その下で情報

セキュリティ対策等を実施するための情報管理対

策室及び情報セキュリティインシデントへ即応す

るための機構ＣＳＩＲＴを十分に機能させること

により、情報セキュリティ対策に必要な体制を引

き続き確保する。

・ 情報セキュリティ対策を確実に実施するととも

に新たな脅威に対応するため、助言等を行う高度

な専門的知見を有する者（又は機関）による業務

支援体制を引き続き確保する。

・ 情報セキュリティ体制強化のため、情報セキュ

リティ点検業務等に従事する管理業務専任役の拡

充を図るとともに、管理業務専任役が配置されて

いない拠点においても巡回点検を実施する。

(2) 技術面の対策

・ 外部専門家が行うリスク分析評価及び脆弱性診

断等について、内部不正による個人情報の漏えい
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に強化するとともに、オンラインビジネスモデルの

推進及び機構ＩＣＴ基盤の再構築に当たっての情報

セキュリティ対策の確保のため、必要な対応を行う。

のリスク分析評価、インターネットに接続するシ

ステムを中心とした脆弱性診断及びペネトレー

ションテストを実施する。

・ インターネットサービスである「ねんきんネッ

ト」及び機構ホームページにおいて、セキュリティ

レベルを維持・向上するために攻撃手法の動向を

踏まえたセキュリティ対策の強化及び監視ルール

等の継続的改善を図る。

・ オンラインビジネスモデルの推進及び機構ＩＣ

Ｔ基盤の再構築に当たっては、情報セキュリティ

要件の確認を実施しセキュリティの向上に努め

る。

・ ランサムウェア等新たなサイバー攻撃について

の情報収集、情報セキュリティ最新技術動向の調

査・研究を通じて、機構の実務への応用を検討し、

必要に応じて対策を強化する。

・ 年金個人情報等専用共有フォルダについて、引

き続きインターネット環境及び共通事務システム

領域からの遮断を徹底し、窓口装置からのアクセ

スのみに限定した上で、保存するファイルを自動

で暗号化する。

・ 年金個人情報等専用共有フォルダ及び事務共有

フォルダについて、アクセス権限の設定状況等、

定期的に運用状況を点検・確認するとともに、必

要な改善を図りながら、長期間使用していない不

要なファイルを自動削除する運用を引き続き実施

する。

・ 年金個人情報等専用共有フォルダ及び事務共有

フォルダについて、機構ＩＣＴ基盤の再構築に合

わせて運用を整理する。

のリスク分析評価、インターネットに接続するシ

ステムを中心とした脆弱性診断及びペネトレー

ションテストを実施する。

・ インターネットサービスである「ねんきんネッ

ト」及び機構ホームページにおいて、セキュリティ

レベルを維持・向上するために攻撃手法の動向を

踏まえたセキュリティ対策の強化及び監視ルール

等の継続的改善を図る。

・ オンラインビジネスモデルの推進に当たって

は、情報セキュリティ要件の確認を実施しセキュ

リティの向上に努める。

・ ランサムウェア等新たなサイバー攻撃について

の情報収集、情報セキュリティ最新技術動向の調

査・研究を通じて、機構の実務への応用を検討し、

必要に応じて対策を強化する。

・ 年金個人情報等専用共有フォルダについて、引

き続きインターネット環境及び共通事務システム

領域からの遮断を徹底し、窓口装置からのアクセ

スのみに限定した上で、保存するファイルを自動

で暗号化する。

・ 年金個人情報等専用共有フォルダ及び事務共有

フォルダについて、アクセス権限の設定状況等、

定期的に運用状況を点検・確認するとともに、必

要な改善を図りながら、長期間使用していない不

要なファイルを自動削除する運用を引き続き実施

する。
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(3) 業務運営面の対策

役職員の危機意識の向上、運用ルール及びインシ

デント発生時の対処手順の徹底・対応の強化等を図

るため、定期的に情報セキュリティに係る研修及び

訓練、各種対策についての自己点検によるチェック

等を実施する。

(3) 業務運営面の対策

・ 情報セキュリティに係るマネジメントサイクル

（ＰＤＣＡサイクル）を継続的・自律的に機能さ

せるため、外部監査の結果や自ら発見した課題等

を主体的に管理し、能動的に横展開する運用を確

実に行う。

・ 情報セキュリティポリシー等の情報セキュリ

ティに係る諸規程について、「政府機関等のサイ

バーセキュリティ対策のための統一基準群」の改

定等の動向を踏まえ、速やかに実効性のある改正

を行う。

・ 役職員が情報セキュリティ対策及び個人情報保

護の重要性を認識し、それぞれの役割に応じた責

務を果たすことができるよう、情報セキュリティ

研修及び個人情報保護・マイナンバーに関する研

修を定期的・継続的に実施する。また、情報セキュ

リティ研修の成果については、理解度テストや自

己点検、模擬訓練により検証し、その結果を踏ま

え改善に向けた取組を行う。

・ インシデント発生時に、各自が情報セキュリ

ティインシデント対処手順書等に定められた役

割、責任、権限に基づき、迅速かつ適切な対応が

とれるよう、関係機関・システム運用委託先との

連携体制、内部の指揮命令・連絡体制等を維持す

るとともに、情報セキュリティインシデント対処

手順書等が適切に機能することを確認するために

実践的な訓練や研修等を行う。

・ 各拠点で発生した個人情報に関する事案の背景

や原因を分析した情報を研修資料に反映し、その

(3) 業務運営面の対策

・ 情報セキュリティに係るマネジメントサイクル

（ＰＤＣＡサイクル）を継続的・自律的に機能さ

せるため、外部監査の結果や自ら発見した課題等

を主体的に管理し、能動的に横展開する運用を確

実に行う。

・ 情報セキュリティポリシー等の情報セキュリ

ティに係る諸規程について、「政府機関等のサイ

バーセキュリティ対策のための統一基準群」の改

定等の動向を踏まえ、速やかに実効性のある改正

を行う。

・ 役職員が情報セキュリティ対策及び個人情報保

護の重要性を認識し、それぞれの役割に応じた責

務を果たすことができるよう、情報セキュリティ

研修及び個人情報保護・マイナンバーに関する研

修を定期的・継続的に実施する。また、情報セキュ

リティ研修の成果については、理解度テストや自

己点検、模擬訓練により検証し、その結果を踏ま

え改善に向けた取組を行う。

・ インシデント発生時に、各自が情報セキュリ

ティインシデント対処手順書等に定められた役

割、責任、権限に基づき、迅速かつ適切な対応が

とれるよう、関係機関・システム運用委託先との

連携体制、内部の指揮命令・連絡体制等を維持す

るとともに、情報セキュリティインシデント対処

手順書等が適切に機能することを確認するために

実践的な訓練や研修等を行う。

・ 各拠点で発生した個人情報に関する事案の背景

や原因を分析した情報を研修資料に反映し、その
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教訓を活かした再発防止策を徹底する。 教訓を活かした再発防止策を徹底する。
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３．文書管理及び情報公開

(1) 文書の適正管理

・ 文書保管ルールの見直しの方針を踏まえ、お客

様からの申請書類など、年金記録や年金額に関係

する文書（年金記録関係文書）については、電子

データを正本とする文書保管を順次実施するとと

もに、真に年金額や年金記録に直接関係する文書

なのか再整理し、適切な保存期間を設定する。

・ 保存期間が経過した文書の廃棄を徹底するとと

もに、既に倉庫に保管されている紙の文書につい

て、適正かつ効率的に管理されるよう有効な保管

方法について検討する。

３．文書管理及び情報公開

(1) 文書の適正管理

① 年金記録関係文書のうち、経過管理・電子決裁

システム等にて保管している電子データを正本と

することで「写し」とした元の紙届書等の廃棄を

進める。

正本とした電子データの適切な長期保存方法を

引き続き検討する。

② 年金記録関係文書のうち、電子データで保管し

ていない文書についても電子データ化し、当該

データを正本とすることについて引き続き検討を

進め、可能なものから順次実施する。

③ 保存期間を見直した年金記録関係文書について

は、規程等の整備を行うとともに、新たに発生す

る年金記録関係文書を適切に管理するための方法

を検討する。

④ 保存期間が経過した文書の廃棄を引き続き徹底

するとともに、既に倉庫に保管されている紙の文

書については、有効な長期保管方法について引き

続き検討する。

３．文書管理及び情報公開

(1) 文書の適正管理

文書管理の構造（文書のライフサイクル）に応じ

た適切な文書管理のため、定期的に文書管理規程を

整備し、適正な文書管理や文書廃棄の手続を現場に

定着させる。

① 年金記録関係文書のうち、経過管理・電子決裁

システム等にて保管している電子データを正本と

することで「写し」とした元の紙届書等の廃棄を

着実に実施する。

② 年金記録関係文書のうち、紙文書で保管されて

いるものについて、引き続き、以下の観点からの

検討を進める。

・ 電子データ化し、当該データを正本とするこ

とで元の紙文書を「写し」として廃棄できない

か

・ 倉庫保管分について、適正かつ効率的に管理

できる有効な保管方法がないか

③ 令和８年度に新たに作成・取得した年金記録関

係文書ごとに必要となる保存期間を設定し、規程

等の改正を行う。

④ 保存期間が満了した法人文書の廃棄を引き続き

徹底するとともに、適正かつ効率的な文書廃棄の

更なる推進を図るため、規程等の見直しを行う。

⑤ 正本として電子データ化された届書等の適切な

長期保管方法について、政府の公文書管理委員会
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(2) 情報公開の推進

法令等に基づく情報公開に適切に対応するととも

に、お客様の視点に立った情報公開を行うため、業

務運営の状況や目標の達成状況、組織等に関する情

報などを分かりやすい形で広く適切に公開する。

① 業務運営に関する情報の公表

日本年金機構法に基づき公表が義務付けられて

いる業務方法書、役員制裁規程、職員制裁規程、

事業計画等や、日本年金機構の個別規程にて公表

することとしているお客様の声の主な内容及び反

映状況、役職員の制裁の状況、契約に関する情報

などについて、ホームページへの掲載等により広

く適切に公表する。

② 事務処理誤り等の公表

国民の信頼及び業務運営の透明性を確保するた

め、事務処理誤り等の事案について、発生状況等

を定期的に公表する。

③ 年次報告書（アニュアルレポート）の作成・公

表

毎年度、機構の業務実績、組織等に関する情報

などについて、お客様目線で、より分かりやすく

見やすく取りまとめた年次報告書（アニュアルレ

ポート）を作成し、公表する。

(2) 情報公開の推進

法令等に基づく情報公開に適切に対応するととも

に、お客様の視点に立った情報公開を行うため、業

務運営の状況や目標の達成状況、組織等に関する情

報などを分かりやすい形で広く適切に公開する。

① 業務運営に関する情報の公表

日本年金機構法に基づき公表が義務付けられて

いる業務方法書、役員制裁規程、職員制裁規程、

事業計画等や日本年金機構の個別規程にて公表す

ることとしているお客様の声の主な内容及び反映

状況、役職員の制裁の状況、契約に関する情報な

どについて、ホームページへの掲載等により広く

適切に公表する。

② 事務処理誤り等の公表

お客様の権利に影響するような事務処理誤り等

の事案について、月次・年次の公表を適切に実施

する。

③ 年次報告書（アニュアルレポート）の作成・公

表

機構がこれまで取り組んできた課題への対応状

況や業務運営、組織等に関する情報等について、

お客様目線で分かりやすく見やすく取りまとめた

年次報告書（アニュアルレポート）を作成し、機

構ホームページへの掲載等、お客様が容易に閲覧

できるよう公表する。

の議論を踏まえた次期ＩＣＴ基盤での実現方法な

ど、引き続き検討を進める。

(2) 情報公開の推進

法令等に基づく情報公開に適切に対応するととも

に、お客様の視点に立った情報公開を行うため、業

務運営の状況や目標の達成状況、組織等に関する情

報などを分かりやすい形で広く適切に公開する。

① 業務運営に関する情報の公表

日本年金機構法に基づき公表が義務付けられて

いる業務方法書、役員制裁規程、職員制裁規程、

事業計画等や日本年金機構の個別規程において、

公表することとしているお客様の声の主な内容及

び反映状況、役職員の制裁の状況、契約に関する

情報などについて、ホームページへの掲載等によ

り広く適切に公表する。

② 事務処理誤り等の公表

お客様の権利に影響するような事務処理誤り等

の事案について、月次・年次の公表を適切に実施

する。

③ 年次報告書（アニュアルレポート）の作成・公

表

機構がこれまで取り組んできた課題への対応状

況や業務運営、組織等に関する情報等について、

お客様目線で分かりやすく見やすく取りまとめた

年次報告書（アニュアルレポート）を作成し、機

構ホームページへの掲載等、お客様が容易に閲覧

できるよう公表する。

また、他の企業・団体等における動向等を踏ま

え、年次報告書（アニュアルレポート）の在り方
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について検討する。
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４．人事及び人材の育成

人口減少や高齢化の進行、老齢年金請求件数の増

加等の環境の変化及びそれに対応するデジタル化の

一層の推進に取り組むことを踏まえつつ、制度を実

務にすることをミッションとした実務機関としての

業務の安定性・確実性を確保するとともに、職員が

お客様のために努力し、やりがいを持って業務に取

り組めるような人事制度の確立に向けて、以下の取

組を行う。

(1) 人事方針、人材登用

・ 制度を実務にする組織として、年金制度を安定

的に維持運営する観点から、体制を確保し人材の

育成につながる適材適所の人事配置を行う。

また、各職員が能力を最大限発揮できる人事・

給与体系を再構築するため人事施策の見直しを行

う。

・ 専門性が求められる分野の業務を担う職員を安

定的に確保、育成するためのキャリアパスモデル

の考え方を踏まえた人事配置を行う。

４．人事及び人材の育成

制度を実務にすることをミッションとした実務機

関として、業務の安定性と確実性を確保するととも

に、職員一人ひとりがやりがいを持ち、お客様のた

めに努力できる人事制度の確立に向けた取組を推進

する。

(1) 人事方針、人材登用

安定した組織運営体制を支えるため、以下の取組

を行う。

① 適材適所の人事配置

・ 各拠点の状況を把握し、職員の意欲や適性を

考慮した配置を行う。

・ 制度と実務に精通した職員の育成や組織の一

体化の観点から、引き続き本部と拠点間の異動

を積極的に実施する。

② 全国異動の適正運用

・ 全国拠点網を適切に維持する観点から、各職

員が本拠地とする都道府県を中心に、必要に応

じた全国異動を行う。

③ 次期管理職の育成

・ 管理職の負担軽減と次期管理職の育成の観点

から、「課長代理」を適正に配置する。

④ 専門人材の確保

・ 特定の分野に適性のあるＳ級職員（主に採用

４．人事及び人材の育成

制度を実務にすることをミッションとした実務機

関として、業務の安定性と確実性を確保するととも

に、職員一人ひとりがやりがいを持ち、お客様のた

めに努力できる人事制度の確立に向けた取組を推進

する。

(1) 人事配置、人材登用

安定した組織運営体制を支えるため、以下の取組

を行う。

① 適材適所の人事配置

・ 組織一体となって基幹業務を推進していく体

制を確保するため、拠点・職員の状況を的確に

把握し、職員の意欲や適性を考慮した配置を行

う。

・ 制度と実務に精通した職員の育成や組織の一

体化の観点から、引き続き本部と拠点間の異動

を積極的に実施する。

② 全国異動の適正運用

・ 全国拠点網を適切に維持する観点から、各職

員が本拠地とする都道府県を中心に、必要に応

じた全国異動を行う。

③ 専門性の向上のための人事配置

・ 特定の分野に適性のあるＳ級職員（主に採用



98

中 期 計 画 （ 第 ４ 期 ） 令 和 ７ 年 度 計 画 令 和 ８ 年 度 計 画 （ 案 ）

・ 組織を安定的に運営するために、正規職員、無

期転換職員及び有期雇用職員の役割のより一層の

明確化を図る。特に無期転換職員については、職

員の活性化につなげるため、その役割に応じた人

事・給与体系を確立する。また、有期雇用職員につ

いては安定的な確保を図るとともに、雇用期間を

前提とした役割を整理し運用する。

１年〜10年目までの職員）は、業務に精通した

職員を育成する観点から、早期に専門性を高め

るための人事配置を行う。

・ 高い専門性が求められる年金給付分野及びシ

ステム分野について、外部人材の採用や専門職

登用試験を通じ、専門性の高い職員を安定的に

確保する。

・ 職員との個別面談等により適性を見極め、専

門職から上席専門職に登用することで制度の安

定的運営、活性化を図る。

(2) 多様な雇用形態への対応

職員の活性化と安定的な雇用環境を整えるため、

以下の取組を行う。

① 無期転換職員・有期雇用職員の処遇改善

・ 社会情勢を踏まえ、無期転換職員及び有期雇

用職員の処遇見直しを検討する。また、専門性

を有する無期転換職員の活性化に繋がる給与制

度の見直しの検討を行う。

② 無期転換職員・有期雇用職員の活性化

・ 無期転換職員の活性化の観点から、引き続き

人事異動を進め、拠点体制の維持及び無期転換

職員の人材育成を図る。

・ 有期雇用職員の一層の活性化を図るため、無

期転換制度を適正に運用する。

・ 事務センターの安定的な体制確保のため、適

切に事務センター専任職員の登用予定数を確保

する。

・ 機構における業務経験を積んだ、優秀な職員

１年～10年目までの職員）は、業務に精通した

職員を育成する観点から、早期に専門性を高め

るため、経験を踏まえた人事配置を促進する。

・ 高い専門性が求められる年金給付分野及びシ

ステム分野について、専門職登用試験等を通じ、

専門性の高い職員を安定的に確保するととも

に、職員との個別面談等により適性を踏まえた

配置を行う。

(2) 多様な雇用形態への対応

無期転換職員等の活性化と安定的な雇用環境を整

えるため、以下の取組を行う。

① 無期転換職員・有期雇用職員の処遇改善

・ 社会情勢を踏まえ、無期転換職員及び有期雇

用職員の処遇見直しを検討する。また、専門性

を有する無期転換職員の活性化に繋がる給与制

度の見直しを引き続き検討する。

② 無期転換職員・有期雇用職員の活性化

・ 無期転換職員の活性化の観点から、引き続き

人事異動を進め、拠点体制の維持及び無期転換

職員の人材育成を図る。

・ 有期雇用職員の一層の活性化を図るため、無

期転換制度を適正に運用する。

・ 機構における業務経験を積んだ、優秀な職員
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・ 60歳を超える職員の能力・経験を活用するため

の人事体系を確立する。

また、給与水準及び処遇の適切な設定など必要

な措置を講じつつ、働く意欲がある高年齢者がそ

の能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍

できる環境整備を図るために導入された 70 歳ま

での高年齢者就業確保措置の努力義務化を踏まえ

た検討を行う。

(2) 働き方改革・女性活躍の推進

① 働き方改革の推進

職員が、仕事と生活を両立させ意欲をもって働

ける職場環境を確立するため、働き方改革の更な

の安定的確保を図るため、引き続き無期転換職

員及び有期雇用職員から正規職員への登用を進

め、登用予定数を確保する。

③ 障害者雇用の拡大

・ 障害者雇用に積極的に取り組み、令和７年度

法定雇用率 2.8％以上を確実に達成する。

・ 令和８年７月から法定雇用率 3.0％に引上げ

になることを踏まえ、着実な増加を目指す。

④ 高年齢者層の活用

60 歳を超える職員の経験や能力を活かすため、

以下の取組を行う。

・ 令和７年４月から従来のエルダー職員制度を

拡充し、65歳までの継続雇用とするシニア職員

制度を新設するとともに、職員それぞれの経験・

実績を踏まえた配置分野の拡大を図る。

・ 70歳までの就業確保を視野に入れた新たな仕

組の導入を検討する。

(3) 働き方改革・女性活躍の推進

職員全員が性別を問わず働きやすい環境を整備す

るため、以下の取組を行う。

① 働き方改革の推進

職員が、仕事と生活を両立させ意欲をもって働

ける職場環境を確立するため、働き方改革の更な

の安定的確保を図るため、引き続き無期転換職

員及び有期雇用職員から正規職員への登用を進

め、必要な登用者数を確保する。

③ 障害者雇用の推進

・ 令和８年７月１日から法定雇用率が 3.0％に

引上げになることを踏まえ、更なる障害者雇用

の取組を推進し、令和８年７月１日時点の法定

雇用率 3.0％を達成する。

④ 高年齢者層の活躍の推進

60 歳を超える職員の経験や能力を活かすため、

以下の取組を行う。

・ 正規職員の定年退職後65歳まで継続雇用する

シニア職員制度について、職員それぞれの経験・

実績を踏まえた配置業務・配置拠点の拡大を図

る。

・ 高年齢者層が活躍できる環境整備の一環とし

て試行導入した、シニア職員の雇用契約満了後

に最大３年間の雇用を行う業務支援職員制度に

ついて、令和８年４月から対象地域を拡大する

とともに、70 歳までの就業確保を視野に入れた

新たな仕組みの導入を引き続き検討する。

(3) 働き方改革・女性活躍の推進

職員全員が性別を問わず働きやすい環境を整備す

るため、以下の取組を行う。

① 働き方改革の推進

職員が、仕事と生活を両立させ意欲をもって働

ける職場環境を確立するため、働き方改革の更な
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る促進の取組を進める。

ⅰ 仕事と生活の両立ができる職場環境の確立

職員が、仕事と生活を両立させ意欲をもって

働ける職場環境を確立する観点から、以下の取

組を行う。

・ 所定労働時間の見直しを行うとともに、多

様な働き方（フレックスタイム制等）につい

て、機構における導入の可否を検討する。

・ 男女ともに仕事と育児等の両立が可能とな

る環境整備の充実を図る。

ⅱ 時間外勤務の縮減

全拠点参加型キャンペーンで寄せられた提案

をもとに、業務の削減・効率化を進めるととも

に、勤務管理に関する各種施策の実施により、

時間外勤務の縮減に取り組む。

また、毎年の時間外勤務時間の実績を踏まえ、

年度ごとに数値目標を設定して縮減に取り組

る促進の取組を進めるほか、育児・介護休業法等

に基づく各種休暇制度について、引き続き制度周

知及び取得促進に取り組む。

ⅰ 仕事と生活の両立ができる職場環境の確立

・ 多様な働き方（フレックスタイム制等）に

ついて、社会情勢動向等を把握し、機構の業

務形態に合わせ、本部の一部で試行実施を検

討する。

・ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事

業主行動計画により、職員が安心して仕事と

子育ての両立ができる職場を目指し、育児休

業取得促進、育児休業から復帰しやすい受け

入れ体制の整備に取り組む。

・ 子育てをしやすい職場環境の整備のため、

子の看護休暇の要件の見直しを行う。

・ 育児・介護休業法の改正に伴い、育児休業

等に関する個別周知・意向確認等の実施を拡

大する。また、介護休業に関しても個別周知・

意向確認等を適切に実施する。

・ 引き続き育児・介護に係る各種制度につい

て、周知に取り組むとともに、各種休暇を取

得しやすい環境づくりに取り組む。

ⅱ 時間外勤務の縮減

・ 全拠点参加型キャンペーンで寄せられた提

案をもとに、業務の削減・効率化に取り組む。

・ ノー残業デーの徹底、一斉退社の促進など

の取組を推進することにより、定時退社しや

すい環境を整備し、時間外勤務の縮減を図る。

・ 時間外勤務が一定時間を超えた職員の健康

る促進の取組を進めるほか、育児・介護休業法等

に基づく各種休暇制度について、引き続き制度周

知及び取得促進に取り組む。

ⅰ 仕事と生活の両立ができる職場環境の確立

・ 多様な働き方（フレックスタイム制等）に

ついて、社会情勢動向等を把握し、機構の業

務形態に合わせ、本部の一部で試行実施を進

め、その結果を分析し実施に向けた検討を行

う。

・ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事

業主行動計画により、職員が安心して仕事と

子育ての両立ができる職場を目指し、引き続

き、育児休業取得促進、育児休業から復帰し

やすい受け入れ体制の整備に取り組む。

・ 引き続き育児・介護に係る各種制度につい

て、周知に取り組むとともに、各種休暇を取

得しやすい環境づくりに取り組む。

ⅱ 時間外勤務の縮減

・ ノー残業デーの徹底、一斉退社の促進など

の取組を推進することにより、定時退社しや

すい環境を整備し、時間外勤務の縮減を図る。

・ 時間外勤務が一定時間を超えた職員の健康
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む。

ⅲ 年次有給休暇の確実な取得

年次有給休暇の計画的な取得促進により、平

均取得日数 14日以上を持続的に達成させる。

② 女性活躍の促進

組織を安定的に運営するためには、女性活躍を

推進することが不可欠であるという観点にたち、

女性が活躍する上で制約となっている要因を引き

続き分析し、女性管理職比率について、適正に目

標を定めるなど、女性活躍推進の取組を推進する。

女性活躍の推進のため、女性管理職の一層の登

用及び主要ポストへの配置を拡大するとともに、

キャリア形成の意識付け等のため、キャリア面談

やクラス別研修等の充実・強化を図る。

また、共働き・共育ての推進の観点から、男性の

育児休業取得率について、「こども未来戦略」（令

和５年 12 月 22 日閣議決定）を踏まえ、取得促進

に取り組む。

状態を把握し、必要に応じて上長による面談

や業務を軽減するなど、健康障害防止の推進

を図る。

・ これまでの時間外勤務時間の実績を踏ま

え、管理職の時間外勤務時間については月平

均 18 時間以内、一般職については月平均 10

時間以内を目指す。

ⅲ 年次有給休暇の確実な取得

計画的な年次有給休暇の取得促進の取組を継

続的に行い、取得実績の低い職員へ時季指定に

よる計画的な取得促進に取り組むことで、平均

取得日数 15 日以上を達成させる。

② 女性の活躍推進

女性職員比率が 40％であることを踏まえ、今後

の組織を安定的に運営する上で女性の一層の定着

と活躍を推進するため、以下の取組を行う。

・ 女性管理職の一層の登用及び主要ポストへの

配置を拡大する。

・ 女性職員のキャリア形成の意識を醸成するた

めの研修・個別面談等を実施し、一般事業主行

動計画に定める女性管理職比率目標（令和７年

度末 18％）を確実に達成する。

・ 出産や育児等のライフイベントを踏まえた女

性の定着に資する人事制度の見直しを検討す

状態を把握し、必要に応じて上長による面談

や業務の軽減を行うなど、健康障害防止の推

進を図る。

・ これまでの時間外勤務時間の実績を踏ま

え、管理職の時間外勤務時間については月平

均 17時間以内、一般職については月平均９時

間以内を達成する。

ⅲ 年次有給休暇の確実な取得

計画的な年次有給休暇の取得促進の取組を継

続的に行い、取得実績の低い職員へ時季指定に

よる計画的な取得促進に取り組むことで、平均

取得日数 15 日以上を達成する。

② 女性の活躍推進

女性職員比率が 40％であることを踏まえ、今後

の組織を安定的に運営するため、女性職員のキャ

リア形成の意識付け等を図る研修・面談等を実施

し、女性の一層の活躍を推進するとともに、第６

次男女共同参画基本計画の成果目標を踏まえて作

成する第５期一般事業主行動計画（女性の職業生

活における活躍の推進に関する法律）に定める女

性管理職比率目標の達成に向け着実な増加を目指

す。
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(3) 優秀な人材の確保

機構の人事施策を確実に実現するため、機構の人

材ポートフォリオを総合的に勘案し、採用手法の多

様化を図りながら優秀な人材の確保に努める。

また、社会経済環境の変化やこれに対応するデジ

タル化の推進も踏まえた、システム等の専門性が求

められる分野の人材確保に努めるとともに、特に、

システム分野については、フェーズ２の開発をふま

えた人材確保にも努める。

る。

・ 次世代の管理職を育成するため、クラス別研

修や健康管理研修を引き続き実施するととも

に、性別等を問わず能力を発揮することができ

るよう、研修内容の充実・強化を図る。

・ 母性健康管理の休暇等、各種休暇について取

得しやすい環境を作るため、研修や機構内報に

よる制度周知と取得促進を着実に進める。

・ 男性の育児休業取得率について、第４期一般

事業主行動計画（女性の職業生活における活躍

の推進に関する法律）における、令和７年度末

目標 80％を上回るよう取得促進に取り組む。

(4) 優秀な人材の確保

機構の人材ポートフォリオ等を総合的に勘案し、

計画的な採用を図る。

・ 令和８年度（2026 年度）新卒採用について、内

定者交流会の実施や内定者一人ひとりに相談対応

者（コンシェルジュ）を配置する等、内定者との積

極的な接触を図り、組織理解を深めるとともに、

新卒採用の安定的確保を図る。

・ 令和９年度（2027 年度）新卒採用について、新

規採用者の採用予定数を安定的に確保するため、

機構で働く魅力がより伝わるよう新卒用ホーム

ページや採用パンフレットの職員紹介、仕事紹介

ページを充実させるとともに、採用サポーターを

活用したインターンシップやオンライン座談会の

実施により、公的年金業務の意義について積極的

に説明し、新卒採用の安定的確保に繋がる母集団

・ 母性健康管理の休暇等、各種休暇について取

得しやすい環境を作るため、研修、機構内報に

よる制度周知と取得促進を着実に進める。

・ 男性の育児休業取得率について、第６期一般

事業主行動計画（次世代育成支援対策推進法）

における、令和８年度末目標 80％以上になるよ

う取得促進に取り組む。

(4) 優秀な人材の確保

機構の人材ポートフォリオ等を総合的に勘案し、

計画的かつ効果的な採用活動を行う。

・ 令和９年卒（2027 年卒）新卒採用について、内

定者交流会を実施するとともに、内定者一人ひと

りに相談対応者（コンシェルジュ）を設定し架電

によるフォローやＷｅｂでの個別面談を行う等、

内定者との積極的な接触を図り、組織理解を深め

るとともに、新卒採用の安定的確保を図る。

・ 令和 10 年卒（2028 年卒）新卒採用について、採

用者数を安定的に確保するため、公的年金業務の

意義や機構で働く魅力が学生により伝わるよう、

新卒用ホームページや採用パンフレットの職員紹

介、仕事紹介ページを充実させるとともに、採用

サポーターを活用したインターンシップやオンラ

イン座談会を積極的に実施し、新卒採用の安定的

確保に繋がる母集団形成を図る。
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(4) 適正な人事評価制度の運用

・ 人事評価の公平性・公正性・納得性を高め、厳正

で明確な人事評価制度の運用を行う。

・ また、評価者研修などにより人事評価制度を通

じた人材育成の重要性等に関する職員の理解を深

めることで、職員の育成を推進していく。

(5) 人材の育成

制度と実務の双方に精通した人材を育成するた

め、階層別・業務別研修について、専門性を高める

形成を図る。

・ 職務経験者を即戦力として確保するため、より

効果的な採用活動を行い、必要な経験者採用数を

確保する。

・ 高い専門性が求められる監査分野及びシステム

分野については、業務体制の強化のため、引き続

き外部人材を採用する。なお、機構ホームページ

のキービジュアルに採用情報を掲載する等、より

効果的な広報活動を行うとともに、引き続き受験

者の負担を考慮した選考活動を行う。

特に、システム分野については、フェーズ２の

開発を踏まえて、開発体制に必要な人材の確保に

努める。

(5) 公正で透明性のある人事評価制度の運用

人事評価における職員の納得性を高めるため、公

平かつ公正な人事評価制度の運用を図る。

・ 評価者研修と被評価者研修を継続して実施し、

評価者が配下職員の取組を適正に評価できるよう

評価スキルを向上させるとともに、被評価者の制

度の理解と評価の納得性を高める。

・ 低評価が続いている職員への改善支援として、

求められる役割認識や、「気づき」の醸成を促す

「キャリア開発プログラム」を引き続き実施する。

・ 事業実績評価結果を各職員の人事評価に適切に

反映させる。

(6) 人材の育成

制度と実務の双方に精通した人材を育成するた

め、研修の充実と質の向上を図る。

・ 職務経験者を即戦力として確保するため、より

効果的な採用活動を行い、必要な採用者数を確保

する。

・ 高い専門性が求められるシステム分野及び監査

分野については、業務体制の強化のため、引き続

き外部人材の確保に努める。

特に、システム分野については、より幅広く広

報活動を行い、応募者数の増加を図る。

(5) 公正で透明性のある人事評価制度の運用

人事評価における職員の納得性を高めるため、公

平かつ公正な人事評価制度の運用を図る。

・ 評価者研修と被評価者研修を継続して実施し、

評価者が配下職員の取組を適正に評価できるよう

評価スキルを向上させるとともに、被評価者の制

度の理解と評価の納得性を高める。

・ 低評価が続いている職員への改善支援として、

求められる役割認識や、「気づき」の醸成を促す

「キャリア開発プログラム」を引き続き実施する。

・ 事業実績評価結果を各職員の人事評価に適切に

反映させる。

(6) 人材の育成

制度と実務の双方に精通した人材を育成するた

め、研修の充実と質の向上を図る。



104

中 期 計 画 （ 第 ４ 期 ） 令 和 ７ 年 度 計 画 令 和 ８ 年 度 計 画 （ 案 ）

キャリアパスモデルを踏まえ見直しするとともに、

拠点のニーズを反映するなど充実を図る。

また、研修の質を向上し、より高い専門性を持つ

人材を育成するため、専門的・実践的な研修を実施

する講師体制の拡充を図るとともに、社会経済環境

の変化やこれに対応するデジタル化の推進も踏まえ

た、システム等の専門性が求められる分野の人材育

成を推進する。

① 階層別研修・業務別研修の充実

・ 階層別研修については、職責に求められる役

割を果たす人材を育成するための研修を引き続

き実施するとともに、段階的に専門性を持つ人

材の育成を図る。特に、新入構員には採用初年

度の基本的な知識・スキルを習得する研修をよ

り丁寧に実施する。

・ 業務別研修については、全職員（無期転換職

員、有期雇用職員含む）を対象にテレビ研修で

実施し、拠点から事業担当部署に照会が多い事

例の解説など、拠点のニーズを反映した実践的

なカリキュラムの充実を図る。有期雇用職員に

は採用初年度の研修をより丁寧に実施し、早期

育成を図る。

② 専門人材の育成

・ 高い専門性が求められる分野（年金給付、徴

収、調達、システム及び情報セキュリティ）の研

修については、外部講師、外部機関を積極的に

活用する。なお、社会経済環境の変化を踏まえ、

ＤＸ研修などデジタル化を推進する人材の育成

に積極的に取り組む。

・ 年金給付分野においては、個々のレベルや役

割に応じた段階的な研修を引き続き実施するこ

とで、実務力の向上を図る。また、新たに年金相

談・審査業務を担当する職員に向けた標準的な

育成プログラムの拡充により、基本的な知識・

スキルの更なる習得を図る。

③ 研修の質の向上

・ 研修の質を向上し、より高い専門性を持つ人

材を育成するため、専門的・実践的な研修を実

① 階層別研修・業務別研修の充実

・ 階層別研修については、職責に求められる役

割を果たす人材を育成するための研修を引き続

き実施するとともに、段階的に専門性を持つ人

材の育成を図る。

・ 業務別研修については、全職員（無期転換職

員、有期雇用職員含む）を対象にテレビ研修で

実施し、制度改正や事業担当部署に照会が多い

事例の解説など、拠点のニーズを反映した実践

的なカリキュラムの充実を図る。

② 専門人材の育成

・ 高い専門性が求められる分野（年金給付、徴

収、調達、システム及び情報セキュリティ等）の

研修については、外部講師、外部機関を積極的

に活用する。なお、ＤＸ研修などデジタル化を

推進する人材の育成に引き続き積極的に取り組

む。

・ 年金給付分野においては、個々のレベルや役

割に応じた段階的な研修を引き続き実施するこ

とで、実務力の向上を図る。なお、事業担当部署

と連携し、制度改正への対応を見据えたカリ

キュラムの充実に取り組む。

③ 研修の質の向上

・ 研修の質を向上し、より高い専門性を持つ人

材を育成するため、専門的・実践的な研修を実
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(6) 職員の健康管理等への対策

① 健康管理対策

職員の健康保持増進のため、健康保険組合と連

携してコラボヘルスを推進し、特定保健指導及び

重症化予防事業に積極的に取り組む。

② メンタルヘルス対策

「心の健康づくり計画」に基づく「４つのケア」

を継続的かつ計画的に実施し、メンタルヘルス不

調の発症や深刻な事態の未然防止を図るととも

に、病気休職している職員の職場復帰を円滑に進

めるため、休職期間中のケアから職場復帰後の

フォローまできめ細かな対応を実施し、組織全体

としてメンタルヘルス対策に積極的に取り組む。

（４つのケア）

・ セルフケア（労働者による）

・ ラインによるケア（管理者による）

・ 事業場内産業医等によるケア

・ 事業場外資源によるケア

施する講師体制の拡充を図るとともに、講師へ

の研修を引き続き実施しスキルアップを図る。

・ 研修の更なる充実を図るため、事業担当部署

への定期的な意見照会や研修回顧から課題を分

析し、拠点のニーズを反映した研修を計画し実

施する。

(7) 職員の健康管理等への対策

① 健康管理対策

職員の健康保持増進のため、健康保険組合と連

携してコラボヘルスを推進し、特定保健指導及び

重症化予防事業に積極的に取り組み、対象となる

職員へ受診勧奨の徹底を図る。また、受診率の向

上に向けて、業務上の配慮等、職員がより受診し

やすい環境づくりを検討する。

② メンタルヘルス対策

「心の健康づくり計画」に基づく「４つのケア」

の実施のため、「職員の教育研修」、「職場環境等の

把握と改善」、「メンタルヘルス不調への気付きと

対応」の取組により、職員のメンタルヘルス不調

の発症や深刻な事態の未然防止を図るとともに、

「職場復帰における支援」の取組を積極的に推進

し、病気休職者の職場復帰を円滑かつ実効あるも

のとする。

・ ラインケアを実行させるための研修を管理職

に対して引き続き実施する。また、一部の階層

に実施しているセルフケア研修について、全職

員に実施する。

・ 各拠点長及び各拠点の衛生委員会において、

施する講師体制の拡充を図る。また、研修回顧

を通じて講師に必要なスキルを把握し、講師へ

の研修などによるスキルアップを図る。

・ 研修の更なる充実を図るため、事業担当部署

への定期的な意見照会から課題を分析し、拠点

のニーズを反映した研修を計画し実施する。

(7) 職員の健康管理等への対策

① 健康管理対策

職員の健康保持増進のため、健康保険組合と連

携してコラボヘルスを推進し、特定保健指導及び

重症化予防事業に積極的に取り組み、対象となる

職員へ受診勧奨の徹底を図る。また、受診率の向

上に向けて、業務上の配慮等、職員がより受診し

やすい環境づくりを進める。

② メンタルヘルス対策

「心の健康づくり計画」に基づく「４つのケア」

の実施のため、「職員の教育研修」、「職場環境等の

把握と改善」、「メンタルヘルス不調への気付きと

対応」の取組により、職員のメンタルヘルス不調

の発症や深刻な事態の未然防止を図るとともに、

「職場復帰における支援」の取組を積極的に推進

し、病気休職者の職場復帰を円滑かつ実効あるも

のとする。

・ 管理職に対するラインケアを実行させるため

の研修及び全職員向けのセルフケア研修を引き

続き実施する。

・ 各拠点長及び各拠点の衛生委員会において、
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③ ハラスメントの防止

ハラスメントを根絶するという意識を醸成し、

ハラスメントのない働きやすい職場を実現する。

(7) 健全な労使関係

健全で安定した労使関係を維持する。

ストレスチェックの集団分析を活用し、引き続

き職場環境改善を図る。

・ 「こころとからだの健康相談」事業を活用し、

引き続き、職員・家族・上司が外部の健康相談窓

口への相談やカウンセリングを受けやすくする

ため、周知、啓発を実施する。

・ 職場復帰支援プログラムを活用し、早期復職

並びに確実な職場復帰を目指すとともに職場復

帰後のフォローアップを実施する。

③ ハラスメントの防止

・ 研修体系と研修内容の充実を図り、ハラスメ

ントをしない・させないという意識を醸成し、

ハラスメントのない働きやすい職場を実現す

る。

・ 気軽に相談できる各種相談窓口の周知及び各

拠点の相談員に対する研修の充実により、相談

スキルの向上を図り、迅速かつ適正な相談対応

を行う。

(8) 健全な労使関係の維持

民間労働法制下における健全で安定した労使関係

ストレスチェックの集団分析を活用し、引き続

き職場環境改善を図る。

・ 「こころとからだの健康相談」事業を活用し、

引き続き、職員・家族・上司が外部の健康相談窓

口への相談やカウンセリングを受けやすくする

ため、周知、啓発を実施する。

・ 職場復帰支援プログラムを活用し、早期復職

並びに確実な職場復帰を目指すとともに職場復

帰後のフォローアップを実施する。

③ ハラスメントの防止

・ 研修体系と研修内容の充実を図るとともに、

集中的な啓発活動に取り組み、ハラスメントを

しない・させないという意識を醸成し、ハラス

メントのない働きやすい職場を実現する。

・ 職員に対するコンプライアンス意識調査の結

果を踏まえ、各拠点におけるハラスメント防止

に係る取組状況を確認し、拠点長等に対して取

組状況を踏まえた助言や指導を行う。

・ 令和７年６月に公布された「労働施策の総合

的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生

活の充実等に関する法律等の一部を改正する法

律」の趣旨も踏まえ、カスタマーハラスメント

防止に向けた取組を引き続き実施する。

・ 気軽に相談できる各種相談窓口の周知及び各

拠点の相談員に対する研修の充実により、相談

スキルの向上を図り、迅速かつ適正な相談対応

を行う。

(8) 健全な労使関係の維持

民間労働法制下における健全で安定した労使関係
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を引き続き維持する。 を引き続き維持する。
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Ⅳ 予算、収支計画及び資金計画

「Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項」で定めた

事項に配慮した中期計画の予算、収支計画及び資金

計画は、次のとおり。

１．予算 別紙１のとおり。

２．収支計画 別紙２のとおり。

３．資金計画 別紙３のとおり。

Ⅳ 予算、収支計画及び資金計画

１．予算については、別紙１のとおり。

２．収支計画については、別紙２のとおり。

３．資金計画については、別紙３のとおり。

Ⅳ 予算、収支計画及び資金計画

１．予算については、別紙１のとおり。

２．収支計画については、別紙２のとおり。

３．資金計画については、別紙３のとおり。
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Ⅴ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財

産の処分に関する計画

機構が保有する財産については、引き続き、その

必要性を検証し、不要財産については処分する。

「日本年金機構の資産管理の在り方に関する会

議」における見直し方針に基づき、令和５年１月に

実施した宿舎の存廃判定の検証により、速やかに廃

止することが適当とされた、腰浜宿舎（福島県福島

市）、中新町宿舎（岐阜県岐阜市）、田窪宿舎（愛媛

県東温市）、明和宿舎（鹿児島県鹿児島市）、浦添宿

舎（沖縄県浦添市）について国庫納付を行う。

また、年金事務所等について、今後の建替えもし

くは賃貸物件への移転実施時期等の具体的な検討を

進めるとともに、不要財産となった場合等は、速や

かに国庫納付等を行う。

Ⅴ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財

産の処分に関する計画

「日本年金機構の資産管理の在り方に関する会

議」における見直し方針に基づき、令和５年１月に

実施した宿舎の存廃判定の検証により、速やかに廃

止することが適当とされた、腰浜宿舎（福島県福島

市）、中新町宿舎（岐阜県岐阜市）、田窪宿舎（愛媛県

東温市）、明和宿舎（鹿児島県鹿児島市）、浦添宿舎

（沖縄県浦添市）について国庫納付に向けた手続を

進める。

また、建物の老朽化等の理由により用途廃止と整

理された、広島牛田新町宿舎（広島牛田新町宿舎２

を含む。）（広島県広島市）、幕張宿舎１号棟及び２号

棟並びに３号棟（千葉県千葉市）、旧大田年金事務所

（東京都大田区）、旧池袋年金事務所（東京都豊島

区）、旧広島西年金事務所（広島県広島市）、旧徳島

事務センター（徳島県徳島市）、箱崎倉庫（福岡県福

岡市）、上石田倉庫（山梨県甲府市）についても、不

要財産として国庫納付等に向けた手続を進める。

なお、年金事務所等については、中長期的な視点

に基づき、今後の建替えもしくは賃貸物件への移転

を検討し、宿舎については存廃判定を実施の上、不

要財産となった場合等は、速やかに国庫納付等を行

う。

Ⅴ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財

産の処分に関する計画

「日本年金機構の資産管理の在り方に関する会

議」における見直し方針に基づき、令和５年１月に

実施した宿舎の存廃判定の検証により、速やかに廃

止することが適当とされた、腰浜宿舎（福島県福島

市）、中新町宿舎（岐阜県岐阜市）、田窪宿舎（愛媛県

東温市）、明和宿舎（鹿児島県鹿児島市）、浦添宿舎

（沖縄県浦添市）について国庫納付に向けた手続を

進める。

また、建物の老朽化等の理由により用途廃止と整

理された、広島牛田新町宿舎（広島牛田新町宿舎２

を含む。）（広島県広島市）、幕張宿舎１号棟及び２号

棟並びに３号棟（千葉県千葉市）、旧大田年金事務所

（東京都大田区）、旧池袋年金事務所（東京都豊島

区）、旧広島西年金事務所（広島県広島市）、旧土浦

年金事務所（茨城県土浦市）、旧横浜中年金事務所（神

奈川県横浜市）、旧盛岡年金事務所（岩手県盛岡市）、

旧徳島事務センター（徳島県徳島市）、箱崎倉庫（福

岡県福岡市）、上石田倉庫（山梨県甲府市）について

も、不要財産として国庫納付等に向けた手続を進め

る。

なお、年金事務所等については、中長期的な視点

に基づき、今後の建替えもしくは賃貸物件への移転

を検討の上適宜着手するとともに、宿舎については、

存廃判定結果に基づき、不要財産となった場合等は、

速やかに国庫納付等を行う。

Ⅵ Ⅴの財産以外の重要な財産の譲渡又は担保に関す

る計画

なし

Ⅵ Ⅴの財産以外の重要な財産の譲渡又は担保に関す

る計画

なし

Ⅵ Ⅴの財産以外の重要な財産の譲渡又は担保に関す

る計画

なし



別紙１

令和８年度予算案

（単位：百万円）

区 別 金 額

収入

運営費交付金

運営費交付金

事業運営費交付金

年金生活者支援給付金支給業務事務取扱交付金

利用口座情報提供業務事務取扱交付金

その他の収入

計

378,039

114,017

248,339

5,239

10,445

301

378,340

支出

業務経費

保険事業経費

オンラインシステム経費

年金相談等事業経費

年金生活者支援給付金支給業務事務費

利用口座情報提供業務事務費

一般管理費

計

264,023

103,900

89,119

55,319

5,239

10,445

114,318

378,340

※金額は四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。



別紙２

令和８年度収支計画案

（単位：百万円）

※金額は四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。

区 別 金 額

費用の部

経常費用

業務経費

保険事業経費

オンラインシステム経費

年金相談等事業経費

年金生活者支援給付金支給業務事務費

利用口座情報提供業務事務費

一般管理費

人件費

その他一般管理費

378,340

378,340

264,023

103,900

89,119

55,319

5,239

10,445

114,318

103,430

10,888

収益の部

経常収益

運営費交付金収益

運営費交付金収益

事業運営費交付金収益

年金生活者支援給付金支給業務事務取扱交付金収益

利用口座情報提供業務事務取扱交付金収益

その他の収入

純利益（△純損失）

総利益（△総損失）

378,340

378,340

378,039

114,017

248,339

5,239

10,445

301

0

0



別紙３

令和８年度資金計画案

（単位：百万円）

区 別 金 額

資金支出

業務活動による支出

投資活動による支出

財務活動による支出

計

378,340

0

0

378,340

資金収入

業務活動による収入

運営費交付金による収入

事業運営費交付金による収入

年金生活者支援給付金支給業務事務取扱交付金による収入

利用口座情報提供業務事務取扱交付金による収入

その他の収入

投資活動による収入

財務活動による収入

計

378,340

114,017

248,339

5,239

10,445

301

0

0

378,340

※金額は四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。


